
 

第１回中学校部会における検討事項（案） 

 

 「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて、これからの時代に求められる資質・能力

を子供たちに育むため、教育課程を中核に、中学校教育のよりよい好循環を生み出すため

には必要な方策とは何か。 

 

１．各中学校が、これからの時代に求められる資質･能力を明確にし、そのために必要な教

育内容を具体化できるようにしていくために必要な方策とは。 

○ 教科を越えた「チーム学校」を通じて、子供たちにどのような力が必要かを議論し

て共有していく文化を作っていくことが重要ではないか。 

○ 「カリキュラム･マネジメント」を中核に、教科を越えた視点を持つことが重要では

ないか。 

○ 教員が、授業を通じて子供と関わることに時間を割けるよう、業務改善が必要では

ないか。 

○ 「アクティブ・ラーニング」の趣旨をしっかりと踏まえて、社会で生きて働く知識

や力を育成できるよう、教師の指導力向上を図ることが必要ではないか。 

○ 教員の研修については、日本が誇る「授業研究」を重視し、自分たちの授業を内省

して研修を深めることを通じて専門性を向上していくことも柱にしていくべきではな

いか。 

○ 生徒指導の位置付けを捉え直し、部活動頼りではなく、学級活動などの特別活動や、

日頃の教育活動における生徒指導の機能が十分に発揮できるようにするべきではない

か。 

○ 学校で身に付けた資質・能力がしっかりと評価され、高等学校入学者選抜等にもつ

ながっていくことが重要ではないか。 

○ 各学校が育成する資質･能力を明確化することと合わせて、小学校に比べて低調な

「総合的な学習の時間」の充実が求められるのではないか。 

 

２．中学校が直面する諸課題に対応した教育を実現していくために必要な方策とは。 

○ 生徒の発達上の課題への対応（自己肯定感の低さ、心と体の成長のアンバランス等）

に関して、どのような対応が求められるか。 

○ 子供たちの学力差や学習意欲の低下にどのように対応していくべきか。 

○ 特別支援教育のニーズにどのように対応していくべきか。 
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○ ワークライフバランスなど、自身のキャリアやライフプランに関することをしっか

りと扱っていくべきではないか。 

○ 「特別の教科 道徳」の新設を踏まえた道徳教育の充実について、具体的にどのよ

うな対応が求められるか。 

○ 小学校における教科化も踏まえ、外国語教育の充実についてどのような対応が求め

られるか。 

 

３．教育課程内外で、地域や家庭と連携･協働しながら、子供たちに多様な学習機会を実現

していくために必要な方策とは。 

○ 「社会に開かれた教育課程」の観点から、地域や家庭と連携･協働しながら教育課程

を実施していくためには、どのようなことが重要か。 

○ 教育課程外の活動については、部活動、総合型地域スポーツクラブ、文化芸術体験、

科学に親しむ体験、インターンシップ・就業体験、保育・介護体験、ボランティア活動、

社会教育団体での活動、個に応じた学習といった多様な選択肢の中で、子供たちの興味

やキャリア形成の方向性に応じた学習の機会が提供されるよう、地域や家庭と連携･協

働していくべきではないか。 

○ 部活動については、生徒の自主的・自発的な参加により行われる活動であることを

踏まえつつ、競技に偏った指導ではなく、生涯を通して継続できるようなねらいを持つ

ことを重視すべきではないか。また、複数種目、シーズン制及び生徒のニーズに応じた

活動など、多様な視点で考えていくべきではないか。 

○ 家庭の教育力向上に、中学校がどのような役割を果たせるか。 
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各
教

科
等

ご
と

に
，

目
標

，
内

容
，

内
容

の
取

扱
い

を
規

定

第
１章

総
則

第
２
章

各
教

科

第
３
章

特
別
の
教
科

道
徳

第
４
章
総
合
的
な
学
習
の
時
間

第
５
章

特
別

活
動

第
１

節
国

語
第

２
節

社
会

第
３

節
数

学
第

４
節

理
科

第
５

節
音

楽

第
６

節
美

術
第

７
節

保
健

体
育

第
８

節
技

術
・
家

庭
第

９
節

外
国

語

教
育

課
程

の
編

成
、

実
施

に
つ

い
て

各
教

科
等

に
わ

た
る

通
則

的
事

項
を

規
定

第
１

教
育

課
程

編
成

の
一

般
方

針
・
教
育
基
本
法
、
学
校
教
育
法
等
に
示
さ
れ
た
教
育
の
目
的
、
目
標

学
力
の
３
要
素
、
言
語
活
動
の
充
実
、
生
徒
の
学
習
習
慣
の
確
立

・
道
徳
教
育

・
体
育
・
健
康
に
関
す
る
指
導

第
２

内
容

の
取

扱
い

に
関

す
る

共
通

的
事

項
・
発
展
的
内
容
の
指
導
と
留
意
点

・
指
導
の
順
序
の
工
夫

・
学
年
の
目
標
及
び
内
容
の
示
し
方
・
複
式
学
級
・
選
択
教
科
の
開
設

第
３

授
業

時
数

の
取

扱
い

・
年
間
の
授
業
日
数
（
週
数
）
・
生
徒
会
活
動
、
学
校
行
事

・
１
単
位
時
間
の
適
切
な
設
定
、
短
時
間
学
習
の
留
意
点

・
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
弾
力
的
な
時
間
割

・
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
よ
る
特
別
活
動
(
学
校
行
事
)
へ
の
振
り
替
え

第
４

指
導

計
画

の
作

成
等

に
当

た
っ

て
配

慮
す

べ
き

事
項

１
学
校
の
創
意
工
夫
を
生
か
し
、
調
和
の
取
れ
た
具
体
的
な
指
導
計
画

・
各
教
科
、
各
学
年
間
の
相
互
の
連
携
、
系
統
的
・
発
展
的
指
導

・
２
学
年
を
見
通
し
た
指
導

・
ま
と
め
方
や
重
点
の
置
き
方
に
工
夫
し
た
効
果
的
な
指
導

２
そ
の
他
の
配
慮

・
言
語
活
動
の
充
実

・
体
験
的
な
学
習
、
問
題
解
決
的
な
学
習
、
自
主
的
・
自
発
的
な
学
習

・
生
徒
指
導
の
充
実
・
進
路
指
導
の
充
実
・
ガ
イ
ダ
ン
ス
機
能
の
充
実

・
生
徒
が
見
通
し
を
立
て
た
り
振
り
返
っ
た
り
す
る
活
動

・
個
に
応
じ
た
指
導
の
充
実

・
障
害
の
あ
る
生
徒
の
指
導

・
海
外
か
ら
帰
国
し
た
生
徒
等
へ
の
適
切
な
指
導

・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
の
情
報
手
段
の
活
用
、
視
聴
覚
教
材
等
の
活
用

・
学
校
図
書
館
の
計
画
的
な
利
用
、
読
書
活
動
の
充
実

・
評
価
に
よ
る
指
導
の
改
善
、
学
習
意
欲
の
向
上

・
部
活
動
の
意
義
や
留
意
点

・
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
、
学
校
間
の
連
携
や
交
流
、
障
害
の
あ
る
幼
児

児
童
生
徒
と
の
交
流
及
び
共
同
学
習
、
高
齢
者
な
ど
と
の
交
流
の
機
会

青
字

は
、

小
学

校
学

習
指

導
要

領
に

は
示

さ
れ

て
い

な
い

観
点

論
点

整
理

を
踏

ま
え

て
追

加
又

は
整

理
す

べ
き

視
点

（
例

）

中
学

校
の

教
育

課
程

全
体

を
通

じ
て

育
成

す
る

資
質

・
能

力 横
断

的
に

育
成

す
べ

き
資

質
・
能

力
と

教
科

等
間

の
関

係

教
育

課
程

編
成

の
在

り
方

（
ｶ
ﾘ
ｷ

ｭ
ﾗ
ﾑ

･ﾏ
ﾈ

ｼ
ﾞﾒ

ﾝ
ﾄ）

の
視

点 学
習

・
指

導
方

法
の

改
善

（
ｱ

ｸ
ﾃ

ｨﾌ
ﾞ･

ﾗ
ｰ

ﾆ
ﾝ
ｸ
ﾞ）

の
視

点

知
・
徳

・
体

の
総

合
的

な
育

成
の

視
点

学
校

生
活

の
核

と
な

る
教

育
課

程
の

意
義

教
科

等
各

教
科

等
の

本
質

的
意

義
と

教
育

課
程

の
総

体
的

構
造

教
育

課
程

全
体

に
お

い
て

重
視

す
べ

き
学

習
活

動
等

（
習

得
・
活

用
・
探

究
、

言
語

活
動

、
体

験
活

動
、

問
題

解
決

的
な

学
習

、
自

主
的

・
自

発
的

な
学

習
、

見
通

し
・
振

り
返

り
、

繰
り

返
し

指
導

、
情

報
機

器
や

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

等
の

活
用

、
社

会
教

育
施

設
等

の
活

用
、

学
校

図
書

館
を

活
用

し
た

読
書

活
動

、
美

術
館

や
音

楽
会

等
を

活
用

し
た

芸
術

鑑
賞

活
動

等
）

学
校

段
階

間
の

接
続

18
歳

の
段

階
や

義
務

教
育

段
階

で
身

に
つ

け
て

お
く

べ
き

力
の

共
有

キ
ャ

リ
ア

教
育

の
視

点

多
様

な
個

に
応

じ
た

指
導

の
在

り
方

（
優

れ
た

才
能

や
個

性
を

有
す

る
児

童
生

徒
へ

の
指

導
や

支
援

、
海

外
か

ら
帰

国
し

た
子

供
や

外
国

人
児

童
生

徒
へ

の
日

本
語

指
導

・
適

応
指

導
等

、
学

び
直

し
、

習
熟

度
別

指
導

等
）

生
徒

指
導

、
進

路
指

導

ｲ
ﾝ
ｸ
ﾙ

ｰ
ｼ
ﾌ
ﾞ教

育
ｼ
ｽ

ﾃ
ﾑ

の
理

念
を

踏
ま

え
た

連
続

性
の

あ
る

「
多

様
な

学
び

の
場

」に
お

け
る

十
分

な
学

び
の

確
保 部

活
動

の
位

置
づ

け

中
学

校
学

習
指

導
要

領
の

構
成

「
社

会
に

開
か

れ
た

教
育

課
程

」
の

理
念

の
実

現
に

向
け

て
、

中
学

校
学

習
指

導
要

領
全

体
及

び
総

則
は

ど
の

よ
う

な
構

造
や

表
現

と
す

る
こ

と
が

ふ
さ

わ
し

い
か

※
 

平
成

３
１

年
度

よ
り中
学
校
・
総
則
の
改
善
の
イ
メ
ー
ジ
（
た
た
き
台
案
）

平
成

2
8

年
５

月
２

３
日

教
育

課
程

部
会

総
則

・
評

価
特

別
部

会
資

料
３

－
３
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前
文 ⇒
「
社

会
に

開
か

れ
た

教
育

課
程

」の
考

え
方

に
基

づ
き

、
教

育
課

程
の

意
義

に
つ

い
て

示
す

総
則

第
１

中
学

校
教

育
の

基
本

１
教

育
基

本
法

、
学

校
教

育
法

等
の

法
令

に
示

さ
れ

た
教

育
の

目
的

、
目

標

２
「
生

き
る

力
」
の

理
念

に
基

づ
く
知

・
徳

・
体

の
総

合
的

な
育

成
・
「
確

か
な

学
力

」
学

力
３

要
素

、
児

童
の

学
習

習
慣

・
「
豊

か
な

心
」

道
徳

科
を

要
と

し
た

道
徳

教
育

、
豊

か
な

情
操

の
育

成
・
「
健

や
か

な
体

」
体

育
・
健

康
に

関
す

る
指

導

３
中

学
校

教
育

を
通

じ
て

育
成

す
べ

き
資

質
・能

力
・
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力

・
各
教
科
等
の
目
標
と
の
関
係

・
各
教
科
等
の
目
標
の
実
現
の
た
め
に
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
た
学
習
活
動
を
実
現
す
る

こ
と

４
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
現

・
学
校
教
育
目
標
と
、
そ
れ
に
基
づ
き
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
を
設
定
し
、
そ
れ
ら
を
踏

ま
え
て
、
教
科
横
断
的
な
視
点
で
教
育
課
程
を
編
成

・
教
科
を
越
え
た
学
校
内
の
連
携
や
地
域
等
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
教
育
課
程
の
内
容

と
人
的
・
物
的
資
源
等
を
効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
て
実
施

・
実
施
状
況
に
関
す
る
各
種
調
査
や
デ
ー
タ
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
教
育
課
程
を
評
価
し
改
善

第
２

教
育

課
程

の
編

成

１
．

教
育

課
程

の
編

成
に

お
け

る
共

通
的

事
項

（
授

業
時

数
、

内
容

の
取

り
扱

い
）

・
年
間
の
授
業
日
数
（
週
数
）

・
生
徒
会
活
動
、
学
校
行
事

・
１
単
位
時
間
の
適
切
な
設
定
、
短
時
間
学
習
の
留
意
点

・
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
弾
力
的
な
時
間
割

・
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
よ
る
特
別
活
動
（
学
校
行
事
）
へ
の
振
り
替
え

・
指
導
の
順
序
の
工
夫

・
学
年
の
目
標
及
び
内
容
の
示
し
方
の
趣
旨

・
複
式
学
級
・
選
択
教
科
の
開
設
・
道
徳
教
育
の
内
容

２
．

学
校

段
階

間
の

接
続

・
小

学
校

と
中

学
校

の
接

続
と

義
務

教
育

学
校

・
中

学
校

、
高

等
学

校
の

接
続

と
中

等
教

育
学

校

３
．

横
断

的
に

育
成

す
べ

き
資

質
・
能

力
と

教
科

等
間

の
関

係

４
．

学
校

の
創

意
工

夫
を

生
か

し
、

調
和

の
取

れ
た

具
体

的
な

指
導

計
画

・
各
教
科
、
各
学
年
間
の
相
互
の
連
携
、
系
統
的
・
発
展
的
指
導

・
ま
と
め
方
や
重
点
の
置
き
方
に
工
夫
し
た
効
果
的
な
指
導

第
３

教
育

課
程

の
実

施
と

学
習

の
評

価

１
各
教
科
等
の
指
導
計
画
の
作
成
と
教
育
課
程
の
実
施
上
の
留
意
事
項

（
１
）
各
教
科
等
の
指
導
計
画
の
作
成

・
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
た
学
習
指
導
の
充
実

・
言
語
活
動
の
充
実

・
体
験
的
な
学
習
、
問
題
解
決
的
な
学
習
、
自
主
的
・自
発
的
な
学
習

・
生
徒
が
見
通
し
を
立
て
た
り
振
り
返
っ
た
り
す
る
活
動

・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
の
情
報
手
段
の
活
用
、
視
聴
覚
教
材
等
の
活
用
（※
第
２
の
３
と
の
関
係
整
理
）

（
２
）
教
育
課
程
の
実
施
上
の
留
意
事
項

・
個
に
応
じ
た
指
導
の
充
実

・
発
展
的
な
内
容
の
指
導
と
留
意
点

・
学
校
図
書
館
の
計
画
的
な
利
用
、
読
書
活
動
の
充
実

２
学

習
評

価
を

通
じ

た
学

習
指

導
の

改
善

・
各
教
科
等
の
目
標
に
応
じ
て
評
価
を
行
う

・
各
学
校
に
お
い
て
目
標
を
定
め
、
観
点
別
に
評
価
を
行
う

（
※
各
教
科
等
の
観
点
は
示
さ
な
い
）

・
評
価
に
よ
る
指
導
の
改
善
、
学
習
意
欲
の
向
上

第
４
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
生
徒
へ
の
指
導

１
障

害
の

あ
る

生
徒

へ
の

指
導

２
海

外
か

ら
帰

国
し

た
生

徒
等

の
学

校
生

活
へ

の
適

応
や

日
本

語
指

導

第
５
学
習
活
動
の
充
実
の
た
め
の
基
盤

１
学

校
に

お
け

る
学

習
活

動
の

基
盤

・
学
級
経
営
の
充
実
と
生
徒
指
導
の
充
実

・
進
路
指
導
（
キ
ャ
リ
ア
教
育
）
の
充
実

・
ガ
イ
ダ
ン
ス
機
能
の
充
実

・
学
校
間
の
連
携
、
交
流

・
部
活
動
の
意
義
や
留
意
点
（
教
育
課
程
と
の
関
連
、
地
域
連
携
）

２
家

庭
・
地

域
と

の
連

携
・
家
庭
や
地
域
と
の
連
携

・
障
害
の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒
と
の
交
流
及
び
共
同
学
習

・
高
齢
者
な
ど
と
の
交
流
の
機
会

第
６
道
徳
教
育
推
進
上
の
配
慮
事
項

１
全
体
計
画
の
作
成
、
道
徳
教
育
推
進
教
師

２
指
導
の
重
点

３
豊
か
な
体
験
の
充
実
、

４
家
庭
、
地
域
と
の
連
携

別
表

各
教

科
等

の
見

方
・
考

え
方

⇒
各

教
科

等
の

学
習

に
お

い
て

働
か

せ
、

育
成

す
る

見
方

・考
え

方
の

一
覧

を
示

す

何
が

で
き

る
よ

う
に

な
る

か

何
を

学
ぶ

か

ど
の

よ
う

に
学

ぶ
か

何
が

身
に

付
い

た
か

個
々

の
生

徒
の

発
達

を
ど

の
よ

う
に

支
援

す
る

か

実
施

す
る

た
め

に
何

が
必

要
か

関
係

を
整

理
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高等学校部会における検討事項（案） 
 

 

 「論点整理」を踏まえ、一人一人の生徒が、義務教育を基盤として、①十分な知識・技

能と、②それらを基盤にして答えのない問題に自ら答えを見いだしていく思考力・判断力・

表現力等と、③これらの基になる主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度とを身に

付けていくことができるよう、教育課程の在り方等について、「共通性の確保」と「多様化

への対応」の観点を軸として検討する。 

 

 

１．高等学校教育を通じて育成すべき資質・能力について 
（１）高等学校教育を通じて育成すべき資質・能力について 

 

 

（２）教科・科目等の構成及び単位数について 

 

 

 

２．カリキュラム・マネジメントについて 
 

 

 

３．アクティブ・ラーニングの視点をいかした学習・指導の改善について 
 

 

 

４．学習評価の在り方について 
 

 

 

 

  

平 成 ２ ８ 年 ５ 月 ９ 日 
教 育 課 程 部 会 
高 等 学 校 部 会 

資料１ 
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１．高等学校教育を通じて育成すべき資質・能力について 
（１）高等学校教育を通じて育成すべき資質・能力について 
＜現状＞ 

現行学習指導要領の策定にあたっては、学校教育法に定められた高等学校の目的・目標

規定を踏まえ、「各教科・科目において、基礎的・基本的な知識・技能の習得とともに、知

識・技能を活用する学習を重視すること」、「各教科・科目において、義務教育と高等学校

との間の系統性を重視した円滑な接続を図ること」、「豊かな心や健やかな体の育成のため、

道徳教育の充実や健やかな心身の育成についての指導の充実を図ること」が重視された。 

その中で、学習指導要領に定める高等学校の必履修教科・科目は「高等学校とは何か」

ということを学習内容の面から国が示したものと整理された。この考え方は、中央教育審

議会初等中等教育分科会高等学校部会の「審議まとめ」（平成２６年６月）においても、高

等学校において全ての生徒が身に付けるべき「コア」の内容を、教科・科目等の形で示し

ているものとして捉えられている。 

 選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられ、生徒にとって政治や社会がより一層身近なも

のとなっていることを踏まえ、高等学校を卒業する段階で身に付けておくべき力は何かを

明確に示すことが求められている。また、初等中等教育最後の教育機関として、一人一人

の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育み、キャリア発達を促す

「キャリア教育」の視点も重要である。 

 さらに、平成２６年１２月には中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい高大接続

の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について」が示さ

れ、高等学校教育、大学教育を通じて育むべき資質・能力の明確化が図られている。 

これらを踏まえて、高等学校の教育課程全体において、育成すべき資質・能力を「共通

性の確保」と「多様化への対応」の視点で検討する必要がある。 

なお、学校として、育成すべき資質・能力を明確化している例として、福島県立ふたば

未来学園高校では、学校全体で議論を重ね、育成すべき資質・能力を「人材育成要件・ル

ーブリック」として、いわゆるルーブリック形式で示している。 

 

 

＜検討事項＞ 

共通性の確保：高等学校教育を通じて、共通に育成すべき資質・能力の視点 

 

・各教科等において育成すべき資質・能力の検討状況を踏まえて、高等学校教育を通じ

て共通に育成すべき資質・能力を明確化することについて →資料３参照 

 

○学校教育法 

第五十条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普

通教育及び専門教育を施すことを目的とする。  

第五十一条 高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成
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するよう行われるものとする。  

一 義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健

やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。  

二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定さ

せ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。  

三 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発

展に寄与する態度を養うこと。 

 

 

多様化への対応：一人一人の生徒の幅広い学習ニーズに応じた多様な可能性を伸ばす

高等学校教育の視点 

 

・各学校・学科において、育てようとする人材像に応じて、育成すべき資質・能力を明

確化し示すことについて 

・高等教育機関への入学時点で求められる資質・能力との関係について 

・職業人として求められる資質・能力との関係について 

 

○中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、

大学入学者選抜の一体的改革について」（平成２６年１２月） 

１．我が国の未来を見据えた高大接続改革 

(2) 高等学校教育、大学教育を通じて育むべき「生きる力」「確かな学力」の明確化 

 （略）高等学校教育、大学教育を通じて育むべき「生きる力」を、それを構成する「豊かな人間性」

「健康･体力」「確かな学力」それぞれについて捉え直すと、以下のように考えることができる。 

① 豊かな人間性 

高等学校教育を通じて、国家及び社会の責任ある形成者として必要な教養と行動規範を身に付け

ること。大学においては、それを更に発展・向上させるとともに、国、地域社会、国際社会等にお

いてそれぞれの立場で主体的に活動する力を鍛錬すること。 

② 健康･体力 

高等学校教育を通じて、社会で自立して活動するために必要な健康･体力を養うとともに、自己管

理等の方法を身に付けること。大学においては、それを更に発展・向上させるとともに、社会的役

割を果たすために必要な肉体的、精神的能力を鍛錬すること。 

③ 確かな学力 

学力の三要素を、社会で自立して活動していくために必要な力という観点から捉え直し、高等学

校教育を通じて(ⅰ)これからの時代に社会で生きていくために必要な、「主体性を持って多様な人々

と協働して学ぶ態度（主体性･多様性･協働性）」を養うこと、(ⅱ)その基盤となる「知識･技能を活

用して、自ら課題を発見しその解決に向けて探究し、成果等を表現するために必要な思考力･判断力･

表現力等の能力」を育むこと、(ⅲ)さらにその基礎となる「知識･技能」を習得させること。大学に

おいては、それを更に発展･向上させるとともに、これらを総合した学力を鍛錬すること。 
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（２）教科・科目の構成及び単位数について 
＜現状＞ 

現行の学習指導要領等においては、各学校における教育課程の状況等を踏まえ、卒業

に必要な単位は７４単位としつつ、「高度な普通教育」及び「専門教育」を施す高等学

校においては、普通教育として、すべての生徒に対し、日常生活を営む上で共通に必要

とされる知識・技能を習得させ、それを活用する能力を伸ばし、調和のとれた人間の育

成を目指すとの観点から、必履修教科・科目を設定しており、全学科共通で必履修及び

選択必履修の教科・科目等の単位数は最低で３８単位となっている（減単位をしない場

合）。 

また、農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉の専門学科においては、我

が国の産業経済の発展を担う人材を育成するため、一定の専門性を確保する観点から、

専門教科・科目を２５単位以上履修させることとしている。 

総合学科は、幅広い選択科目の中から生徒が自ら科目を選択し学ぶことを特色として

おり、将来の職業選択など自己の進路への自覚を深める学習が重視されており、「産業

社会と人間」を履修することとしている。 

また、多様化が進む生徒の興味・関心、能力・適性、進路等に対応するため、自校以

外での学習成果を単位認定する制度が段階的に整備されるとともに、各学校においては、

地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じて、特色ある教育課程の編成ができる

ようにされており（学校設定教科・科目）、これらがより効果的に実施される方策につ

いても検討が求められる。 

 

＜検討事項＞ 

共通性の確保：共通に育成すべき資質・能力を踏まえた教科・科目及び単位数の在り

方についての視点 

 

・新たな必履修科目の構成とその単位数について 

 

多様化への対応：多様なニーズに応える学習を展開するために、共通に育成すべき資

質・能力とのバランスを踏まえた教科・科目及び単位数、履修の在り

方についての視点 

 

・国語科、地理歴史科、公民科、情報科など、必履修科目の構成や単位数を変更する教

科における選択科目の構成及び単位数について 

・理数探究（仮称）と総合的な学習の時間や課題研究の関係について→資料５参照 

・専門教科・科目による必履修教科・科目の代替について 

・学校設定教科・科目の在り方について（「産業社会と人間」を含む） 
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・学校外における学修等に関する単位認定について（大学等における学修、ボランティ

ア活動等） 

 

○学校教育法施行規則 

第九十八条 校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次

に掲げる学修を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与

えることができる。  

一  大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育

施設等における学修で文部科学大臣が別に定めるもの  

二 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものに係る学修  

三 ボランティア活動その他の継続的に行われる活動（当該生徒の在学する高等学校の教育活動

として行われるものを除く。）に係る学修で文部科学大臣が別に定めるもの 
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２．カリキュラム・マネジメントについて 
 

＜現状＞ 

各学校には、学習指導要領等を受け止めつつ、子供たち姿や地域の実情等を踏まえて、

各学校が設定する教育目標を実現するために、学習指導要領等に基づきどのような教育課

程を編成し、どのようにそれを実施・評価し改善していくのかという「カリキュラム・マ

ネジメント」の確立が求められる。 

「カリキュラム・マネジメント」については、以下の３側面から捉えられる。 

①各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校の教育目標を踏まえた教科横断的な視

点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。 

②教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種デー

タ等に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のＰＤＣＡサイ

クルを確立すること。 

③教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて活

用しながら効果的に組み合わせること。 

高大接続システム改革会議「最終報告」（平成２８年３月）では、高等学校教育全体の

質の確保・向上を図る観点から、新たに導入する「高等学校基礎学力テスト（仮称）」の

活用も含め、各学校が教育目標を実現するために教育課程を編成、実施、評価、改善して

いく「カリキュラム・マネジメント」を確立し、学校における「ＰＤＣＡサイクル」を構

築することの必要性を指摘している。 

 

現行の学習指導要領では、学校や生徒の実態等に応じて義務教育段階の学習内容の確実

な定着を図るための指導を行うことを指導計画の作成に当たって配慮すべき事項として新

たに示された。具体的な工夫としては、ア．各教科・科目の学習の中で、学び直しの機会

を設ける、イ．必履修教科・科目についていわゆる増単位を行い対応する、ウ．学校設定

教科・科目として学び直しを行う、の３つの方法が示されている。 

 

また、総合的な学習の時間については、カリキュラム・マネジメントの中核としての位

置づけ、また、特に高等学校においては「学ぶことの意義や価値の理解」を重視する方向

で検討されている。 

 

＜検討事項＞ 

共通性の確保：共通に育成すべき資質・能力を踏まえ、各学校・学科において求めら

れる基本的なカリキュラム・マネジメントのための視点 

 

・各学校・学科において、育てようとする人材像に応じて、育成すべき資質・能力を明

確化し示すことについて（各学校において定める総合的な学習の時間の目標との関係

を含む）→資料６参照 

・学び直しをより充実させるための学習指導要領の示し方について→資料７参照 
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多様化への対応：多様なニーズに応える学習を展開するために、学校・学科として育成

しようとする資質・能力の実現に向けて、効果的に教育活動を行うため

に必要なカリキュラム・マネジメントの視点 

 

・大学における学修成果など学校外の学修を在籍校の単位として、より積極的に認めて

いくことについて 
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３．アクティブ・ラーニングの視点をいかした学習・指導の改善について 
 

＜現状＞ 

 「論点整理」においては、「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、子供たちに育成す

べき資質・能力を総合的に育むためには、学びの量とともに、質や深まりが重要であると

され、各教科等における習得・活用・探究の学習過程全体を見渡しながら、「深い学び」「対

話的な学び」「主体的な学び」の三つの視点に立って学び全体を改善していくことが提言さ

れた。 

 （参考）アクティブ・ラーニングの視点 

ⅰ）習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの

過程が実現できているかどうか。 

ⅱ）他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの過

程が実現できているかどうか。 

ⅲ）子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる、

主体的な学びの過程が実現できているかどうか。 

 

 このうち、「深い学び」の視点に基づく改善については、具体的なイメージがつかみにく

いことなどから、十分ではないのではないかとの指摘がなされている。このため、総則・

評価特別会において、各教科等別ワーキンググループの検討状況を踏まえつつ、特に「学

び」の視点から検討が行われた。 

 資質・能力の育成や学習の深まりの鍵となるものとして、各教科等の特質に応じ育まれ

る「見方や考え方」が重要との指摘がされた。「見方や考え方」とは、様々な事象等を捉え

る各教科等ならではの視点や、各教科等ならではの思考の枠組みであり、こうした「見方

や考え方」と育成すべき資質・能力の関係について、次のように整理されている。 

 

・「見方や考え方」は、知識・技能を構造化して身に付けていくために不可欠である。「見方や考え

方」を働かせながら、知識・技能を習得したり、知識・技能を活用して探究したりすることによ

り、知識を他と関連づけて定着させたり、構造化された新たな知識として習得したり、技能を習

熟・熟達させたりすることができる。 

・「見方や考え方」が成長することにより、思考力・判断力・表現力が豊かなものとなり、より広

い領域や複雑な事象をもとに思考・判断・表現できる力として育成されていく。 

・学びに向かう力や人間性の育成には、どのような「見方や考え方」を通じて社会や世界にどのよ

うに関わるかという点が大きく作用している。 

 

 さらに、各教科等の特質に応じ育まれる「見方や考え方」は、相互に影響し合いながら

成長していくものと考えられ、特に、総合的な学習の時間や特別活動といった、教科以外

のいわゆる領域は、教科横断的な学びや実践的な集団活動等を通じて、各教科において育

まれた「見方や考え方」を総合・統合させながら、各領域の特質に応じた「見方や考え方」

を育んでいくものと整理されている。 
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 また、「論点整理」及び総則・評価特別部会における検討を通じて、アクティブ・ラーニ

ングの視点に関係して、「この型を取り入れなければアクティブ・ラーニングではない」「こ

の方法を実施しておけば見直しの必要はない」というような、「型」に着目した理解がなさ

れることについての懸念が繰り返し指摘されている。 

 

＜検討事項＞ 

アクティブ・ラーニングの視点に基づく学習・指導の改善は、「共通性の確保」「多

様化への対応」の両方の視点から共通に重視されるべきことと考えられる。 

それを踏まえて、高等学校教育におけるアクティブ・ラーニングの視点を踏まえた

学習・指導の改善を推進していく上で必要な視点について。 

 

・生徒が多様な進路に選択することを踏まえて、キャリア教育の観点を踏まえた学習・

指導の改善の推進について →資料８参照 

・歴史系科目や生物など、高等学校教育における教材で扱われる用語が膨大になってい

ることが学習上の課題となっている科目については、各教科の見方や考え方につなが

る重要な概念を中心に、用語の重点化や構造化を図ることについて 

・各学校におけるアクティブ・ラーニングの視点をいかした指導の改善を促進するため

に、指導体制の充実、ＩＣＴを含めたインフラ環境の整備等について 
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【参考１】初等中等教育分科会高等学校教育部会 審議まとめ ～高校教育の質の確保・向上に向けて

～（平成２６年６月）＜抄＞ 

第２章 高校教育の質の確保・向上に関する課題・基本的考え方 

１．「共通性の確保」と「多様化への対応」 

○ これまで触れてきたとおり、高等学校や生徒の多様化が進む一方で、高校教育に共通に求められ

るものは何かといった視点が弱くなっており、社会・産業界から社会の一員として最低限必要な資

質・能力を身に付けるべきといった指摘や、大学から高等学校段階での学力を確実に身に付けるべ

きといった声がある。 

○ 本部会においては、これらの指摘も踏まえ、高校教育の共通性を確保するため、全ての生徒が共

通に身に付ける資質・能力について、「コア」と位置付けた上で、その範囲・要素と評価の在り方

について整理した。 

また、同時に、高等学校や生徒が多様化している中で、様々な幅広い学習ニーズにきめ細やかに

対応することも求められるところであり、両者のバランスに配慮しながら高校教育の質の確保・向

上を図ることが必要である。現在抱えている課題等も踏まえつつ、その基本的な考え方を以下に示

すこととする。 

 

２．全ての生徒が共通に身に付けるべき資質・能力の育成＜共通性の確保＞ 

（１）高校教育として求められる質の確保に係る課題 

○ 高校教育の多様化は、結果として、生徒が高等学校の学習で何をどの程度習得したのかを見えに

くくもしている。また、学校によっては、ともすれば履修させることに重点が置かれ、単位認定さ

れていても期待される資質・能力を十分身に付けていない場合があることも指摘されており、高校

生としての最低限の資質・能力を身に付けないまま卒業しているケースも見られる。こうしたこと

が、高校教育に対する信頼性のゆらぎにもつながっており、教育活動のプロセスに関し透明性の向

上や説明責任を求める声とともに、高校教育の質の確保に対する要請が高まる要因となっている。 

○ 質の確保の成否は、何より、生徒の教育に直接携わる教員や学校の取組の内容に負うところが大

きく、各学校・教員による積極的な取組が求められるが、同時に、国においても、学校・教員の取

組への支援とともに、公的システムによる質の担保を図っていく責任がある。 

○ 高校教育の多様化への対応が重要であればこそ、その中で生じてくる質の確保の問題には、一層

積極的に対応していくことが求められる。このことを踏まえつつ、「高等学校とは何か」について

新たに共通認識を図り、高校教育全体の質の確保を目指していく必要がある。 

 

（２）全ての生徒が共通に身に付けるべき資質・能力「コア」 

①「コア」の範囲 

○ 学校教育法は、高等学校の目的を「中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応

じて、高度な普通教育及び専門教育を施すこと」と規定するとともに、高等学校の目標として、「義

務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな

身体を養い、国家及び社会の形成者としての必要な資質を養う」こと等を規定している。 

また、小・中・高等学校を通じ、その教育の実施上、特に配意すべき事項として、生涯にわたり

学習する基盤が培われるよう、学力の重要な三要素としての「基礎的な知識及び技能を習得させる」
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こと、「これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をは

ぐくむ」こと、「主体的に学習に取り組む態度を養う」ことを求めている。 

○ 学校教育法が規定したこれらの力は、いずれも学習指導要領が重視する「生きる力」を支える資

質・能力であり、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和を図るとともに、学力の重要な

三要素を位置付けた同法の教育理念は、「生きる力」の育成の理念と重なるものである。 

○ 「生きる力」の育成は、全ての高等学校にとっての共通の目標であり、以上を踏まえれば、「コ

ア」の範囲については、「確かな学力」、「豊かな心」及び「健やかな体」（知・徳・体）のいずれの

領域にも及ぶものと捉えることができる。 

 

②「コア」を構成する資質・能力 

○ 変化の激しい社会にあって、働く人々に求められる能力は高度化しており、身に付けた専門知識

や技能がすぐに陳腐化したり、新たな知識・技能の習得を次々に迫られたりするなど、求められる

対応のスピードも速くなっている。 

○ 一方、求められる知識・技能の変化が激しいからこそ、誰にとっても、生涯にわたって学び続け

ることの必要性がますます大きくなり、そのための基盤となる力を身に付けることが、改めて重要

となっている。さらに、どのような職業においても共通に求められる汎用的能力の基礎となる力や、

市民社会の形成者として求められる能力等は、近い将来職業人となり、また、全員が主権者となる

高校生が確実に身に付けることが必要である。 

○ 高等学校は、進学や就職といった生徒の進路にかかわらず、中学校卒業後のほぼ全ての者が、社

会で生きていくために必要となる力を共通して身に付けるとともに、自立に向けた準備期間を提供

することのできる最後の教育機関となる。 

○ 社会で自立し、社会に参画・貢献していく人材の育成を推進していく観点からは、「確かな学力」

を構成する「学力の三要素」とともに、特に、次の力を、「コア」を構成する資質・能力の重要な

柱として重視していくべきと考える。 

・社会・職業への円滑な移行に必要な力 

・市民性（市民社会に関する知識理解、社会の一員として参画し貢献する意識など） 

○ さらに、「コア」を構成する資質・能力としては、これらの柱を更に具体化したもの等として、

以下のような資質・能力を挙げることができる。 

・言語を活用して批判的に考える力、分かりやすく説明する力、議論する力 

・新たな価値観や考え方を創り出す力やものづくり力などを含めた「創造力」 

・多様な他者の考えや立場を理解する力や、相手の話を聴く力、コミュニケーション力などを含め

た「人間関係形成力」 

・自ら課題に挑戦していく力などを含めた「主体的行動力」 

・今後の自分自身の可能性を含めて自らを肯定的に理解するとともに、自らの思考や感情を律し、

今後の成長のために進んで学ぼうとする「自己理解・自己管理力」 

・生徒が将来の進路を決定するために必要な｢勤労観・職業観｣、労働者としての権利・義務の理解

など社会的・職業的自立の上での基礎的・基本的な知識・技能 

・社会の発展に寄与する意識・態度などの「公共心」 

・社会奉仕の精神、他者への思いやり 
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・健康の保持増進のための実践力 

等 

 

 

（３）全ての生徒が共通に身に付けるべき資質・能力の把握・評価 

○ （２）で示したように、高校教育における「コア」を知・徳・体の幅広い領域に及ぶものと捉え

た場合、「コア」として求められる資質・能力を生徒が身に付けたかどうかを、どのように把握し、

評価していくかが重要となる。 

○ 「コア」を構成する資質・能力の中には、例えば知識の量や実習で身に付ける基本的な職業技術

の状況等のように、筆記試験や技能試験等の手段により客観的な把握を比較的容易に行えるものと、

そうでないものとがある。評価の取組を進めるに当たっては、こうした様々な資質・能力について、

それぞれの性質に応じた適切な方法による把握を行い、評価の充実を図っていく必要がある。 
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【参考２】高大接続システム改革会議「最終報告」（平成２８年３月）＜抄＞ 

 

Ⅲ 高大接続システム改革の実現のための具体的方策 

１．高等学校教育改革 

（６）高等学校教育の質の向上に向けたカリキュラム・マネジメントの確立とＰＤＣＡサイクルの構築 

○ 高校生が身に付けるべき基礎学力の確実な育成を図るためには、高校生が自らの基礎学力を把握

し、学習の改善を図ることはもとより、高等学校教育全体の質の確保・向上を図ることが不可欠で

ある。この高等学校教育全体の質の確保・向上を図るための仕組みとして、新たに導入する「高等

学校基礎学力テスト（仮称）」の活用も含め、各学校が教育目標を実現するために教育課程を編成、

実施、評価、改善していく「カリキュラム・マネジメント」を確立し、学校における「ＰＤＣＡサ

イクル」を構築する。 

○ 具体的には、各学校において、以下のような取組を進める。 

Ｐ）・学校ごとの教育目標の設定、教育課程の編成、指導計画の作成・見直し 

Ｄ）・アクティブ・ラーニングの視点からの学習の充実を図るとともに義務教育段階を含めた学び

直し等を行う授業など多様な教育活動の展開 

Ｃ）・日々の学習成果の指導要録等への適切な反映など多面的な学習評価の充実 

Ａ）・学習評価の結果や把握した基礎学力の定着度に基づく改善点等の教育目標や教育課程、指導

計画、教材研究への反映 

○ また、上記の取組を支えるため、国や設置者等において以下の支援を行う。 

Ｐ ・「高大接続改革実行プラン」等の策定 

・設置者ごとの高等学校教育の充実に向けた計画の立案 

Ｄ）・学習指導要領の改訂 

・教員の養成・採用・研修の一体的な改革の推進 

・教員配置等を通じた指導体制の整備 

・設置者が設定した目標・計画に基づく様々な施策の展開 

Ｃ）・多面的な評価を行うための指導要録の改善 

・「高等学校基礎学力テスト（仮称）」の導入、校長会等が実施する農業、工業、商業等の検定

試験の活用促進、各種民間検定の普及推進など 

Ａ）・上記の結果に基づく高等学校への指導体制の充実や教育施策の検証・改善 

・設置者による計画等の改善や教員研修の充実 
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務
教
育
段
階
で
の
学
習
内
容
の
確
実
な
定
着

・
道
徳
教
育
の
全
体
計
画
の
作
成

４
職
業
教
育
に
関
し
て
配
慮
す
べ
き
事
項

・
普
通
科
に
お
け
る
配
慮
事
項
・
専
門
学
科
に
お
け
る
配
慮
事
項

・
進
路
指
導
等
の
充
実

５
教
育
課
程
の
実
施
等
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

・
言
語
活
動
の
充
実

・
個
々
の
生
徒
の
特
性
等
の
伸
張

・
生
徒
指
導
の
充
実

・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進

・
生
徒
が
見
通
し
を
立
て
た
り
振
り
返
っ
た
り
す
る
活
動

・
個
に
応
じ
た
指
導
の
充
実
・
学
習
の
遅
れ
が
ち
な
生
徒
な
ど
へ
の
配
慮

・
障
害
の
あ
る
生
徒
な
ど
へ
の
配
慮

・
海
外
か
ら
帰
国
し
た
生
徒
な
ど
へ
の
適
切
な
指
導
・
情
報
モ
ラ
ル
、
情
報
活
用
能
力

・
学
校
図
書
館
の
計
画
的
な
利
用
、
読
書
活
動
の
充
実
・
部
活
動
の
意
義
と
留
意
点

・
評
価
に
よ
る
指
導
の
改
善
、
学
習
意
欲
の
向
上

・
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
、
学
校
間
の
連
携
や
交
流
、
障
害
の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒
と
の
交

流
及
び
共
同
学
習
、
高
齢
者
な
ど
と
の
交
流
の
機
会

第
６
款

単
位
の
修
得
及
び
卒
業
の
認
定

・
単
位
の
修
得
の
認
定
・
卒
業
ま
で
に
修
得
さ
せ
る
単
位
数

・
各
学
年
の
課
程
の
修
了
の
認
定

第
７
款

通
信
制
の
課
程
に
お
け
る
教
育
課
程
の
特
例

高
等
学
校
の
教
育
課
程
全
体
を
通
じ
て
育
成
す

る
資
質
・
能
力

横
断
的
に
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
と
教
科
等
間

の
関
係

教
育
課
程
編
成
の
在
り
方
（
ｶ
ﾘ
ｷ
ｭ
ﾗ
ﾑ
･ﾏ
ﾈ
ｼ
ﾞﾒ
ﾝ

ﾄ）
の
視
点

学
習
・
指
導
方
法
の
改
善
（
ｱ
ｸ
ﾃ
ｨﾌ
ﾞ･
ﾗ
ｰ
ﾆ
ﾝ
ｸ
ﾞ）

の
視
点

知
・
徳
・
体
の
総
合
的
な
育
成
の
視
点

学
校
生
活
の
核
と
な
る
教
育
課
程
の
意
義

教
科
等
各
教
科
等
の
本
質
的
意
義
と
教
育
課
程

の
総
体
的
構
造

教
育
課
程
全
体
に
お
い
て
重
視
す
べ
き
学
習
活

動
等

（
習
得
・
活
用
・
探
究
、
言
語
活
動
、
体
験
活
動
、
問
題
解

決
的
な
学
習
、
自
主
的
・
自
発
的
な
学
習
、
見
通
し
・
振
り

返
り
、
繰
り
返
し
指
導
、
情
報
機
器
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の

活
用
、
社
会
教
育
施
設
等
の
活
用
、
学
校
図
書
館
を
活
用

し
た
読
書
活
動
、
美
術
館
や
音
楽
会
等
を
活
用
し
た
芸
術

鑑
賞
活
動
等
）

18
歳
の
段
階
や
義
務
教
育
段
階
で
身
に
つ
け
て

お
く
べ
き
力
の
共
有

キ
ャ
リ
ア
教
育
の
視
点
生
徒
指
導
、
進
路
指
導

ｲ
ﾝ
ｸ
ﾙ
ｰ
ｼ
ﾌ
ﾞ教
育
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
の
理
念
を
踏
ま
え
た
連

続
性
の
あ
る
「
多
様
な
学
び
の
場
」
に
お
け
る
十

分
な
学
び
の
確
保

部
活
動
の
位
置
づ
け

学
校
段
階
間
の
接
続

多
様
な
個
に
応
じ
た
指
導
の
在
り
方
（
優
れ
た
才
能

や
個
性
を
有
す
る
児
童
生
徒
へ
の
指
導
や
支
援
、
海
外

か
ら
帰
国
し
た
子
供
や
外
国
人
児
童
生
徒
へ
の
日
本
語

指
導
・
適
応
指
導
等
、
学
び
直
し
、
習
熟
度
別
指
導
等
）

青
字
は
、
高
等
学
校
に
固
有
の
観
点

「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
の
理
念
の
実
現
に
向
け
て
、
高
等
学
校
学
習
指
導

要
領
全
体
及
び
総
則
は
ど
の
よ
う
な
構
造
や
表
現
と
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
か

高
等
学
校
・
総
則
の
改
善
の
イ
メ
ー
ジ
（
た
た
き
台
案
）

論
点
整
理
を
踏
ま
え
て
追
加
又
は

整
理
す
べ
き
視
点
（
例
）

平
成

2
8
年
５
月
２
３
日

教
育

課
程

部
会

総
則
・
評
価
特
別
部
会

資
料
３
－
４
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前
文

⇒
「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」の
考
え
方
に
基
づ
き
、
教
育
課
程
の
意
義
に
つ
い
て
示
す

第
１
款
高
等
学
校
教
育
の
基
本

１
教
育
基
本
法
、
学
校
教
育
法
等
に
示
さ
れ
た
教
育
の
目
的
、
目
標

２
「
生
き
る
力
」
の
理
念
に
基
づ
く
知
・
徳
・
体
の
総
合
的
な
育
成

・
「
確
か
な
学
力
」

学
力
の
３
要
素
、
生
徒
の
学
習
習
慣
の
確
立

・
「
豊
か
な
心
」

道
徳
教
育
、
豊
か
な
情
操
の
育
成

・
「
健
や
か
な
体
」

体
育
・
健
康
に
関
す
る
指
導

・
就
労
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
わ
る
体
験
的
な
学
習
の
指
導

３
高
等
学
校
教
育
を
通
じ
て
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力

４
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
現

・
学
校
教
育
目
標
と
、
そ
れ
に
基
づ
き
育
成
す
べ
き
資
質
・能
力
を
設
定
し
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
教
科
横

断
的
な
視
点
で
教
育
課
程
を
編
成

・
教
科
を
越
え
た
学
校
内
の
連
携
や
地
域
等
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
教
育
課
程
の
内
容
と
人
的
・物
的

資
源
等
を
効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
て
実
施

・
実
施
状
況
に
関
す
る
各
種
調
査
や
デ
ー
タ
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
教
育
課
程
を
評
価
し
改
善

第
２
款

教
育
課
程
の
編
成

１
教
育
課
程
の
編
成
に
お
け
る
共
通
的
事
項

(
1)
各
教
科
・
科
目
及
び
単
位
数
等

・
卒
業
ま
で
に
履
修
さ
せ
る
単
位
数
等

・
各
教
科
、
科
目
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間
な
学
習
の
時
間
の
単
位
数
等

・
学
校
設
定
教
科
、
科
目

(
2)
各
教
科
・
科
目
の
履
修
等

・
各
学
科
に
共
通
す
る
必
履
修
教
科
・
科
目
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間

・
専
門
学
科
、
総
合
学
科
に
お
け
る
各
教
科
・
科
目
の
履
修
等

・
職
業
教
育
を
主
と
す
る
専
門
学
科
に
お
け
る
各
教
科
・
科
目
の
履
修
等

(
3)
各
教
科
・
科
目
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
特
別
活
動
の
授
業
時
数
等

(
4)
単
位
の
修
得
及
び
卒
業
の
認
定

・
単
位
の
修
得
の
認
定
・
卒
業
ま
で
に
修
得
さ
せ
る
単
位
数

・
各
学
年
の
課
程
の
修
了
の
認
定

(
5)
通
信
制
の
課
程
に
お
け
る
教
育
課
程
の
特
例

２
全
体
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

・
各
教
科
・
科
目
の
相
互
の
関
連
を
図
っ
た
発
展
的
、
系
統
的
な
指
導

・
各
事
項
の
ま
と
め
方
や
重
点
の
置
き
方
の
工
夫

・
職
業
教
育
に
関
し
て
配
慮
す
べ
き
事
項

・
道
徳
教
育
の
全
体
計
画
の
作
成

３
中
学
校
と
の
接
続

４
義
務
教
育
段
階
で
の
学
習
内
容
の
確
実
な
定
着

５
横
断
的
に
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
と
教
科
等
間
の
関
係

６
選
択
履
修
の
趣
旨
を
生
か
し
た
適
切
な
教
育
課
程
編
成

７
各
教
科
・
科
目
等
の
内
容
等
の
取
扱
い

第
３
款

教
育
課
程
の
実
施
と
学
習
の
評
価

１
各
教
科
等
の
指
導
計
画
の
作
成
と
教
育
課
程
の
実
施
上
の
留
意
事
項

（
１
）
各
教
科
等
の
指
導
計
画
の
作
成

・
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
た
学
習
指
導
の
充
実

・
言
語
活
動
の
充
実

・
個
々
の
生
徒
の
特
性
等
の
伸
張

・
生
徒
が
見
通
し
を
立
て
た
り
振
り
返
っ
た
り
す
る
活
動

・
情
報
モ
ラ
ル
、
情
報
活
用
能
力
（※
第
２
款
の
５
と
の
関
係
整
理
）

（
２
）
教
育
課
程
の
実
施
上
の
留
意
事
項

・
個
に
応
じ
た
指
導
の
充
実

・
発
展
的
な
内
容
の
指
導
と
留
意
点

・
学
習
の
遅
れ
が
ち
な
生
徒
な
ど
へ
の
配
慮

・
学
校
図
書
館
の
計
画
的
な
利
用
、
読
書
活
動
の
充
実

２
学
習
評
価
を
通
じ
た
学
習
指
導
の
改
善

・
各
教
科
等
の
目
標
に
応
じ
て
評
価
を
行
う

・
各
学
校
に
お
い
て
目
標
を
定
め
、
観
点
別
に
評
価
を
行
う

（
※
各
教
科
等
の
観
点
は
示
さ
な
い
）

・
評
価
に
よ
る
指
導
の
改
善
、
学
習
意
欲
の
向
上

第
４
款
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
生
徒
へ
の
指
導

１
障
害
の
あ
る
生
徒
な
ど
へ
の
配
慮

２
海
外
か
ら
帰
国
し
た
生
徒
等
の
学
校
生
活
へ
の
適
応
や
日
本
語
指
導

第
５
款
学
習
活
動
の
充
実
の
た
め
の
基
盤

１
学
校
に
お
け
る
学
習
活
動
の
基
盤

・
学
級
経
営
の
充
実
と
生
徒
指
導
の
充
実

・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
（
計
画
的
、
組
織
的
な
進
路
指
導
）

・
部
活
動
の
意
義
と
留
意
点

２
家
庭
・
地
域
と
の
連
携

・
家
庭
や
地
域
と
の
連
携

・
障
害
の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒
と
の
交
流
及
び
共
同
学
習

・
高
齢
者
な
ど
と
の
交
流
の
機
会

別
紙

各
教
科
等
の
見
方
・
考
え
方

⇒
各
教
科
等
の
学
習
に
お
い
て
働
か
せ
、
育
成
す
る
見
方
・
考
え
方
の
一
覧
を
示
す

何
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か

何
を
学
ぶ
か

ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か

何
が
身
に
付
い
た
か

個
々
の
生
徒
の
発
達
を

ど
の
よ
う
に
支
援
す
る
か

実
施
す
る
た
め
に
何
が
必
要
か

関
係
を
整
理
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特別支援教育部会における検討事項について（案） 

 

全ての学校や学級に、発達障害を含めた障害のある子供たちが在籍する可

能性があることを前提に、インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、子

供たちの自立と社会参画を一層推進するため、以下の事項を検討してはどう

か。 

 

１．特別支援教育における、 

① 社会に開かれた教育課程、育成すべき資質・能力、「アクティブ・ラーニ

ング」の視点に立った指導、カリキュラム・マネジメントの在り方。 

 

２．幼稚園、小学校、中学校、高等学校等において、 

① 各教科等の目標を実現する上で考えられる困難さに配慮するために必要

な支援の改善・充実。 

② 通級による指導や特別支援学級の意義、それらの教育課程の取扱いにつ

いての改善・充実。 

③ 合理的配慮の提供も含めた「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」

の位置付け並びに作成・活用の方策についての明確化。 

④ 特別支援教育コーディネーターを中心とした校内体制の確立等の観点等

の明確化。 

⑤ 共生社会の形成に向けた障害者理解の促進、交流及び共同学習の一層の

充実。 

 

３．特別支援学校において、 

① 幼児児童生徒の発達の段階に応じた自立活動の改善・充実。 

② これからの時代に求められる資質能力を踏まえた、障害のある幼児児童

生徒一人一人の進路に応じたキャリア教育の充実。 

③ 知的障害のある児童生徒のための各教科の改善・充実。 

 

４．幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等との間で、 

① 子供たち一人一人の学びの連続性を実現するための教育課程の円滑な接

続の実現                    

など 

平成 27 年 12 月 22 日 

総則・評価特別部会 
資料２－１        
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1 
 

特別支援教育部会における議論の取りまとめ（案） 

 

（はじめに） 

○ 特別支援教育における教育課程の改善・充実については、平成 26 年 11 月に中央教育

審議会に対して行われた諮問において、全ての学校における発達障害を含めた障害のあ

る子供たちに対する特別支援教育を着実に進めていくための見直しや、特別支援学校に

おける自立活動の充実や知的障害のある児童生徒のための各教科の改善などが求められ

たところである。 

○ 中央教育審議会に設置された教育課程企画特別部会においては、教科等の枠を超えた

視点から、教育課程の総体的な構造の在り方など、改訂の基本的な考え方について議論

が重ねられ、昨年８月に「論点整理」が取りまとめられた。 

○ この「論点整理」においては、特別支援教育について、全ての学校や学級に、発達障

害を含めた障害のある子供たちが在籍する可能性があることを前提として、幼稚園教育

要領、小・中・高等学校学習指導要領において特別支援教育に関する記述の更なる充実

や、障害の状態の多様化に対応した特別支援学校学習指導要領の改善・充実、さらに、

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等との間での教育課程の円滑な接続

などについての検討の必要性を示している。 

○ 特別支援教育部会においては、この「論点整理」を受けて、平成 27 年 11 月より、具

体的な改善・充実の方策について専門的な議論を開始した。 

○ 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校における特別支援教育の在り方、特別支援学校

の教育課程の改善・充実について検討を行うとともに、幼稚園、小学校、中学校及び高

等学校と特別支援学校との教育課程の連続性について検討を行った。 

○ 同年 12 月より、高等学校における特別支援教育の推進に係る調査研究協力者会議にお

いて、高等学校における通級による指導の在り方についての制度設計についての検討と

並行して、本部会として、高等学校における通級による指導に係る教育課程の論点につ

いて検討を行った。 

 

１．特別支援教育の意義 

○ 我が国が平成 26 年に批准した、障害者の権利に関する条約においては、人間の多様性

の尊重等を強化し、障害のある者が、その能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由

な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下で、障害のある者と障害のな

い者が共に学ぶ仕組みとしての「インクルーシブ教育システム」の理念の実現を目指し

ている。 

○ 特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を

支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持て

る力を高め、障害による学習上又は生活上の困難を改善又は克服するため、適切な指導

及び必要な支援を行うものである。 

○ 平成 28 年４月より、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下、「障害

者差別解消法」という。）が施行され、国・地方公共団体等や民間事業者が行う事業にお

平 成 ２ ８ 年 ５ 月 ３ ０ 日 
教 育 課 程 部 会 
特 別 支 援 教 育 部 会 
（第９回）      資料２ 
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いて、障害者に対する不当な差別的取扱いは国公私立を問わずに法的に禁止され、合理

的配慮の不提供の禁止は、国・地方公共団体等では法的義務、民間事業者では努力義務

となっている。 

○ 合理的な配慮については、障害者が社会的障壁を除去するような具体的な変更や調整

（合理的配慮）を申し出ることを保障し、事業者等が、過重な負担でないと考えられる

範囲で、合理的な配慮を提供することとしている。教育分野では、学校等の関係者が障

害のある児童生徒等や保護者と建設的な対話を行い、合意形成を行うことが求められて

いる。 

 

２．幼稚園、小学校、中学校及び高等学校における特別支援教育 

（１）現状と課題 

① 幼稚園 

○ 特別支援教育コーディネーターを中心とした園内の支援体制を構築するとともに、個

別の教育支援計画や個別の指導計画を作成・活用して、一人一人の教育的ニーズに応じ

た教育・支援を行う園が増えている。 

○ 半面、乳幼児健診などの情報を得ることが難しく、入園当初からの支援に苦労してい

る園もある。 

○ 幼稚園においては、発達が途上で個々の成長の幅が大きい年齢期であるため、実態把

握が難しいことや、幼児の園の集団生活における行動と家庭での行動との違いが生じや

すいために幼児の困難さを保護者が理解しにくいケースがある。 

 

② 小学校、中学校 

○ 特別支援学級が設置されているほか、通常の学級に在籍し「通級による指導」が行わ

れるなど、一人一人の障害の状態等に応じた特別支援教育の充実が図られてきている。 

○ 近年、特別支援学級に在籍する児童生徒数や通級による指導を受けている児童生徒数

の増加が続いている。通常の学級においても、発達障害の可能性のある児童生徒が在籍

している（平成 24 年調査で 6.5％（推計値））ほか、学校教育法施行令第 22 条の 3（特

別支援学校に就学できる障害種・障害の程度）に該当する児童生徒も在籍している。 

○ 特別支援学級や通級による指導を受けている児童生徒数が増加している理由として、

それぞれの指導について一定の成果があがっていることや、保護者の理解が得られてい

ることなどが挙げられている。 

 

［特別支援学級］ 

○ 小・中学校における特別支援学級では、小・中学校の学習指導要領に基づいて教育課

程を編成することを基本としながら、必要に応じて、特別支援学校小学部・中学部学習

指導要領を参考にし、在籍する児童生徒の実態に即した教育課程を編成することが可能

となっている。 

例えば、障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした「自立活動」

を取り入れたり、各教科を、知的障害のある児童生徒のための各教科に替えたりする教

118



3 
 

育課程が編成されている。 

○ 一方で、特別支援学級の教育課程の編成については、小・中学校学習指導要領解説に

おいて、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考とするとしているが、例えば、

各教科の指導内容を精選する手続きがわかりにくく、児童生徒の障害の状態等に応じた

教育課程を編成するのが難しいことなどが課題として挙げられている。 

 

［通級による指導］ 

○ 小・中学校における通級による指導は、通常の学級に在籍し、各教科等の授業は通常

の学級で受けつつ、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導、

すなわち、特別支援学校における自立活動に相当する指導を、例えば「通級指導教室」

といった特別の指導の場で受ける形態である。 

○ 通級による指導においては、個別指導を中心とし、個々の児童生徒の有する多様な課

題に即して、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する指導が行われている。 

○ 通級による指導を受ける児童生徒数の増加に伴って、通級による指導に携わる教員が、

自立活動の視点で児童生徒の実態を捉えることや、自立活動の目標、指導内容の設定な

どの手続きを十分に理解し、指導に生かすことが課題となってきている。 

○ 中学校における通級による指導を受けている生徒数が小学校から比べて割合的に低い。

背景として、小学校での通級による指導の成果がある一方で、中学校から他の生徒と同

じスタートラインで出発したいという生徒本人や保護者の気持ちもあることなどが指摘

されているが、中学校段階でも継続して通級による指導を受けられるようにすることが

求められている。 

 

［通常の学級］ 

○ 近年、通常の学級に在籍する、様々な障害のある児童生徒にとってもわかりやすい授

業の在り方についての研究授業なども進んできている。 

○ 一方で、医学的な診断はないが、例えば、音韻認識や視覚認知の弱さ、協調運動の困

難さ、対人関係、コミュニケーションの課題などが顕著になり、通常の学級での学習が

困難な児童生徒への早期の対応が必要となってきている。また、障害や困難さそのもの

だけではなく、そこから派生する可能性のある二次的障害にも留意しながら指導を行う

ことが求められてきている。 

○ さらに、医療の進展により、例えば、肢体不自由、病弱や身体虚弱の児童生徒が通常

の学級に在籍し、他の児童生徒と共に学ぶために必要かつ適当な学習内容の変更・調整

を行うなど、児童生徒の障害の状態等に応じた指導の工夫などが必要となってきている。 

 

③ 高等学校 

○ 高等学校では、現在、発達障害等に起因する学習上又は生活上の困難のある生徒が入

学し、これらの生徒に応じた指導及び支援が行われている。 

○ しかし、中学校から引き続き通級による指導を必要とする生徒や、これまで適切な支

援を受けてこなかったことにより、困難を抱え続けていたり、自尊感情の低下等の二次
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的な課題が生じていたりする生徒に対して、適切な指導及び必要な支援を行うことが課

題となっている。 

○ 文部科学省では、これまでに高等学校における特別支援教育の充実に関する事業や、

平成 26 年度からは「高等学校における個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育」事業を

実施し、学校教育法施行規則第 84 条に基づき、通常の高等学校の教育課程によらない特

別の教育課程を編成し、障害に応じた特別の指導を行うための教育課程の編成や具体的

な指導内容や指導方法等についての実践研究に取り組んでいる。 

 

④ 交流及び共同学習 

○ 交流及び共同学習は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の各学習

指導要領等に位置付けられ、各地域・学校において、障害のある幼児児童生徒と障害の

ない幼児児童生徒が学校行事等で交流したり、教科等の授業を一緒に行ったりする取組

が積極的に行われている。 

○ 交流及び共同学習の成果として、障害のある幼児児童生徒の経験を広めて積極的な態

度を養い、社会性や豊かな人間性をはぐくんだり、障害のない幼児児童生徒や地域の人

たちが、障害のある幼児児童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を深めるための

機会となったり、同じ社会で生きる人間として、互いを正しく理解し、共に助け合い、

支え合って生きていくための基盤づくりとなる重要な活動として捉えられるようになっ

てきている。 

○ 近年は、小・中学校の児童生徒と特別支援学校の児童生徒が、2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会の開催等を契機に、障害者スポーツを一緒に行うなどの取

り組みが活発に行われるようになってきている。 

○ 課題として、交流及び共同学習が活動にとどまり、どのような力が身についているか

を評価し、指導の改善につながっていない例も指摘されている。 

 

⑤ 個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成・活用 

○ 障害のある幼児児童生徒一人一人について、家庭や医療、福祉、保健、労働等の業務

を行う関係機関と連携し、長期的な視点での教育的支援についての取組を示した計画（個

別の教育支援計画）や、各教科等の指導に当たって、指導の目標や内容、指導方法など

を示した計画（個別の指導計画）の作成が進んできている。 

○ 個別の教育支援計画は何を根拠に検討し作成されているのかということが重要であり、

多様な子供の育ちに関わる専門家が参画し、多面的に実態把握を行った中で、児童生徒

一人一人の教育的ニーズを明らかにしていこうというのが今日的な動向となっている。 

○ 個別の教育支援計画を活用し、それを評価し、計画の見直しに生かすことが課題であ

る。また、就学前から、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等へと、支援の円滑

な引継ぎが強く求められている。 

 

⑥ 特別支援教育の支援体制 

○ 各学校においては、校長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立し、発達障
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害を含む障害のある幼児児童生徒の実態把握や支援方策の検討等を行うため、校内に特

別支援教育に係る校内委員会を設置している。 

○ 校内委員会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者から

の相談窓口などの役割を担う、特別支援教育コーディネーターが指名されている。 

○ 自治体によるが、特別支援教育コーディネーターを専任で配置している例は少なく、

特別支援学級や通級による指導担当の教員が特別支援教育コーディネーターを担当して

いる場合や、教頭や養護教諭が担当しているという場合もある。学校の規模にもよるが、

1 人ではなく、複数の特別支援教育コーディネーターを配置する必要がある学校もみら

れる。 

 

（２）改善・充実の方向性 

① 改善・充実の基本方針 

○ 障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し、

子供たちの自立と社会参加を一層推進していくため、通常の学級、通級による指導、特

別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」において、子供

たちの十分な学びを確保していく必要があり、一人一人の子供の障害の状態や発達の段

階に応じた指導を一層充実させていく必要がある。 

 

② 幼稚園における特別支援教育 

○ 幼稚園において、インクルーシブ教育システムの構築を目指し、個と集団の関係性を

大切にしながら学級運営の中で障害のある幼児をどう育てるかを考えていく必要がある

ことを示す。 

○ 気になる幼児の課題を総合的観点から継続的に実態把握していくための視点を整理す

る必要がある。 

○ 個々の幼児の障害の状態などに応じた指導が一層充実されるよう、障害別の配慮のみ

ならず、障害による、日々の幼稚園等の活動で考えられる「困難さ」とそれに対する「指

導の工夫の意図」と「手立て」についての例を示す必要がある。 

○ 将来の発達の可能性を前提に、長期的展望のもとに必要な支援を行いながら、小学校

教育への円滑な移行支援及び保護者の子育て支援をしていく必要がある。 

 

③ 特別支援学級（小・中学校）、通級による指導（小・中・高等学校） 

○ 小・中学校における特別支援学級について、学級の実態や児童生徒の障害の状態等を

踏まえた、実情に合った教育課程を編成するとともに、小・中学校と特別支援学校小・

中学部との教育課程の円滑な接続を図ることが重要である。このため、特別支援学級に

おける教育課程の基本的な考え方や、各教科等における前各学年の目標・内容を適用す

る際の内容の精選、知的障害のある児童生徒の教科の適用など、教育課程の編成の視点

や例を具体的に示す。 

○ 小・中学校における通級による指導について、その意義、基本的な考え方、児童生徒

の実態把握から具体的な指導内容の設定、評価・改善までの手続等について具体的に示

121



6 
 

す。 

○ 通級による指導の目標及び内容について、障害による学習上又は生活上の困難を改

善・克服するための指導であることをより明確にするとともに、「通級による指導」と各

教科等の授業における指導との連携が図られるよう、「通級による指導」と各教科等との

関係性をわかりやすく示す。 

 

○ 高等学校における通級による指導について、高等学校教育の特徴を踏まえ、次のよう

な基本的な考え方をもとに、制度化を図ることが適当である。 

・高等学校において、障害に応じた特別の指導を行う必要がある生徒を教育する場合に

は、特別の教育課程によることができるものとし、この場合には、当該生徒の障害に

応じた特別の指導を、高等学校の教育課程に加え、又はその一部に替えることができ

ることとする。ただし、高等学校の生徒に最低限必要な知識・技能と教養の幅の確保

のために必履修教科・科目等が設けられた趣旨に鑑み、「通級による指導」を行う場合

において、必履修教科・科目等の単位数を学習指導要領の規定を超えて減らすことを

認めることは適当ではないことから、これらについては替えることができないことと

する。 

・生徒が高等学校の定める「個別の指導計画」に従って履修し、その成果が個別に設定

された目標からみて満足できると認められる場合には、当該高等学校の単位として認

定することを可能とする。 

・生徒が障害に応じた特別の指導を２以上の年次にわたって履修したときは、各年次ご

とに当該特別の指導について履修した単位を修得したことを認定とすることを原則と

するが、通級による指導は特に１年次においては年度途中から開始される場合が多い

ことが想定されることから、特定の年度における授業時数は１単位（35 単位時間）に

満たなくとも、次年度以降に障害に応じた特別の指導を設定するような場合などにお

いては、２以上の年次にわたる授業時数を合算して単位の認定を行うことも可能とす

る。また、単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことも可能とする。 

・高等学校においては、通級による指導により修得した単位数を、卒業のための必要単

位数に含めることも可能とすることが適当である。 

・小・中学校における指導時間の標準（年間 35 単位時間（学習障害者及び注意欠陥多動

性障害者を除く）から 280 単位時間まで）としていることも踏まえ、高等学校におい

て卒業のために必要単位数に含める上限は年間 7単位とする。 

○ 高等学校における通級による指導については、平成 30 年度から実施できるようすみや

かに所要の省令や告示を整備するととともに、高等学校及びその設置者が、高等学校に

おける通級による指導の実施に向けて円滑に準備が進められるよう、実施のための校内

体制及び関係機関との連携体制、通級による指導と各教科等の指導に関する教師間の連

携の在り方、通級による指導に関する指導内容や指導方法などの実践例を紹介すること

が必要である。 

 

④ 通常の学級（幼稚園、小・中・高等学校） 
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○ 全ての教科等の授業において、資質・能力の育成を目指し、一人一人の教育的ニーズ

に応じたきめ細かな指導や支援ができるよう、障害別の指導の工夫のみならず、各教科

等において、学習プロセスにおける、考えられる困難さの状態に対する指導の工夫の意

図、手立ての例を具体的に示す。 

（例）国語科の例  ※今後、各教科等ＷＧにおける「議論の取りまとめ」と調整予定 

・ 文章を目で追いながら音読することが困難な場合には、自分がどこを読むのかがわ

かるよう、教科書の文を指で押さえながら読むよう促したり、行間を空けるための拡

大コピーをしたり、語のまとまりや区切りが分かるように分かち書きをしたり、読む

部分だけが見える自助具（スリット等）を活用したりするなどの配慮をする。 

・ 考えをまとめたり、文章の内容と自分の経験とを結び付けたりすることが困難な場

合には、児童がどのように考えればよいのかわかるように、考える項目や手順を示し

たプリントを準備したり、一度言葉で表現するように促したり、実際にその場面を演

じさせたりしてから書くようにしたりするなどの配慮をする。 

 ・ 自分の立場以外の視点で考えたり、他者の感情を理解したりするのが困難な場合に

は、相手の立場で考えたり、感情を理解したりできるように、児童が身近に考えられ

る主人公の物語や生活経験に即した教材を活用し、行動や会話文に気持ちが込められ

ていることに気付けるようにしたり、気持ちの移り変わりがわかる文章のキーワード

を示したり、気持ちの変化を図や矢印など視覚的にわかるようにしてから言葉で表現

させたりするなどの配慮をする。 

 ・ 声を出して発表することや人前で話すことへの不安を抱いている、自分が書いたも

のを読むことに困難がある場合には、自分の考えを持つこと、表すことに対する自信

を持つことができるよう、紙やホワイトボードに書いたものを提示させたり、ＩＣＴ

機器を活用して発表するようにしたりするなど、児童の表現を支援するための多様な

手立てを工夫する。 

 

⑤ 個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成、活用 

○ 通級による指導を受ける児童生徒及び特別支援学級に在籍する児童生徒については、

一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援が組織的・継続的に行われるよう、「個別の

教育支援計画」や「個別の指導計画」を全員作成することとする。 

○ 「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の作成・活用の留意点（実態把握から

評価・改善など）を示すことが必要である。その際、障害者差別解消法に基づく合理的

配慮やその他指導上の配慮についても記述することが必要である。 

 

⑥ 交流及び共同学習 

○ グローバル化など社会の急激な変化の中で、一人一人が、多様性を尊重し、協働して

生活していくことができるよう、学習指導要領の中で、多様な人々が共に生きる社会の

実現を目指すことを示すとともに、学校の教育活動全体で、障害者理解や交流及び共同

学習の一層の推進を図る。 

○ 具体的には、例えば、保健体育における共生の視点にたった関わり方、生活科におけ
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る身近な人々との自分との関わり、音楽、図画工作や美術における表現の相違や共通性

の視点に立って、それぞれの良さに気付きながらの自己や他者理解、道徳科の中で、地

域や学校の実情に応じて、正義、公正、差別や偏見のない社会の実現、特別活動におけ

るよりよい集団生活や社会の形成など、各教科等の見方･考え方と関連付けた、交流及び

共同学習の事例を示す。 

○ さらに、学校の教育課程上としての学習活動にとどまらず、地域社会との交流の中で、

障害のある子供たちが地域社会の構成員であることをお互いが学ぶという、地域社会の

中での交流及び共同学習の在り方を広めていく必要がある。 

○ その際、今日の「心のバリアフリー」の推進の動向も踏まえ、障害等の有無に関わら

ず、地域の中で共に生活し、関わり合っていることを実感し、多様性を尊重する態度を

育成する。 

 

⑦ 校内体制 

○ 特別支援教育は特定の教員一人では対応できず、学校をあげた体制の下で中心的な役

割を担う、特別支援教育コーディネーターの業務や、特別支援教育コーディネーターを

中心とする校内体制等の在り方（特別支援教育に係る校内委員会の設置、教務主任や生

徒指導主事等との連携など）を示す。 

 

３．特別支援学校 

（１）現状と課題 

○ 特別支援学校においては、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するため、

自立と社会参加を目指し、一人一人の幼児児童生徒の障害の状態等に応じた指導を行っ

ている。 

○ 近年、特別支援学校に在籍する幼児児童生徒数が増加傾向である。特に、中学校に在

籍した者が特別支援学校高等部に入学するケースが増加している。 

○ また、重複障害者の割合が増加傾向であり、例えば、自閉症を併せ有する者や視覚と

聴覚の障害が重複する者など、幼児児童生徒の多様な重複障害の種類や状態等に応じた

指導が求められている。 

○ 前回改訂で、すべての幼児児童生徒に「個別の教育支援計画」を作成し、関係機関等

と連携した組織的、継続的な指導や支援を行うとともに、各教科等にわたって「個別の

指導計画」を作成し、指導の改善が行われるようになっている。 

○ こうした我が国の特別支援学校の専門性やきめ細かな指導は国際的にも高い評価を受

けている。 

 

［特別支援学校における教育課程（重複障害者等に対する教育課程の取扱いを含む）］ 

○ 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に準じた教育課程を編成、実施している。 

○ 児童生徒の障害の状態等に応じて特に必要がある場合、①各教科の各学年の目標及び

内容の全部又は一部を、当該学年の前各学年の目標及び内容の全部又は一部によって、

替えることなど、②知的障害を併せ有する児童生徒の場合には、各教科又は各教科の目
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標及び内容に関する事項の一部を、当該教科に相当する特別支援学校（知的障害）の各

教科又は各教科の目標及び内容の一部によって替えることなど、③重複障害のうち、障

害の状態により特に必要がある場合、各教科、道徳科、外国語活動若しくは特別活動の

目標及び内容に関する事項の一部又は各教科、外国語活動若しくは総合的な学習の時間

に替えて、自立活動を主とし指導を行うことなど、の教育課程を編成することが可能で

ある。 

○ 学年が進むにつれて、小学校等の教科の目標・内容の一部を、前各学年（部）の教科

の目標及び内容の指導に替える児童生徒が存在している。その際、各学部間で学ぶ教科

の連続性の整理等が課題として挙げられている。 

○ 特別支援学校から小学校等へ転学する場合や、中学校卒業者が特別支援学校高等部へ

入学する場合などにおいて、異なる教育課程間で学ぶことから、子供の学びの連続性を

確保するための工夫が必要となっている。 

 

［知的障害のある児童生徒のための各教科］ 

○ 知的障害のある児童生徒の学習上の特性（学習によって知識や技能が断片的になりや

すく、実際の生活の場で応用されにくいこと、生活に結びついた具体的・実際的な学習

活動の下では指導内容が身に付く、など）を踏まえた目標・内容で構成している。 

○ 一人一人の児童生徒の障害の状態等に応じた教育課程を編成できるよう、学習指導要

領においては、各段階共通の目標及び段階別の内容を示している。 

○ 各教科の目標及び内容が大綱的に示されているため、各教科等を合わせて指導を行う

場合、各教科の目標・内容を関連づけた指導及び評価の在り方が曖昧になりやすく、学

習指導の改善に十分に生かしにくい、という指摘がある。 

○ 評価規準を設定し学習評価を行うことにより、学習指導の改善に生かす、先行的な取

組が行われるようになってきている。 

 

［自立活動］ 

○ 個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に

改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発

達の基盤を養うことを目的に、「自立活動の時間」の指導を中心に、学校の教育活動全体

で指導を行っている。 

○ 高等部の生徒数が増加し、社会に出てからも、自己理解し、得意不得意を伝えること

が苦手なこと、進路先で人間関係を築く力などが十分に育っていない、などの課題が指

摘されている。 

○ 一人一人の幼児児童生徒の障害の状態等に応じた、自立活動の指導目標や指導内容の

設定、指導方法について、教員の理解が十分ではない。 

○ 児童生徒の実態把握から導かれた指導目標と到達状況との乖離している事例が指摘さ

れている。 

○ 通級による指導や特別支援学級で学ぶ児童生徒の増加により、「自立活動」を行う場が

拡大している。 
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（２）改善・充実の方向性 

① 改善の基本方針 

○ 今後、インクルーシブ教育システムの構築を目指す上でも、一人一人の障害の状態等

に応じた「多様な学びの場」を確保することが必要である。そのため、高い専門性を有

する、特別支援学校の役割はますます重要であり、特別支援学校の専門性を一層発揮し

ていくことが求められる。 

○ 世界保健機関（ＷＨＯ）が採択した「国際生活機能分類」（ＩＣＦ）の視点を踏まえ、

生活機能や障害、環境因子等を的確に把握し、相互の関連性について一層考慮すること

が必要である。 

○ 今回の改訂で目指す、社会に開かれた教育課程、育成すべき資質・能力、アクティブ・

ラーニングの視点を踏まえた指導方法の充実、カリキュラム・マネジメントなど、初等

中等教育全体の改善・充実の方向は特別支援学校も同一である。特に、特別支援学校に

おいては一層重視することが必要である。 

○ 社会に開かれた教育課程を目指し、幼児児童生徒が卒業後に社会で生活する姿を描き、

個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成・活用を通して、保護者や地域社会、関係

機関と共有し、長期的な視点に立って、調和のとれた育成を目指していくことが不可欠

である。 

 

○ 教育課程の適用、教科等の指導内容の精選、自立活動の目標・内容の設定など、特別

支援教育におけるカリキュラム・マネジメントが重要であることを明確にすることが必

要である。その際、教育課程の編成・実施・評価のＰＤＣＡサイクルと授業のＰＤＣＡ

サイクルをつなぐ手続きを示すことが重要である。 

 

② 小学校等に準じた教育課程 

○ 小学校の中学年に外国語活動、高学年に外国語科が導入されることに伴い、小学部（視

覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者（以下、「視覚障害者等」という。））に

おいて、授業時間数の確保など、教育課程編成の工夫が必要となることから、基本的な

考え方や具体を示すことが必要である。 

 

○ 特別支援学校に在籍する児童生徒に対する学習評価は、小学校等の各教科等の学習評

価の考え方に準ずるため、今後の学習評価の改善を踏まえつつ、児童生徒の障害の状態

等を十分理解し、児童生徒一人一人の学習状況を一層丁寧に把握する工夫が必要である。 

 

③ 重複障害者等の教育課程の取扱い 

○ 学習指導要領及び学習指導要領解説において、重複障害者等に関する教育課程の取扱

いを適用する必要がある場合についての基本的な考え方や留意点などを具体的に示すこ

とが必要である。例えば、 

・学習指導要領解説に示されている重複障害者等の教育課程を適用する際の基本的な考
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え方やその適用に当たっての留意点について、更にわかりやすく示す。 

・現在、学習指導要領で障害種別に示している「指導内容の精選等」について、精選す

る際の基本的な考え方を更に具体的に整理して示す。 

・各学校（部）段階間における各教科等の「学びの連続性」の考え方について整理して

示す。 

・自立活動を主とした教育課程を行う際の心身の調和的発達、全人的な発達を促すため

の系統的な指導の在り方についての考え方や、教科と自立活動の指導目標設定の関係

性を具体的に整理して示す。 

 

④ 知的障害のある児童生徒のための各教科 

○ 知的障害のある児童生徒が、将来、自立し社会に参画していく上で、意思を表明した

り、表明しようとする能力が重要であり、幼稚部、小・中学部、高等部の各部段階を通

して育成していく必要がある。 

○ 技術革新や情報化などの進展で、社会への関わり方が大きく変わっていく可能性があ

り、2030 年の社会の姿を描きながら、18 歳の段階で必要となる資質・能力を具体化して

いく必要がある。 

○ 小学校等との各教科を通して育成される資質・能力と知的障害のある児童生徒のため

の各教科を通して育成される資質・能力は同じものとして、小学校等の各教科の目標・

内容と関連付けて整理することが必要である。その際、各教科の目標の系統性を重視し、

連続性のあるものとして整理する。 

○ 各教科の目標は、各段階共通の目標を示しているが、今後、各段階においても資質・

能力を育成することを意識した指導が行われるために、各段階の領域ごとに目標を具体

に示すことが必要である。 

○ 段階ごとの目標を整理しながら、小学部、中学部及び高等部の段階の内容とのつなが

りを整理する。特に、中学部の段階を充実させ、各学部・段階の連続性のある学習内容

を設定し、学部間等の円滑な接続を図るため、新たに第二段階を設けることが適当であ

る。 

○ 小学部の第一段階については、第二段階の目標との系統性や、幼稚園教育要領に示す

ねらいとの関連を踏まえ、発達の初期段階に関する研究なども参考にして、目標を整理

することが必要である。その際、第一段階の目標と自立活動の目標との関連などを具体

的に解説することも必要である。 

○ 各教科の内容について、小学校等の教科の内容の改善を参考に、社会の変化に対応し

た各教科の内容や構成の充実を図る。例えば、高等部社会科においては、高等学校公民

科の内容の改善を参考に、現代社会の諸課題の解決に向けて、自立するとともに他者と

協働して、公共的な空間をつくる主体として選択・判断の基準を身に付け、考察するこ

とが重視されることを踏まえた充実を図る。 

○ 小学校における外国語教育の充実を踏まえ、小学部において、実際の児童の実態等を

考慮の上、特に必要がある場合には、外国語活動を加えて指導ができるようにすること

が妥当である。 
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○ 既に各学部の段階の目標を達成している児童生徒のために、特に必要がある場合には、

個別の指導計画に基づき、各学部に対応した学校段階までの各教科の目標及び内容につ

いて、小学習指導要領等を参考に指導できるようにする。 

○ 特別支援学校（知的障害）などにおいて、各教科等を合わせた指導を行う場合におい

ても、各教科等で求められる資質・能力を育成することを明確にすることが必要である。

このため、教員が、教科別や領域別に指導を行う場合の基本的な考え方を十分に理解し、

その上で、各教科等を合わせて指導が行われるよう、学習指導要領等における示し方を

工夫することが必要である。 

○ 知的障害の児童生徒にとっても、教科の指導は、将来の生活に必要な、豊かな見方や

考え方を育む機会であり、児童生徒の日常生活と直接つながる活動のみにとどまらず、

将来の自立や社会参加に向けて必要な資質・能力を育成する視点だ重要である。 

○ 実社会や実生活に関連した課題に注目して、基礎的・基本的な知識・技能等の確実な

定着や活用を図る学習活動の充実を一層重視して、主体的に学ぶ意思や意欲を喚起する

ことが必要である。 

○ 各教科の評価の観点による学習評価を導入し、学習評価をもとに、教育課程の PDCA サ

イクルを確立することが必要である。 

 

⑤ 自立活動 

○ 自己の理解や自尊感情を高めるような内容の整理、主体的に学ぶ意欲の一層の伸長な

ど、発達の段階を踏まえた自立活動の内容の改善・充実が必要である。 

○ 実態把握、指導目標・指導内容の設定までのプロセスを結ぶ要点をわかりやすく記述

ことが必要である。 

○ 自立活動で行う指導については、○○的自立活動など学習活動を広げ過ぎるのではな

く、自立活動の目的を踏まえた指導目標や指導内容を設定するとともに、各教科等と関

連を十分に図ることが重要である。 

○ 自立活動における多様な評価方法をわかりやすく記述することが必要である。 

○ 児童生徒本人が、自立活動を通して、生活上又は学習上の困難をどのように改善・克

服できたかを実感できるような自己評価を工夫することなども重要である。 

 

⑥ 指導方法の改善・充実 

○ 視覚障害者等である児童生徒に対して、小学校学習指導要領等に示す各教科等を指導

する際には、小学校等の各教科等の指導方法の改善・充実の方向性と同様に、主体的・

対話的で深い学びである、アクティブ・ラーニングの視点を踏まえた指導を重視するこ

とが必要である。 

○ 現行の特別支援学校学習指導要領で示している、視覚障害者等である児童生徒に対す

る、各教科の指導計画の作成と内容の取扱いについて、求められる資質・能力を育成す

る視点を一層重視するとともに、医療や支援機器等の進展も考慮し、児童生徒の障害の

状態や特性等を踏まえた指導上の留意事項を示す。 

○ 重複障害者に対する指導については、前述の教育課程の取扱いのみならず、例えば、
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自閉症を併せ有する者や視覚や聴覚の障害が重複する者に対する指導方法について、そ

の基本的な考え方や留意点などを具体的に示すことが必要である。 

○ 一人一人の児童生徒の障害の状態等に応じた効果的な学習指導や、児童生徒のコミュ

ニケーション手段として、コンピュータ等の情報機器を一層活用する。 

 

⑦ キャリア教育・職業教育の充実 

○ 幼稚部、小学部段階から、自分らしい生き方を実現していく過程であるキャリア発達

を促す「キャリア教育の推進」を明確にする。その際、 

・キャリア教育は、キャリア発達を支援する教育であることの考え方の具体を示す。 

・キャリア教育は、育成すべき資質・能力を踏まえ、幼稚部、小・中学部、高等部段階

から実施するものであることを踏まえ、展開例や留意点を示す。 

 ことなどが必要である。 

○ 障害の程度が重度の児童生徒のキャリア教育の考え方について、キャリア発達の視点

から示す。 

○ キャリア発達を支援するためのカリキュラム・マネジメントの具体を示す。（教育活動

全体への働きかける仕組み） 

○ 高等部における専門教科、専攻科における教育については、あん摩マツサージ指圧師、

はり師及びきゆう師、歯科技工士等のカリキュラムに関する制度改正をめぐる動向を踏

まえ、教育内容の改善・充実を図る必要がある。 

○ 企業や労働関係機関等と連携した就業体験の実施、就労先・実習先の開拓、小学部・

中学部からのキャリア発達を支援するプログラムの開発への協力などを行う、就労支援

コーディネーターの配置や養成が必要である。 

 

 

４．幼稚園、小学校、中学校及び高等学校と特別支援学校との連続性 

（１）現状と課題 

○ 学校教育法施行令の改正により、平成 25 年より、障害の状態の変化のみならず、本人

の教育的ニーズなどを総合的な観点から、小・中学校等から特別支援学校への転学や、

特別支援学校から小・中学校等へ転学の検討がされることになっている。 

○ また、中学校の特別支援学級に在籍し、中学校卒業後に、特別支援学校高等部に入学

する生徒数が増加している。 

○ 特別支援学校の教育課程（特別支援学校学習指導要領を参考として教育課程を編成、

実施している小・中学校の特別支援学級の教育課程を含む）においては、重複障害者等

である児童生徒に対して、各教科等における前各学年の目標・内容の適用、知的障害の

ある児童生徒の教科の適用などが可能であるため、小・中学校と特別支援学校の間で転

学する場合、児童生徒の学びの連続性を確保することが求められている。 

 

（２）改善・充実の方向性 

○ 前述の、③の重複障害者等の教育課程の取扱いに関して、重複障害者等の教育課程を
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適用する際の留意点、特に、指導内容を精選する際の基本的な考え方などを具体的に示

すことや、④の知的障害のある児童生徒のための各教科に関して、小学校等の各教科の

目標・内容と関連付けて整理することを踏まえ、小学校等と特別支援学校との教育課程

の連続性をわかりやすく整理し、示すことが必要である。 

○ こうした教育課程の連続性の考え方を示した上で、各学校において、前籍校から引き

継いだ個別の教育支援計画及び個別の指導計画をもとに、児童生徒の障害の状態等や学

習履歴等を踏まえた、継続的な教育支援や指導が行われるよう、個別の教育支援計画及

び個別の指導計画の引継ぎ、活用についての考え方や留意点を示すことが必要である。 

 

 

５．特別支援教育の改善・充実を支える方策について 

（１）教員の専門性向上 

○ 中央教育審議会「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について（答申）」

（平成 27 年 12 月）を踏まえ、次のような、教員の養成、採用、研修の各段階において

特別支援教育に関する内容を充実することが必要である。 

○ また、都道府県教育委員会等による研修や校内研修等を一層充実していくために、国

立特別支援教育総合研究所において、教育課程編成や指導方法等に関する調査研究を行

いその成果を普及するとともに、地域において指導的立場に立つ指導主事や教員を対象

とした専門研修等を実施する。 

 

①  大学の教職課程における教員養成 

・発達障害を含む特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒に関する理論及びその指導法

は、学校種によらず、教職課程において独立した科目として位置付け 

・上記科目のみならず、各教科の指導法や生徒指導、教育相談をはじめとした他の教職課

程の科目においても、特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒への配慮等の視点を盛

り込む 

 

② 現職教員（初任者を含む）、管理職に対する研修機会の充実 

（校長等管理職） 

・校長等管理職が特別支援教育に関する認識を持ち、リーダーシップを発揮するための研

修 

 

（幼稚園、小学校、中学校、高等学校教員） 

・全ての教員が特別支援教育に関する基礎的な知識・技能を身に付けるための研修 

・小・中学校の特別支援学級担任の所持率も現状の２倍程度を目標として、特別支援学校

教諭免許状の取得を進めることが期待 

 

（特別支援学校教員） 

・障害の多様化や重度・重複化への対応、特別支援学校のセンター的機能を発揮するため
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の地域における小中学校等との効果的な連携手法等を身に付けるための専門的な研修 

・教育職員免許法附則第１６項の廃止も見据え、平成３２年度までの間に、おおむね全て

の特別支援学校の教員が免許状を所持することを目指し、国が必要な支援 

 

（２）学校の指導体制 

○ 特別支援教育コーディネーターは、障害の多様化や重度・重複化への対応、地域にお

ける他の学校、関係機関との効果的な連携手法が求められてきており、特別支援教育コ

ーディネーターの役割を紹介するとともに、その専門性を高めるための研修等の充実な

どを図ることが求められる。 

○ 特別支援教育コーディネーター、特別支援学級担任や通級による指導担当など、各学

校における特別支援教育に対応した教員定数等の改善が求められる。 

 

○ 例えば、小・中学校に在籍する難聴のある児童生徒に対する巡回による指導や通級に

よる指導など、特別支援学校の教員の専門性の活用や、聴覚測定等の専門的な施設・設

備の利用など、特別支援学校における、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校等への相

談や支援体制（特別支援学校のセンター機能）の充実が求められる。 

 

（３）家庭や地域、関係機関等との一層の連携、国際化への対応 

○ 学校運営への参画はもとより、各教科や自立活動の指導など学習指導の場面でも、「開

かれた教育課程」にふさわしい、専門家や支援団体、地域住民、保護者との連携、協力

が求められる。 

○ 障害のある児童生徒への教育支援に当たって、医療、福祉、労働などの専門機関等と

の連携は不可欠であり、医療、福祉、労働行政の協力や支援が一層求められる。 

○ 国際化の進展に伴い、海外から帰国した児童生徒、外国人児童生徒など、日本語指導

が必要な児童生徒が増加傾向にあり、特別支援学校においても、地域や学校の実態等に

応じて、指導体制を構築したりすることが求められる。 

 

（４）高等学校入学者選抜や大学入学者選抜、企業等の雇用における取組の充実 

○ 障害者差別解消法の趣旨を十分に踏まえ、高等学校入学者選抜や大学入学者選抜にお

いて、障害を理由とした不当な差別的取扱いが行われないようにすることはもとより、

試験において、本人・保護者の希望、障害の状態等を踏まえ、別室での受験、試験時間

の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用を許可することなど、障害のある生

徒への適切な対応が求められる。また、全ての学校に障害がある児童生徒が在籍する可

能性があることを前提として、高等学校入学者選抜や大学入学者選抜における調査書の

様式等の改善も求められる。 

○ 障害のある児童生徒の継続的な就労に向けて、障害者雇用促進法の趣旨を踏まえた雇

用の改善が求められる。 

 

（５）教科用図書、教材、支援機器等の充実 
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○ 今次の学習指導要領の改訂に対応し、これまでと同様、文部科学省は視覚障害、聴覚

障害及び知的障害のある児童生徒者のための教科書を作成するとともに、教科書会社に

より拡大教科書の作成が求められる。また、今日、民間団体等による教材も大きな役割

を果たしており、これらの教材の充実が期待される。 

○ 障害のある児童生徒の特性等に応じて、その持てる力を最大限に発揮させ、また、学

習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服することを目的に、学校教育の場面で活用

される、支援機器等教材の充実が求められており、文部科学省「学習上の支援機器等教

材活用促進事業」で開発した支援機器等教材の積極的な活用の促進することが望まれる。 

○ 各学校現場で一層の活用が図られるよう、国立特別支援教育総合研究所が運営する「支

援教材ポータル」を通じて、支援機器に関する情報やこれらを活用した実践事例などを

提供することが必要である。 

 

（６）全国的な実施状況の把握 

○ 新しい学習指導要領の着実な実施を図るため、文部科学省、国立特別支援教育総合研

究所、特別支援教育に関する研究団体、都道府県等教育センターが連携し、特別支援教

育に係る教育課程の編成・実施についての実態把握、教育課程の改善・充実のための研

究開発等に取組み、各学校での教育課程編成や学習指導の改善・充実を支援していくこ

とが重要である。 

○ さらに、将来の学習指導要領の改訂に資するよう、教育課程の編成・実施状況につい

て全国的な状況を把握・分析することが重要である。 
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校等における特別支援教育について 

特別支援教育部会に

おける検討事項 

特別支援教育部会における主な意見 

① 各教科等の目標

を実現する上で

考えられる困難

さに配慮するた

めに必要な支援

の改善・充実。 

【現状】 

・学習指導要領の総則において「個々の児童の障害の状態等に応

じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと」

と規定。 

・学習指導要領解説（総則編）において、障害別の配慮を例示。 

【主な意見】 

各教科等の目標を実現するとともに、児童生徒の障害の状態や

学習の過程で考えられる困難さに配慮した指導ができるよう、 

○総則だけではなく、各教科等においても配慮の例を示すことが

必要ではないか。 

○総則及び各教科等において示す際には、障害別の配慮のみなら

ず、学習の過程で考えられる困難さに対する配慮の例を示すこ

とが考えられるのではないか。 

○また、困難さを克服するとともに、得意な分野を伸ばすことへ

の配慮も示していく必要があるのではないか。 

② 通級による指導

や特別支援学級

の意義、それらの

教育課程の取扱

いについての改

善・充実。 

【現状】 

≪通級による指導、特別支援学級ともに≫ 

・通級による指導や特別支援学級の目的や内容については、別途、

学校教育法施行規則及び文部科学省告示で規定。（このため、学

習指導要領では、通級による指導や特別支援学級の教育課程の

取扱い等に関する規定は設けられていない。） 

 

≪通級による指導≫ 

・文部科学省告示において、障害に応じた特別の指導は、障害の

状態の改善又は克服を目的とする指導と規定。 

・学習指導要領解説において、指導に当たっては、特別支援学校

における指導領域「自立活動」を参考として、個々の児童生徒

の障害の状態等に応じて目標・内容を定め、学習活動を実施す

ることを記述。 

 

特別支援教育部会における検討状況（第 6 回まで） 
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・高等学校における指導については、現在、「高等学校における特

別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議」において検討

を行っており、この検討経過を踏まえ、特別支援教育部会、高

等学校部会や総則・評価特別部会において、単位認定・学習評

価の在り方、高等学校教育における共通性と多様性のバランス

を踏まえた単位数の在り方などの論点について、教育課程全体

の改訂の議論の中で検討を行う予定。 

 

≪特別支援学級≫ 

・文部科学省通知及び学習指導要領解説において、特別支援学級

における指導に当たって、特別の教育課程を編成する場合は、

必要に応じて、特別支援学校小・中学部学習指導要領を参考と

して、実情に合った教育課程を編成することを記述。 

（学習指導要領解説で示している例） 

・特別支援学校の「自立活動」を取り入れる 

・各教科の目標・内容を下学年の教科の目標・内容に替える 

・特別支援学校（知的障害）の各教科の一部又は全部に替える 

 など 

【主な意見】 

≪通級による指導≫ 

通級による指導の充実を図るとともに、通級による指導と各教

科等の指導との関連が明らかになるよう、 

○学習指導要領の総則において、通級による指導の目標・内容や、

教育課程の構造等、配慮事項等を示すことが必要ではないか。 

 

≪特別支援学級≫ 

小・中学校教育の目標や内容を達成するとともに、学級の実態

や児童生徒の障害の程度等を踏まえた、実情に合った教育課程が

編成できるよう、 

○学習指導要領の総則において、特別支援学級における教育課程

の基本的な考え方や編成の方針等を具体的に示すことが必要で

はないか。 
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③ 合理的配慮の提

供も含めた「個別

の教育支援計画」

や「個別の指導計

画」の位置付け並

びに作成・活用の

方策についての

明確化。 

【現状】 

≪合理的配慮※の提供≫ 

・障害者の権利に関する条約（平成 19 年 9 月日本国署名）を踏

まえ、中央教育審議会初等中等教育分科会報告「共生社会の実

現に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援

教育の推進」（平成 24 年 7 月）において、合理的配慮の観点（3

観点 11 項目、参考資料Ｐ11 参照）を示し、各学校における合

理的配慮の提供を周知。 

・障害者差別解消法の施行（平成 28 年 4 月）に伴い、合理的配

慮の提供について、国や地方公共団体は法的義務、民間事業者

は努力義務が課される。 
※権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等及び事業者に対

し、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現

に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合におい

て、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害す

ることとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理

的な配慮を行うことを求めている。 

 

≪個別の指導計画、個別の教育支援計画≫ 

・学習指導要領総則において、障害のある幼児児童生徒などに対

して、個々の幼児児童生徒の障害の状態等に応じた指導内容や

指導方法の工夫を計画的、組織的に行うことが例示されている。 

・作成する必要がある幼児児童生徒に対する作成状況は、小・中

学校においては作成が進んでいたが、幼稚園、高等学校におい

ては作成状況に課題。 

【主な意見】 

≪合理的配慮の提供≫ 

○合理的配慮の考え方（合理的配慮の観点、意思の表明から提供

までの留意点など）を示す必要があるのではないか。 

○合理的配慮が継続的に提供できるよう、「個別の指導計画」や「個

別の教育支援計画」を作成する際にも、合理的配慮の提供につ

いて記述することが必要ではないか。 

 

≪個別の指導計画、個別の教育支援計画≫ 

○通級による指導を受ける児童生徒及び特別支援学級に在籍する

児童生徒については、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計

画」を全員作成することとしてはどうか。 
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○「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の作成・活用の

留意点（実態把握から評価改善など）を示すことが必要でない

か。 

④ 特別支援教育コ

ーディネーター

を中心とした校

内体制の確立等

の観点等の明確

化。 

【現状】 

・学習指導要領総則において、個々の幼児児童生徒の障害の状態

等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う

こととし、学習指導要領解説において、特別支援教育コーディ

ネーターを中心とした校内体制の在り方を示している。 

・校内委員会の設置状況及び特別支援教育コーディネーターの指

名状況は小・中学校ではおおむね１００％（幼稚園での設置・

指名はそれぞれ約 60％、高等学校では約 85％）。 

【主な意見】 

特別支援教育に係る組織的な対応が一層充実されるよう、 

○特別支援教育コーディネーターの役割は不可欠となっており、

特別支援教育コーディネーターを中心とする校内体制等の在り

方（特別支援教育に係る校内委員会の設置、教務や生徒指導等

との連携など）を示す必要があるのではないか。 

⑤ 共生社会の形成

に向けた障害者

理解の促進、交流

及び共同学習の

一層の充実。 

【現状】 

・総則において、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習

や（中略）を設けることと規定。 

・幼稚園、小・中・高等学校及び特別支援学校において、それぞ

れの学校の教育課程に位置付け、計画的な交流及び共同学習を

実施。 

【主な意見】 

○学習指導要領総則の一般方針において、共生社会の形成に向け

た障害者理解の促進を示す必要があるのではないか。 

※交流及び共同学習の理念や取組を共有すること（事例集等の作

成など）や、交流及び共同学習を通して育む力と教育課程との

関係、特別支援教育コーディネーターを中心とした実施体制の

在り方等について、引き続き、特別支援教育部会で検討する必

要。 
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特別支援学校における教育について 

特別支援教育部会に

おける検討事項 

特別支援教育部会における主な意見 

⑥ 幼児児童生徒の
発達の段階に応
じた自立活動の
改善・充実。 

【現状】 

・個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生

活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、

態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を養うこ

とを目的に、「自立活動の時間」を中心に、学校の教育活動全体

で指導。 

・高等部段階の生徒数が増加し、社会に出てからも、自己理解し、

得意不得意を伝えることが苦手だったり、進路先で人間関係を

築く力などが十分に育っていない、などの課題が指摘。 

・児童生徒の実態把握から導かれた指導目標と到達状況の乖離。 

・通級による指導や特別支援学級で学ぶ児童生徒の増加により、

「自立活動」を行う場が拡大。 

【主な意見】 

特別支援学校学習指導要領において、 

○自己の理解や感情を高めるような内容の整理、主体的に学ぶ意

欲の一層の伸長など、発達段階を踏まえた自立活動の内容の改

善・充実が必要ではないか。 

○実態把握、指導目標の設定、項目の選定、具体的な指導内容の

設定までのプロセスを結ぶ要点をわかりやすく記述ことが必要

ではないか。 

○自立活動における多様な評価方法をわかりやすく記述すること

が必要ではないか。 

 

小・中・高等学校学習指導要領において、 

（通級による指導、特別支援学校の教育課程に関連して） 

○自立活動の目的、内容などを記述することが必要ではないか。 

⑦ 知的障害のある
児童生徒のため
の 各 教 科 の 改
善・充実。 

【現状】 

・知的障害のある児童生徒の学習上の特性（学習によって知識や

技能が断片的になりやすく、実際の生活の場で応用されにくい

ことなど）を踏まえた内容で構成。 

・一人一人の児童生徒の障害の程度などに応じた教育課程が編成

できるよう、学習指導要領においては、段階別に、各教科の目
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標及び内容を大綱的に示している。 

・各教科等を合わせた指導を行う場合、各教科の目標・内容を関

連づけた指導及び評価の在り方が曖昧になりやすく、学習指導

の改善に十分に生かしにくい、という指摘がある。 

・特別支援学級（小・中学校）において、一部又は全部を、特別

支援学校（知的障害）の各教科に替えて指導する場合の教育課

程編成上の留意点がわかりにくい、という指摘がある。 

 など 

【主な意見】 

次のような改善が必要。 

○小学校等との各教科を通して育成される資質・能力と知的障害

のある児童生徒のための各教科を通して育成される資質・能力

は同じものとして、小学校等の各教科の目標・内容と関連付け

て整理することが必要ではないか。 

○例えば、中学部・高等部社会科において、政治的主体、経済的

主体、法的主体となることの重視や、グローバル化を踏まえた、

我が国及び外国の歴史や生活・文化の理解など、社会の変化に

対応した各教科の内容や構成の充実が必要ではないか。 

○中学部の段階について、小学部の段階や高等部の段階とのつな

がりを整理することで、各学部・段階の連続性のある学習内容

を設定し、学部間等の円滑な接続を図ることが必要ではないか。 

○各教科等で求められる資質・能力を育成することを、各教科等

を合わせた指導を行う場合において明確にすることが必要では

ないか。 

○知的障害のある児童生徒が質の高い深い学びを実現するために

必要な指導方法の充実が必要ではないか。 

○各教科の評価の観点による学習評価を導入し、学習評価をもと

に、教育課程の PDCA サイクルを確立することが必要ではない

か。 

○特別支援学級（小・中学校）における取扱い、小・中・高等学

校の各教科との関連の可視化する必要があるのではないか。 

など 

 
※幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等との間で、子供たち一人

一人の学びの連続性を実現するための教育課程の円滑な接続の実現について
は、今後、特別支援教育部会で検討した上で、総則・評価特別部会において検
討を行う予定。 
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通
常
の
学
級

通
級
に
よ
る
指
導

特
別
支
援
学
校

特
別
支
援
学
級

○
幼
稚
園
教
育
要
領
、
小
・

中
・
高
等
学
校
の
学
習
指
導
要

領
に
基
づ
い
て
教
育
課
程
を

編
成
。

○
障
害
の
状
態
等
に
応
じ
て
、

適
切
な
配
慮
の
下
に
指
導
を

行
う
。

○
小
・
中
学
校
の
学
習
指
導
要

領
に
基
づ
い
て
教
育
課
程
を
編

成
。

○
小
・
中
学
校
の
教
育
課
程
に

加
え
、
又
は
そ
の
一
部
に
替
え

て
特
別
の
教
育
課
程
（通
級
に

よ
る
指
導
）
を
編
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

○
基
本
的
に
は
、
小
・中
学
校

の
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い

て
教
育
課
程
を
編
成
。

○
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
小
・
中
学
校
の
教
育
課
程

に
替
え
て
、
特
別
の
教
育
課

程
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
特
別
支
援
学
校
教
育
要
領
、

学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
て
教

育
課
程
を
編
成
。

※
通
常
の
学
級
で
各
教
科
等
の
指
導
を

受
け
な
が
ら
、
障
害
に
応
じ
た
特
別
の
指

導
（
自
立
活
動
の
指
導
等
）
を
特
別
の
指

導
の
場
（
通
級
指
導
教
室
）
で
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

※
通
級
に
よ
る
指
導
に
係
る
授
業
時
数

は
、
年
間
３
５
～
２
８
０
単
位
時
間
（
学
習

障
害
及
び
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
の
児

童
生
徒
に
つ
い
て
は
、
年
間
１
０
～
２
８
０

単
位
時
間
）
を
標
準
と
す
る
。

※
特
別
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
と

し
て
も
、
学
校
教
育
法
に
定
め
る
小
・
中

学
校
の
目
的
及
び
目
標
を
達
成
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

※
幼
稚
園
に
準
ず
る
領
域
、
小
学
校
、
中

学
校
及
び
高
等
学
校
に
準
ず
る
各
教
科
、

特
別
の
教
科
で
あ
る
道
徳
、
特
別
活
動
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
ほ
か
、
障
害
に

よ
る
学
習
上
又
は
生
活
上
の
困
難
の
改

善
・
克
服
を
目
的
と
し
た
領
域
で
あ
る
「
自

立
活
動
」
で
編
成
し
て
い
る
。

※
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
生
徒
に
対

す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
の
各
教

科
に
つ
い
て
は
、
別
に
示
し
て
い
る
。

そ
の
者
の
障
害
の
状
態
（
※
）
、
そ
の
者
の
教
育
上
必
要
な
支
援
の
内
容
、
地
域
に
お
け
る
教
育
の
体
制

の
整
備
の
状
況
、
本
人
・
保
護
者
の
意
見
、
専
門
家
の
意
見
、
そ
の
他
の
事
情
を
市
町
村
の
教
育
委
員
会

が
総
合
的
に
判
断
し
、
就
学
先
を
決
定
す
る
。

※
障
害
の
種
類
に
よ
り
異
な
る
が
、
例
え
ば
弱
視
者
に
お
い
て
は
、
特
別
支
援
学
級
の
対
象
と
な
る
障
害
の
程
度
は
「拡
大

鏡
等
の
使
用
に
よ
っ
て
も
通
常
の
文
字
、
図
形
等
の
視
覚
に
よ
る
認
識
が
困
難
な
程
度
の
も
の
」
で
あ
り
、
通
級
に
よ
る
指

導
の
対
象
と
な
る
障
害
の
程
度
は
「・
・
・通
常
の
学
級
で
の
学
習
に
お
お
む
ね
参
加
で
き
、
一
部
特
別
な
指
導
を
必
要
と
す

る
も
の
」
で
あ
る
。

特
別
支
援
教
育
に
か
か
わ
る
教
育
課
程
（
概
要
）
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障
害
の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒
へ
の
指
導
上
の
配
慮

幼
稚
園
教
育

要
領

（
第

3章
-第

1-
2）

(2
)障
害
の
あ
る
幼
児
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
，
集
団
の
中
で
生
活
す
る
こ
と
を
通
し
て
全
体
的
な
発
達
を
促
し

て
い
く
こ
と
に
配
慮
し
，
特
別
支
援
学
校
な
ど
の
助
言
又
は
援
助
を
活
用
し
つ
つ
，
例
え
ば
指
導
に
つ
い
て
の
計

画
又
は
家
庭
や
医
療
，
福
祉
な
ど
の
業
務
を
行
う
関
係
機
関
と
連
携
し
た
支
援
の
た
め
の
計
画
を
個
別
に
作

成
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
，
個
々
の
幼
児
の
障
害
の
状
態
な
ど
に
応
じ
た
指
導
内
容
や
指
導
方
法
の
工
夫
を
計

画
的
，
組
織
的
に
行
う
こ
と
。

小
学
校

中
学
校

学
習
指
導
要
領

（
第
１
章

-第
4-

2）

(7
)障
害
の
あ
る
児
童
（
生
徒
）
な
ど
に
つ
い
て
は
，
特
別
支
援
学
校
等
の
助
言
又
は
援
助
を
活
用
し
つ
つ
，
例
え

ば
指
導
に
つ
い
て
の
計
画
又
は
家
庭
や
医
療
，
福
祉
等
の
業
務
を
行
う
関
係
機
関
と
連
携
し
た
支
援
の
た
め

の
計
画
を
個
別
に
作
成
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
，
個
々
の
児
童
（生
徒
）
の
障
害
の
状
態
等
に
応
じ
た
指
導
内
容

や
指
導
方
法
の
工
夫
を
計
画
的
，
組
織
的
に
行
う
こ
と
。
特
に
，
特
別
支
援
学
級
又
は
通
級
に
よ
る
指
導
に
つ

い
て
は
、
教
師
間
の
連
携
に
努
め
，
効
果
的
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

高
等
学
校

学
習
指
導
要
領

（
第

1章
-

第
5款

-5
）

(8
)障
害
の
あ
る
生
徒
な
ど
に
つ
い
て
は
､各
教
科
・科
目
等
の
選
択
、
そ
の
内
容
の
取
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
必
要

な
配
慮
を
行
う
と
と
も
に
、
特
別
支
援
学
校
等
の
助
言
又
は
援
助
を
活
用
し
つ
つ
、
例
え
ば
指
導
に
つ
い
て
の

計
画
又
は
家
庭
や
医
療
、
福
祉
、
労
働
等
の
業
務
を
行
う
関
係
機
関
と
連
携
し
た
支
援
の
た
め
の
計
画
を
個

別
に
作
成
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
､個
々
の
生
徒
の
障
害
の
状
態
等
に
応
じ
た
指
導
内
容
や
指
導
方
法
の
工
夫

を
計
画
的
、
組
織
的
に
行
う
こ
と
。

-1
-

【
学
習
指
導
要
領
】

【
学
校
教
育
法
】
第
八
十
一
条

幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
は
、
次
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
そ
の
他
教
育
上
特
別
の
支
援
を
必
要

と
す
る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
に
対
し
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
障
害
に
よ
る
学
習
上
又
は
生
活
上
の
困
難
を
克
服
す
る
た
め
の
教
育
を
行
う
も
の
と
す
る
。

②
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
に
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
に
、
特
別
支
援
学
級
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

一
知
的
障
害
者
二
肢
体
不
自
由
者
三
身
体
虚
弱
者
四
弱
視
者
五
難
聴
者
六
そ
の
他
障
害
の
あ
る
者
で
、
特
別
支
援
学
級
に
お
い
て
教
育
を
行
う
こ
と
が
適
当
な
も
の

③
前
項
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
は
、
疾
病
に
よ
り
療
養
中
の
児
童
及
び
生
徒
に
対
し
て
、
特
別
支
援
学
級
を
設
け
、
又
は
教
員
を
派
遣
し
て
、
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

幼
稚
園
、
小
・
中
・
高
等
学
校
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
に
つ
い
て
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【
学
校
教
育
法
施
行
規
則
】

第
百
四
十
条
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
又

は
生
徒
（
特
別
支
援
学
級
の
児
童
及
び
生
徒
を
除
く
。
）
の
う
ち
当
該
障
害
に
応
じ
た
特
別
の
指
導
を
行
う
必
要
が
あ
る
も
の
を
教
育

す
る
場
合
に
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
二
条
の
規
定
並

び
に
第
七
十
二
条
か
ら
第
七
十
四
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
教
育
課
程
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
平
成
５
年
１
月
２
８
日
文
部
省
告
示
第
７
号
】

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
１
４
０
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成

５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（以
下
「規
則
」
と
い
う
。
）第
１
４
０

条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
児
童
又
は
生
徒
（特
別
支
援
学
級
の
児
童
及
び
生
徒
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

特
別
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
児
童
ま
た
は
生
徒
の
障
害
に
応
じ
た
特
別
の
指

導
（
以
下
「
障
害
に
応
じ
た
特
別
の
指
導
」
と
い
う
。
）を
、
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
教
育
課
程
に

加
え
、
又
は
そ
の
一
部
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

１
障
害
に
応
じ
た
特
別
の
指
導
は
、
障
害
の
状
態
の
改
善
又
は
克
服
を
目
的
と
す
る
指
導
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
障
害
の
状
態
に
応
じ
て
各
教
科
の
内
容
を
補
充
す
る
た
め
の
特
別
の
指
導
を
含
む
も
の
と
す
る
。

２
障
害
に
応
じ
た
特
別
の
指
導
に
係
る
授
業
時
数
は
、
規
則
第
１
４
０
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
八
号
に
該
当
す
る
児
童

又
は
生
徒
に
つ
い
て
は
、
年
間
３
５
単
位
時
間
か
ら
２
８
０
単
位
時
間
ま
で
を
標
準
と
し
、
同
条
第
六
号
及
び
第
七
号
に
該
当
す
る
児

童
又
は
生
徒
に
つ
い
て
は
、
年
間
１
０
単
位
時
間
か
ら
２
８
０
単
位
時
間
ま
で
を
標
準
と
す
る
。

【
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
総
則
編
】

指
導
に
当
た
っ
て
は
，
特
別
支
援
学
校
小
学
部
・
中
学
部
学
習
指
導
要
領
を
参
考
と
し
，
例
え
ば
，
障
害
に
よ
る
学
習
上
又
は
生
活

上
の
困
難
の
改
善
・
克
服
を
目
的
と
し
た
指
導
領
域
で
あ
る
「
自
立
活
動
」
の
内
容
を
取
り
入
れ
る
な
ど
し
て
，
個
々
の
児
童
の
障
害
の

状
態
等
に
応
じ
た
具
体
的
な
目
標
や
内
容
を
定
め
，
学
習
活
動
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

-2
-

「
通
級
に
よ
る
指
導
」
に
係
る
教
育
課
程
に
つ
い
て
（
法
令
）
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「
通
級
に
よ
る
指
導
」
に
係
る
教
育
課
程
に
つ
い
て

通
級
に
よ
る
指
導

小
・
中
学
校
の
通
常
の
学
級
に
在
籍
し
て
い
る
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
が
、
通
常
の
学
級
で
各
教
科
等
の
指
導

を
受
け
な
が
ら
、

障
害
に
応
じ
た
特
別
の
指
導
の
内
容

特
別
の
指
導
を
行
う
場
合
は
、

と
し
て
実
施
。

特
別
の
指
導
に
係
る
授
業
時
数

年
間

35
～

28
0単
位
時
間
（
学
習
障
害
及
び
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
の
児
童
生
徒
に
つ
い
て
は
、
年
間
1
0
～

2
8
0
単
位
時
間
）
を
標
準

各
教
科

道 徳 科

外 国 語 活 動

総 合 的 な 学

習 の 時 間

特 別 活 動
国 語

社 会
算 数

理 科
生 活

音 楽
図 画 工

作
家 庭

体 育

障 害 に 応 じ

た 特 別 の 指

導

通
常
の
学
級
で
指
導

特
別
の
場
で
指
導
（
自
校
/他
校
）

一
人
一
人
の
障
害
の
状
態
に
応
じ
て
、
特
別
支
援
学
校

学
習
指
導
要
領
「
自
立
活
動
」
を
参
考
に
、
指
導
目
標
及
び

具
体
的
な
指
導
内
容
を
設
定

↓
「
個
別
の
指
導
計
画
」
を
作
成
し
、
指
導
。

特
別
支
援
学
校
学
習
指
導
要
領
「
自
立
活
動
」

目
標 個
々
の
幼
児
児
童
生
徒
が
自
立
を
目
指
し
、
障
害
に
よ
る
学
習
上
又
は
生
活
上
の
困

難
を
主
体
的
に
改
善
・
克
服
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
、
技
能
、
態
度
及
び
習
慣
を
養

い
、
も
っ
て
心
身
の
調
和
的
発
達
の
基
盤
を
培
う
。

内
容
1
.健
康
の
保
持
、
2
.心
理
的
な
安
定
、
3
.人
間
関
係
の
形
成
、
4
.環
境
の
把
握
、
5
.身

体
の
動
き
、
6
.ｺ
ﾐｭ
ﾆｹ
ｰｼ
ｮﾝ

上
記
の
6
区
分
の
下
に
2
6
項
目
を
示
す

（
具
体
例
）
小
学
校
に
お
け
る
「
通
級
に
よ
る
指
導
」

対
象
児
童
の
障
害
言
語
発
達
の
遅
れ

1
.心
理
的
な
安
定
、
2
.人
間
関
係
の
形
成
、

4
.環
境
の
把
握
、
6
.ｺ
ﾐｭ
ﾆｹ
ｰｼ
ｮﾝ

に
関
す
る
項
目
を
選
定
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【
学
校
教
育
法
施
行
規
則
】

第
百
三
十
八
条
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
け
る
特
別
支
援
学
級
に
係
る
教
育
課
程
に
つ
い

て
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
二
条
の
規
定
並
び
に
第
七
十
二
条
か
ら
第
七

十
四
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
教
育
課
程
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
通
知
】

（
「
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
公
示
及
び
移
行
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）」
（
20
文
科
初
第

13
07
号
平
成

21
年

3月
9日

文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
）

小
学
校
又
は
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）に
お
い
て
特
別
支
援
学
級
に
お
け
る
指
導
又
は
通
級
に
よ
る
指

導
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
１
３
８
条
又
は
同
規
則
第
１
４
０
条
の
規
定
に
基
づ
き
特
別
の
教
育
課
程
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
特
別
支
援
学
校
小
学
部
・
中
学
部
学
習
指
導
要
領
を
参
考
に
し
、
実
情
に
応
じ
た
教
育
課

程
を
編
成
す
る

【
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
総
則
編
】

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第

13
8条
で
は
，
「
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
け
る
特
別
支
援
学

級
に
係
る
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
，
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
は
，
第

50
条
第
１
項
，
第

51
条
及
び
第

52
条
の
規
定
並
び
に
第

72
条

か
ら
第

74
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
特
別
の
教
育
課
程
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
場
合
，
特
別
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
と
し
て
も
，
学
校
教
育
法
に
定
め
る
小
学
校
の
目
的
及
び
目
標
を
達
成
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
，
特
別
支
援
学
級
に
お
い
て
特
別
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
場
合
に
は
，
学
級
の

実
態
や
児
童
の
障
害
の
程
度
等
を
考
慮
の
上
，
特
別
支
援
学
校
小
学
部
・中
学
部
学
習
指
導
要
領
を
参
考
と
し
，
例
え
ば
，
障
害
に

よ
る
学
習
上
又
は
生
活
上
の
困
難
の
改
善
・
克
服
を
目
的
と
し
た
指
導
領
域
で
あ
る
「
自
立
活
動
」
を
取
り
入
れ
た
り
，
各
教
科
の
目

標
・
内
容
を
下
学
年
の
教
科
の
目
標
・
内
容
に
替
え
た
り
，
各
教
科
を
，
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
に
対
す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援

学
校
の
各
教
科
に
替
え
た
り
す
る
な
ど
し
て
，
実
情
に
合
っ
た
教
育
課
程
を
編
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

-4
-

特
別
支
援
学
級
に
係
る
教
育
課
程
に
つ
い
て
（
法
令
）
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特
別
支
援
学
級
に
係
る
教
育
課
程
に
つ
い
て

特
別
支
援
学
級

特
別
支
援
学
級
の
教
育
課
程
は
、
小
・
中
学
校
の
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
て
編
成
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、

特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
別
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
こ
と
が
可
能
。

特
別
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
場
合
は
、

。
特
別
の
教
育
課
程
を
編
成
す
る
場
合
も
、
学
校
教
育
法
に
定
め
る
小
・
中
学
校

の
目
的
及
び
目
標
を
達
成
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
別
支
援
学
級
の
1
学
級
の
編
制

1
5
人
以
下
を
標
準
。

［
学
習
指
導
要
領
解
説
の
記
述
例
］

・
特
別
支
援
学
校
学
習
指
導
要
領
の
「
自
立
活
動
」
を
取
り
入
れ
る
・
各
教
科
の
目
標
・
内
容
を
下
学
年
の
教
科
の
目
標
・
内
容
に
替
え
る

・
特
別
支
援
学
校
（
知
的
障
害
）
の
各
教
科
に
替
え
る
な
ど

実
情
に
合
っ
た
教
育
課
程
の
編
成

各
教
科

道 徳 科

特 別 活 動

総 合 的 な 学 習 の

時 間
自 立 活 動

国 語
社 会
数 学
理 科
音 楽

美 術
保 健 体 育

職 業 ・ 家 庭

※ 外 国 語

（
具
体
例
）
知
的
障
害
特
別
支
援
学
級

各
教
科

道 徳 科

総 合 的 な 学 習

の 時 間

特 別 活 動

自 立 活 動
国 語

社 会
数 学

音 楽
美 術

（ 下 学 年 ）

保 健 体 育

技 術 ・ 家 庭

外 国 語

日 常 生 活 の 指

導
作 業 学 習

生 活 単 元 学 習

教
科
等
別
の
指
導

教
科
等
を
合
わ
せ
た
指
導

生
徒
の
知
的
障
害
の
状
態
な
ど
を
踏
ま
え
、

特
別
支
援
学
校
学
習
指
導
要
領
を
参
考
に
、

教
育
課
程
を
編
成

↓
「
個
別
の
指
導
計
画
」
を
作
成
し
、
指
導

各
教
科

道 徳 科

総 合 的 な 学 習 の

時 間
特 別 活 動

国 語
社 会
数 学

理 科
音 楽

美 術
保 健 体 育

技 術 ・ 家 庭

外 国 語

特
別
支
援
学
校
中
学
部
（
知
的
障
害
）
の
教
育
課
程

中
学
校
の
教
育
課
程

※ 外 国 語 を 設 け

る こ と が で き る
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自
立
活
動
に
つ
い
て

個
々
の
児
童
又
は
生
徒
が
自
立
を
目
指
し
、

障
害
に
よ
る
学
習
上
又
は
生
活
上
の
困
難
を
主
体
的
に
改
善
・

克
服
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
、
技
能
、
態
度
及
び
習
慣
を
養
い
、

も
っ
て
心
身
の
調
和
的
発
達
の
基
盤
を
培
う
。

目
的

※
「
特
別
支
援
学
校
小
中
学
部
学
習
指
導
要
領
」
よ
り
。
幼
稚
部
、
高
等
部
も
同
様
の
記
述
。

内
容
と
そ
の
取
扱
い

・
個
々
の
幼
児
児
童
生
徒
に
設
定
さ
れ
る
具
体
的
な
「
指
導
内

容
」
の
要
素
が
６
区
分
２
６
項
目
で
示
さ
れ
て
い
る
。

・
幼
児
児
童
生
徒
の
実
態
把
握
を
基
に
、
個
々
の
幼
児
児
童
生

徒
に
必
要
と
さ
れ
る
項
目
を
選
定
し
、
そ
れ
ら
を
相
互
に
関
連
付

け
て
具
体
的
な
指
導
内
容
を
設
定
す
る
。
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１
健
康
の
保
持

(1
)生
活
の
リ
ズ
ム
や
生
活
習
慣
の
形
成
に
関
す
る
こ
と
。

(2
)病
気
の
状
態
の
理
解
と
生
活
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

(3
)身
体
各
部
の
状
態
の
理
解
と
養
護
に
関
す
る
こ
と
。

(4
)健
康
状
態
の
維
持
・
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

２
心
理
的
な
安
定

(1
)情
緒
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

(2
)状
況
の
理
解
と
変
化
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と
。

(3
)障
害
に
よ
る
学
習
上
又
は
生
活
上
の
困
難
を
改
善
・克
服
す
る
意
欲
に
関
す
る
こ
と
。

３
人
間
関
係
の
形
成

(1
)他
者
と
の
か
か
わ
り
の
基
礎
に
関
す
る
こ
と
。

(2
)他
者
の
意
図
や
感
情
の
理
解
に
関
す
る
こ
と
。

(3
)自
己
の
理
解
と
行
動
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

(4
)集
団
へ
の
参
加
の
基
礎
に
関
す
る
こ
と
。

４
環
境
の
把
握

(1
)保
有
す
る
感
覚
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

(2
)感
覚
や
認
知
の
特
性
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と
。

(3
)感
覚
の
補
助
及
び
代
行
手
段
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

(4
)感
覚
を
総
合
的
に
活
用
し
た
周
囲
の
状
況
の
把
握
に
関
す
る
こ
と
。

(5
)認
知
や
行
動
の
手
掛
か
り
と
な
る
概
念
の
形
成
に
関
す
る
こ
と
。

５
身
体
の
動
き

(1
)姿
勢
と
運
動
・
動
作
の
基
本
的
技
能
に
関
す
る
こ
と
。

(2
)姿
勢
保
持
と
運
動
・
動
作
の
補
助
的
手
段
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

(3
)日
常
生
活
に
必
要
な
基
本
動
作
に
関
す
る
こ
と
。

(4
)身
体
の
移
動
能
力
に
関
す
る
こ
と
。

(5
)作
業
に
必
要
な
動
作
と
円
滑
な
遂
行
に
関
す
る
こ
と
。

６
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

(1
)コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
礎
的
能
力
に
関
す
る
こ
と
。

(2
)言
語
の
受
容
と
表
出
に
関
す
る
こ
と
。

(3
)言
語
の
形
成
と
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

(4
)コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
選
択
と
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

(5
)状
況
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
こ
と
。

自
立
活
動
の
内
容
の
６
区
分
２
６
項
目
に
つ
い
て
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通
常
の
学
級

（
支
援
）自
立
活
動
に
つ
い
て

教
育
基
本
法
第

4条
２
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
障
害

の
あ
る
者
が
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
応

じ
、
十
分
な
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

教
育
上
必
要
な
支
援
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第

14
0条

小
・
中
学
校
等
に
お
い
て
、
障
害
に
応
じ

た
特
別
の
指
導
を
行
う
必
要
が
あ
る
も

の
を
教
育
す
る
場
合
は
、
特
別
の
教
育

課
程
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第

13
8条

小
・
中
学
校
等
に
お
け
る
特
別
支
援
学

級
に
係
る
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
（
中

略
）
特
別
の
教
育
課
程
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。

・発
達
の
遅
れ
や
不
均
衡
を
改
善

・発
達
の
進
ん
で
い
る
側
面
を
更
に
伸
ば
し、
遅
れ
て
い
る
側
面
を
補
う

心
身
の
調
和
的
発
達
の
基
盤
を
培
う

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第

12
6条

小
学
部
の
教
育
課
程
は
、
各
教
科
、
道

徳
、
外
国
語
活
動
、
総
合
的
な
学
習
の

時
間
、
特
別
活
動
並
び
に
自
立
活
動
に

よ
つ
て
編
成
す
る

教
科
別
の
指
導

調
和
の
とれ
た
育
成

通
級
に
よ
る
指
導

（
学
習
指
導
要
領
）
「教
師
間
の
連
携
に
努
め
、効
果
的
な
指
導
を
行
うこ
と」

（
〃
解
説
総
則
編
）
３
その
他
の
教
育
課
程
編
成
の
特
例
（
２
）
通
級
に
よる

指
導
の
場
合
「（
中
略
）
障
害
に
よ
る
学
習
上
又
は
生
活
上
の
困
難
の
改
善
・克

服
を
目
的
とし
た
自
立
活
動
の
内
容
を
取
り入
れ
る
（
中
略
）
」

特
別
支
援
学
級

（
学
習
指
導
要
領
）
「教
師
間
の
連
携
に
努
め
、効
果
的
な
指
導
を
行
うこ
と」

（
〃
解
説
総
則
編
）
３
その
他
の
教
育
課
程
編
成
の
特
例
（
１
）
特
別
支
援
学
級
の
場

合
「（
中
略
）
障
害
に
よる
学
習
上
又
は
生
活
上
の
困
難
の
改
善
・克
服
を
目
的
とし
た
自

立
活
動
の
内
容
を
取
り入
れ
た
り（
中
略
）
」

特
別
支
援
学
校

（
学
習
指
導
要
領
）
自
立
活
動
に
充
て
る
授
業
時
数
は
適
切
に
定
め
る

（
〃
解
説
自
立
活
動
編
）
時
間
の
指
導
を
要
とし
て
教
育
活
動
全
体
を
通
じて
指
導

算
数
（
体
積
）
：
平
面
で
の
理

解
が
困
難
な
児
童
に
対
し
、

積
み
木
で
イ
メ
ー
ジ
化

自 立 活 動
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【
「
合
理
的
配
慮
」
の
定
義
】

○
障
害
の
あ
る
子
供
が
、
他
の
子
供
と
平
等
に
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
を
享
有
・
行
使

す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
、

・
学
校
の
設
置
者
及
び
学
校
が
必
要
か
つ
適
当
な
変
更
・
調
整
を
行
う
こ
と

・
障
害
の
あ
る
子
供
に
対
し
、
そ
の
状
況
に
応
じ
て
、
学
校
教
育
を
受
け
る
場
合
に

個
別
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の

・
学
校
の
設
置
者
及
び
学
校
に
対
し
て
、
体
制
面
、
財
政
面
に
お
い
て
、
均
衡
を
失
し
た

又
は
過
度
の
負
担
を
課
さ
な
い
も
の

合
理
的
配
慮
に
つ
い
て

（
中
教
審
初
中
分
科
会
報
告
（
H
2
4
.7
）
よ
り
）
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学
校
に
お
け
る
合
理
的
配
慮
の
観
点
（
３
観
点
１
１
項
目
）

①
教
育
内
容
・
方
法

①
－
１
教
育
内
容

①
－
１
－
１
学
習
上
又
は
生
活
上
の
困
難
を
改
善
・
克
服
す
る
た
め
の
配
慮

①
－
１
－
２
学
習
内
容
の
変
更
・
調
整

①
－
２
教
育
方
法

①
－
２
－
１
情
報
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
及
び
教
材
の
配
慮

①
－
２
－
２
学
習
機
会
や
体
験
の
確
保

①
－
２
－
３
心
理
面
・
健
康
面
の
配
慮

②
支
援
体
制

②
－
１
専
門
性
の
あ
る
指
導
体
制
の
整
備

②
－
２
幼
児
児
童
生
徒
､教
職
員
､保
護
者
､地
域
の
理
解
啓
発
を
図
る
た
め
の
配
慮

②
－
３
災
害
時
等
の
支
援
体
制
の
整
備

③
施
設
・
設
備

③
－
１
校
内
環
境
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

③
－
２
発
達
、
障
害
の
状
態
及
び
特
性
等
に
応
じ
た
指
導
が
で
き
る
施
設
・
設
備
の
配
慮

③
－
３
災
害
時
等
へ
の
対
応
に
必
要
な
施
設
・
設
備
の
配
慮

合
理
的
配
慮
の
観
点
に
つ
い
て

（
中
教
審
初
中
分
科
会
報
告
（
H
2
4
.7
）
よ
り
）
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合
理
的
配
慮
に
つ
い
て
(障
害
者
権
利
条
約
、
障
害
者
差
別
解
消
法
）

●
障
害
者
権
利
条
約
（
Ｈ
２
６
．
１
批
准
）

第
２
４
条

１
締
約
国
は
、
教
育
に
つ
い
て
の
障
害
者
の
権
利
を
認
め
る
。

２
締
約
国
は
、
１
の
権
利
の
実
現
に
当
た
り
、
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
。

(c
)
個
人
に
必
要
と
さ
れ
る
合
理
的
配
慮
（
re

as
on

ab
le

 a
cc

om
m

od
at

io
n）
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

●
障
害
者
差
別
解
消
法
（
Ｈ
２
８
．
４
．
１
施
行
）

第
７
条
行
政
機
関
等
は
、
そ
の
事
務
又
は
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
障
害
を
理
由
と
し
て
障
害
者
で
な
い

者
と
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
の
権
利
利
益
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
行
政
機
関
等
は
、
そ
の
事
務
又
は
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
障
害
者
か
ら
現
に
社
会
的
障
壁
の
除

去
を
必
要
と
し
て
い
る
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
実
施
に
伴
う
負
担
が
過

重
で
な
い
と
き
は
、
障
害
者
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
当
該
障
害
者
の
性
別
、

年
齢
及
び
障
害
の
状
態
に
応
じ
て
、
社
会
的
障
壁
の
除
去
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
か
つ
合
理
的
な

配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
８
条
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
（
・
・
・
第
７
条
第
１
項
に
同
じ
・
・
・
）
。

２
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
（
・
・
・
第
７
条
第
２
項
に
同
じ
・
・
・
）
必
要
か
つ
合
理

的
な
配
慮
を
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
理
的
配
慮
に
つ
い
て
（
２
８
．
４
．
１
～
）

○
国
公
立
学
校
な
ど
⇒
行
政
機
関
等
⇒
法
的
義
務

○
学
校
法
人
な
ど

⇒
事
業
者

⇒
努
力
義
務
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視
覚
障
害
(
弱
視
)
の
Ａ
さ
ん

矯
正
視
力
が
0
.
1で
、
明
る
す
ぎ
る

と
ま
ぶ
し
さ
を
感
じ
る
。

黒
板
に
近
づ
け
ば
文
字
は
読
め
る
。

〇
廊
下
側
の
前
方
の
座
席

〇
教
室
の
照
度
調
整
の
た
め
に

カ
ー
テ
ン
を
活
用

〇
弱
視
レ
ン
ズ
の
活
用

【
状
態
】

学
習
障
害
（
Ｌ
Ｄ
）
の
Ｃ
さ
ん

読
み
書
き
が
苦
手
で
、
特
に
ノ
ー
ト
テ
イ
ク
が
難
し
い
。

【
状
態
】 ※
デ
ー
タ
の
管
理
方
法
等
に
つ
い
て
留
意

〇
板
書
計
画
を
印
刷
し
て
配
布

〇
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
等
※
に
よ
る
板
書
撮
影

〇
Ｉ
Ｃ
レ
コ
ー
ダ
ー
等
※
に
よ
る
授
業
中
の

教
員
の
説
明
等
の
録
音

【
状
態
】
両
足
に
ま
ひ
あ
り
、
車
い
す
使
用
。

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
が
困
難
。

〇
教
室
を
1
階
に
配
置

○
車
い
す
の
目
線
に
合
わ
せ
た

掲
示
物
等
の
配
置

〇
車
い
す
で
廊
下
を
安
全
に
移
動

す
る
た
め
の
段
差
の
解
消

肢
体
不
自
由
の
Ｂ
さ
ん

聴
覚
障
害
（
難
聴
）
の
Ｄ
さ
ん

右
耳
は
重
度
難
聴
。
左
耳
は
軽
度
難
聴
。

【
状
態
】

○
教
室
前
方
・
右
手
側
の
座
席
配
置

（
左
耳
の
聴
力
を
生
か
す
）

○
Ｆ
Ｍ
補
聴
器
の
利
用

○
口
形
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
た
形
で
の
会
話

（
座
席
を
コ
の
字
型
に
し
、
他
の
児
童
の

口
元
を
見
や
す
く
す
る
等
）

-1
3-

合
理
的
配
慮
の
例

※
合
理
的
配
慮
は
一
人
一
人
の
障
害
の
状
態
や
教
育
的
ニ
ー
ズ
等
を
踏
ま
え
て
個
別
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
例
示
で
あ
る
。

151



個
別
の
指
導
計
画
と
個
別
の
教
育
支
援
計
画
に
つ
い
て

個
別
の
指
導
計
画

個
別
の
教
育
支
援
計
画

（
参
考
）
小
学
校
学
習
指
導
要
領
第
１
章
総
則
第
４
（
抜
粋
）

( 7
 ) 
障
害
の
あ
る
児
童
な
ど
に
つ
い
て
は
，
特
別
支
援
学
校
等
の
助
言
又
は
援
助
を
活
用
し
つ
つ
，
例
え
ば

指
導
に
つ
い
て
の
計
画
又
は
家
庭
や
医
療
，
福
祉
等
の
業
務
を
行
う
関
係
機
関
と
連
携
し
た
支
援
の
た
め
の

計
画
を
個
別
に
作
成
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
，
個
々
の
児
童
の
障
害
の
状
態
等
に
応
じ
た
指
導
内
容
や
指
導
方

法
の
工
夫
を
計
画
的
，
組
織
的
に
行
う
こ
と
。
特
に
，
特
別
支
援
学
級
又
は
通
級
に
よ
る
指
導
に
つ
い
て
は
，

教
師
間
の
連
携
に
努
め
，
効
果
的
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

幼
児
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
障
害
の
状
態
等
に
応
じ
た
き
め
細
か
い
指
導
が
行
え
る
よ
う
、
教
育
課
程

や
指
導
計
画
、
個
別
の
教
育
支
援
計
画
等
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
に
幼
児
児
童
生
徒
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
に

対
応
し
て
、
指
導
目
標
や
指
導
内
容
・
方
法
等
を
盛
り
込
ん
だ
指
導
計
画
。

障
害
の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
教
育
の
視
点
か
ら
適
切
に
対
応
し
て
い
く

と
い
う
考
え
方
の
下
に
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
労
働
等
の
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
乳
幼
児
期
か
ら

学
校
卒
業
後
ま
で
の
長
期
的
視
点
に
立
っ
て
、
一
貫
し
て
的
確
な
教
育
支
援
を
行
う
た
め
に
、
障
害
の
あ
る

幼
児
児
童
生
徒
一
人
一
人
に
つ
い
て
作
成
し
た
支
援
計
画
。

特
別
支
援
学
校

全
て
の
幼
児
児
童
生
徒
を
対
象
に
作
成
（義
務
付
け
）

幼
・
小
・中
・高

障
害
の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒
に
お
い
て
作
成
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
（努
力
義
務
）

作
成
状
況
（Ｈ
２
６
）

幼
稚
園

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

個
別
の
指
導
計
画

４
７
．
３
％
（
７
６
．
６
％
）

９
２
．
５
％
（
９
８
．
１
％
）
８
３
．
７
％
（
９
５
．
６
％
）
２
７
．
２
％
（
６
７
．
１
％
）

個
別
の
教
育
支
援
計
画

３
８
．
６
％
（
６
５
．
９
％
）

７
８
．
６
％
（
８
７
．
７
％
）
７
１
．
９
％
（
８
６
．
４
％
）
２
３
．
２
％
（
５
９
．
３
％
）

＊
（
）
内
は
作
成
す
る
必
要
の
あ
る
該
当
者
が
い
な
い
学
校
数
を
調
査
対
象
校
数
か
ら
引
い
た
場
合
の
作
成
率
を
示
す
。

＊
幼
稚
園
教
育
要
領
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
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個
別
の
指
導
計
画
の
例

平
成

○
年

度
個

別
指

導
計
画

 
○

○
立

○
○

小
学
校

 
言

語
障

害
通

級
指

導
学

級
 

＜
児
童

名
ふ

り
が

な

＞
 

 
 

○
○

 
○

○
 

＜
在

籍
学
校

・
学

級
＞
 

○
○

小
学
校

３
年

○
組
 

＜
担
任

＞
 

○
○

 
○

○
 

＜
当

教
室

担
任

＞
 

 
○

○
 

○
○

 
＜

通
級

形
態

＞
 

週
１
回

 
２

単
位
時

間
 

＜
本

児
の

願
い

＞
 

言
葉

を
覚

え
た

い
。

 

 

＜
保

護
者

の
願

い
＞

 

言
葉

で
自

分
の

気
持

ち
な

ど
を

伝
え

ら
れ

る
よ

う
に

な
り

、
言

い
た

い
こ

と
が

言
え

な
く

て
イ

ラ
イ

ラ
し

た
り

し
な

く
な

っ
て

ほ
し

い
。

 

目
標

 

○
身

近
な

も
の

に
つ

い
て

の
語

彙
を

増
や

し
、

言
葉

の
イ

メ
ー

ジ
を

豊
か

に
す

る
。

 
○

言
葉

で
状

況
や

自
分

の
気

持
な

ど
を

で
き

る
だ

け
詳

し
く

伝
え

ら
れ

る
よ

う
に

な
る

。
 

○
得

意
な

こ
と

を
通

し
て

、
集

中
し

て
取

り
組

む
気

持
ち

や
自

信
を

つ
け

る
。

 

 
ね

 ら
 い

 
学

 
習

 
内

 
容

 
評

 
 

価
 

一 学 期 

 

(1
)身

近
な

も
の

、
動

作

や
状

態
を

表
す

言
葉

等
を

覚
え

る
。
 

(2
)
２

～
３

人
の

人
が

や
り

と
り

を
し

て
い

る
絵

を
見

て
、

文
章

化
す

る
。

前
後

の
状

況
を

絵
に

し
て

、
説

明
す

る
。

 

(3
)
覚

え
た

語
彙

や
前

後
の

状
況

を
得

意
な

絵
で

表
す

。
 

(1
)絵

カ
ー

ド
や

情
景

を

描
い

た
絵

に
つ

い
て

、

出
て

く
る

語
彙

を
覚

え

た
り

、
説

明
し

た
り

す

る
。

 

(2
)状

況
の

絵
を

見
て

文

章
に

す
る

。
ま

た
、

で

き
た

文
を

前
後

の
つ

な

が
り

を
確

認
し

な
が

ら

組
み

立
て

る
。
 

(3
)覚

え
た

語
彙

や
状

況

の
前

後
を

絵
に

し
て

説

明
す

る
。

 

(1
)名

称
が

出
て

こ
な

い
場

合
は

、「
何

を
す

る
も

の
？

」
と

い

っ
た

質
問
を

す
る

と
身

振
り

を
交

え
な

が
ら

、「
こ

う
や

っ
て

こ
う

す
る
も

の
」「

こ
う

や
っ
て

は
さ

む
。」

と
た

ど
た

ど
し

い
な

が
ら
も

、
説

明
す

る
こ

と
が

で
き

ま
し

た
。

 

(2
)「

ど
う

し
て

？
」「

そ
の

後
は

？
」「

ど
う

思
っ

た
？

」
等

と
一

つ
一
つ

丁
寧

に
質

問
し

て
い

く
こ

と
で

、
文

章
を

つ
な

げ
て

い
く
こ

と
が

で
き

ま
し

た
。
ま

た
、
後

か
ら

思
い

つ
い

た
文

と
前
に

言
っ

た
文

を
「

誰
が
？

」
等

一
つ

一
つ

確
認

し

て
い

く
こ
と

で
、
時

系
列

に
並

べ
て

い
く

こ
と

が
で

き
ま

し

た
。

 

(3
)意

欲
的

に
取

り
組

み
、
状

況
絵

は
３

コ
マ

漫
画

の
よ

う
に

吹

き
だ

し
を
つ

け
る

な
ど

し
て

い
ま

し
た

。
 

 

東
京

都
教

育
委

員
会

「
特

別
支

援
学

級
の

教
育

課
程

編
成

の
手

引
」
か

ら

ht
tp

://
w

w
w.

ky
oi

ku
.m

et
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.to
ky
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/b
uk
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sh

id
ou

/2
3t
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us

hi
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個
別
の
教
育
支
援
計
画
の
例

東
京

都
教

育
委

員
会

「
特

別
支

援
学

級
の

教
育

課
程

編
成

の
手

引
」
か

ら



特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
つ
い
て

特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
は
、
各
学
校
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育

の
推
進
の
た
め
、
主
に
、

・
特
別
支
援
教
育
に
係
る
校
内
委
員
会
・
校
内
研
修
の
企
画
・
運
営
、

・
関
係
諸
機
関
・
学
校
と
の
連
絡
・
調
整
、

・
保
護
者
か
ら
の
相
談
窓
口

な
ど
の
役
割
を
担
う
教
員
。
校
長
が
指
名
し
、
校
務
分
掌
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

（
平
成

26
年
度
配
置
状
況
）
８
７
．
４
％
（
国
公
私
・
幼
小
中
高
計
）

校
内
支
援
が
必
要

学
級
担
任
の
気
付
き

校
内
体
制
整
備

教
育
相
談

（
担
任
、
教
育
相
談
担
当
、
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
管
理
職
）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

（
調
整
機
能
）

保
護
者

校
内
委
員
会

・
実
態
把
握
、
判
断
、
対
応
策
の
検
討

・
専
門
的
判
断
、
対
応
策
の
検
討
等

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
相
談
・
調
整
）

保
護
者
の
気
付
き

学
年
会
等
で

の
協
議

専
門
家
チ
ー
ム

巡
回
相
談
員

学
級
・
学
年
で
の
配
慮
・
指
導

支
援
体
制

※
「
小
・
中
学
校
に
お
け
る
Ｌ
Ｄ
（
学
習
障
害
）
、
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
（
注
意
欠
陥
／
多
動
性
障
害
）
、
高
機
能
自
閉
症
の

児
童
生
徒
へ
の
教
育
支
援
体
制
の
整
備
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
試
案
）
」
（
Ｈ
１
６
文
部
科
学
省
）
よ
り
作
成

＜
支
援
に
至
る
ま
で
の
一
般
的
な
手
順
＞
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交
流
及
び
共
同
学
習
に
つ
い
て

・
障
害
の
あ
る
子
供
た
ち
の
経
験
を
広
め
て
積
極
的
な
態
度
を
養
い
、
社
会
性
や
豊
か
な
人

間
性
を
は
ぐ
く
む
上
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

・
小
・
中
学
校
の
子
供
た
ち
や
地
域
の
人
た
ち
が
、
障
害
の
あ
る
子
供
と
そ
の
教
育
に
対
す
る

正
し
い
理
解
と
認
識
を
深
め
る
た
め
の
機
会
で
あ
る
。

・
同
じ
社
会
で
生
き
る
人
間
と
し
て
、
互
い
を
正
し
く
理
解
し
、
共
に
助
け
合
い
、
支
え
合
っ
て
生

き
て
い
く
た
め
の
基
盤
づ
く
り
と
な
る
重
要
な
活
動
で
あ
る
。

＜
障
害
の
あ
る
子
供
と
な
い
子
供
が
活
動
を
共
に
す
る
こ
と
の
意
義
＞

交
流
及
び
共
同
学
習
と
は
、

障
害
の
あ
る
子
ど
も
と
障
害
の
な
い
子
ど
も
が
一
緒
に
参
加
す
る
活
動
で

あ
っ
て
、
相
互
の
ふ
れ
合
い
を
通
じ
て
豊
か
な
人
間
性
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
目

的
と
す
る
交
流
の
側
面
と
、
教
科
等
の
ね
ら
い
の
達
成
を
目
的
と
す
る
共
同

学
習
の
側
面
の
両
方
を
持
つ
も
の
。

学
習
指
導
要
領
の
記
載
に
基
づ
き
、
特
別
支
援
学
校
と
幼
・
小
・
中
・
高
等

学
校
等
、
特
別
支
援
学
級
と
通
常
の
学
級
の
そ
れ
ぞ
れ
の
間
で
行
わ
れ
る
。
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第
4
指
導
計
画
の
作
成
等
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

２
．
以
上
の
ほ
か
，
次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

(1
2)
学
校
が
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
，
地
域
や
学
校
の
実
態
等
に
応
じ
，
家
庭
や
地
域
の
人
々
の
協

力
を
得
る
な
ど
家
庭
や
地
域
社
会
と
の
連
携
を
深
め
る
こ
と
。
ま
た
，
小
学
校
間
，
幼
稚
園
や
保
育
所
，
中

学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
な
ど
と
の
間
の
連
携
や
交
流
を
図
る
と
と
も
に
，
障
害
の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒

と
の
交
流
及
び
共
同
学
習
や
高
齢
者
な
ど
と
の
交
流
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
。

交
流
及
び
共
同
学
習
に
つ
い
て
（
学
習
指
導
要
領
総
則
に
お
け
る
記
述
）

第
4
指
導
計
画
の
作
成
等
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

１
．
各
学
校
に
お
い
て
は
，
次
の
事
項
に
配
慮
し
な
が
ら
，
学
校
の
創
意
工
夫
を
生
か
し
，
全
体
と
し
て
，
調

和
の
と
れ
た
具
体
的
な
指
導
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

(6
) 学
校
が
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
，
地
域
や
学
校
の
実
態
等
に
応
じ
，
家
庭
や
地
域
の
人
々
の
協

力
を
得
る
な
ど
家
庭
や
地
域
社
会
と
の
連
携
を
深
め
る
こ
と
。
ま
た
，
学
校
相
互
の
連
携
や
交
流
を
図
る
こ

と
に
も
努
め
る
こ
と
。
特
に
，
児
童
又
は
生
徒
の
経
験
を
広
め
て
積
極
的
な
態
度
を
養
い
，
社
会
性
や
豊
か

な
人
間
性
を
は
ぐ
く
む
た
め
に
，
学
校
の
教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
，
小
学
校
の
児
童
又
は
中
学
校
の
生

徒
な
ど
と
交
流
及
び
共
同
学
習
を
計
画
的
，
組
織
的
に
行
う
と
と
も
に
，
地
域
の
人
々
な
ど
と
活
動
を
共
に

す
る
機
会
を
積
極
的
に
設
け
る
こ
と
。

●
小
学
校
学
習
指
導
要
領
第

1章
総
則

●
特
別
支
援
学
校
小
学
部
・
中
学
部
学
習
指
導
要
領
第

1章
総
則

（
幼
稚
園
教
育
要
領
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
も
同
趣
旨
の
規
定
）

（
幼
稚
部
教
育
要
領
、
高
等
部
学
習
指
導
要
領
に
も
同
趣
旨
の
規
定
。
）
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①
計
画
的
、
組
織
的
に
継
続
し
た
活
動
を
実
施

●
双
方
の
学
校
同
士
が
十
分
に
連
絡
を
取
り
合
う
。

●
指
導
計
画
に
基
づ
く
内
容
や
方
法
を
事
前
に
検
討
す
る
。

●
一
人
一
人
の
実
態
に
応
じ
た
様
々
な
配
慮
を
行
う
。

②
二
つ
の
側
面
を
分
か
ち
が
た
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
推
進

●
相
互
の
触
れ
合
い
を
通
じ
て
豊
か
な
人
間
性
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
交
流
の
側
面

●
教
科
等
の
ね
ら
い
の
達
成
を
目
的
と
す
る
共
同
学
習
の
側
面

③
交
流
及
び
共
同
学
習
の
内
容
の
工
夫

●
学
校
行
事
や
ク
ラ
ブ
活
動
、
部
活
動
、
自
然
体
験
活
動
な
ど
を
合
同
で
行
っ
た
り
、
文
通
や
作

品
の
交
換
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
を
活
用
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
た
り
す
る
。

●
児
童
生
徒
の
障
害
の
状
態
及
び
発
達
の
段
階
や
特
性
等
並
び
に
地
域
や
学
校
の
実
態
に
応

じ
て
、
地
域
の
様
々
な
人
々
と
活
動
を
共
に
す
る
機
会
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
も
配
慮
。

◇
留
意
事
項

特
別
支
援
学
校
学
習
指
導
要
領
等
の
該
当
ペ
ー
ジ

・
解
説
総
則
等
編
幼
小
中

幼
：
P
9
9
～
1
0
0
、
小
中
：
Ｐ
1
8
3
～
1
8
6

・
解
説
総
則
等
編
高
：
Ｐ
1
0
9
～
1
1
2

20
-
2
0
-

交
流
及
び
共
同
学
習
に
つ
い
て
（
実
施
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項
）

（
特
別
支
援
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
総
則
等
編
に
お
け
る
記
述
）
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○
千
葉
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
「
交
流
及
び
共
同
学
習
実
践
ガ
イ
ド
」
よ
り
作
成
（
居
住
地
校
交
流
の
例
）

特
別
支
援
学
校
の
重
複
学
級
在
籍
の
４
年
生
。
保
護
者
の
方
は
、
地
域
の
方
に
我
が
子
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た

い
と
い
う
願
い
で
、
幼
い
頃
か
ら
小
学
校
の
運
動
会
を
見
学
し
て
い
た
経
緯
も
あ
り
、
居
住
地
校
交
流
に
つ
な
が
っ
た
。

交
流
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
運
動
会
の
応
援
だ
け
で
は
な
く
、
友
だ
ち
と
共
に
参
加
で
き
る
よ
う
体
育
の
授
業
交
流

も
行
う
と
同
時
に
、
聴
覚
か
ら
の
情
報
入
手
が
得
意
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
音
楽
の
授
業
交
流
も
行
っ
た
。

特
別
支
援
学
校
小
学
部

居
住
地
小
学
校

教
育
課
程
上
の

位
置
付
け

「
自
立
活
動
」

「
体
育
」
「
音
楽
」
「
図
工
」

目
標

「
交
流
及
び

共
同
学
習
の

ね
ら
い
」

「
個
別
の
指
導
計
画
」か
ら

・
語
彙
を
増
や
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
人
に
要
求
し
た
り
、

人
と
の
か
か
わ
り
を
楽
し
ん
だ
り
す
る
等
の
自
己
表

現
力
を
養
う
。

・
小
学
校
児
童
と
特
別
支
援
学
校
児
童
が
、
同
じ
活
動
に

取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
同
じ
地
域
で
暮
ら
す
仲
間
と
し
て

理
解
し
合
い
、
共
に
生
き
る
気
持
ち
を
育
て
る
。

打
ち
合
わ
せ

特
別
支
援
学
校
の
担
任
が
小
学
校
へ
行
き
、
本
人
、
保
護
者
の
要
望
及
び
本
人
の
様
子
を
伝
え
た
。
以
降
電
話

や
FA

Xで
密
に
連
絡
を
と
り
、
保
護
者
と
の
連
携
も
深
め
る
。

事
前
の
準
備

自
己
紹
介
カ
ー
ド
・
「
み
な
さ
ん
に
お
ね
が
い
」
作
成

小
学
校
参
観
や
紹
介

VT
Rを
視
聴
す
る
。

自
己
紹
介
カ
ー
ド
の
紹
介
、
掲
示
で
理
解
を
深
め
る
。

前
年
度
か
ら
の
引
き
継
ぎ
資
料
も
活
用
す
る
。

交
流
及
び
共
同

学
習
の
実
践
例

「
音
楽
」・
・
・歌
や
手
作
り
楽
器
で
授
業
参
加
。

「図
工
」・
・・
紙
や
糊
を
使
い
友
だ
ち
と
作
品
を
作
る
。

「
体
育
」
・・
・
運
動
会
練
習
を
通
し
て
当
日
の
見
通
し
と
大
き
な
集
団
で
も
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

「
運
動
会
」
・・
・
綱
引
き
、
踊
り
、
応
援
に
参
加
。
好
き
な
音
楽
の
力
を
発
揮
し
、
応
援
歌
を
歌
う
。

成
果

○
交
流
２
年
目
、
学
期
に
２
回
の
継
続
し
た
活
動
で
、
小
学
校
の
児
童
や
環
境
に
な
じ
み
笑
顔
が
増
え
た
。

○
授
業
や
行
事
で
の
交
流
及
び
共
同
学
習
を
通
し
、
交
流
や
相
互
理
解
に
つ
な
が
り
、
か
か
わ
る
場
面
も
増
え
た
。

○
学
校
と
保
護
者
と
の
き
め
細
や
か
な
連
絡
調
整
で
、
連
携
が
強
化
し
た
。

-
2
1
-

交
流
及
び
共
同
学
習
の
例
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自
立
活
動
の
改
善
・
充
実
の
方
向
性
（
検
討
素
案
）

特
別
支
援
学
校
等
を
取
り
巻
く
現
状

■
高
等
部
生
徒
数
の
増
加

■
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
数
の
増
加

■
障
害
の
状
態
の
多
様
化
（
重
度
･
重
複
を
含
む
）

成
果

と
課

題

［
成
果
］

◆
新
区
分
「
人
間
関
係
の
形
成
」
が
設
け
ら
れ
、
重
度
・
重
複
障
害
や
自
閉
症
を
含
む
多
様
な
障

害
に
応
じ
た
指
導
が
、
学
校
教
育
の
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
展
開

◆
解
説
に
「
Ｉ
Ｃ
Ｆ
に
よ
る
障
害
の
捉
え
方
」
が
示
さ
れ
た
り
、
幼
児
児
童
生
徒
の
自
立
と
社
会

参
加
に
向
け
た
ア
シ
ス
テ
ィ
ブ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
に
よ
り
、
自
己
の
力
を
可
能
な
限
り

発
揮
す
る
た
め
の
代
行
手
段
や
補
助
的
手
段
を
活
用
し
た
指
導
が
充
実

◆
幼
児
児
童
生
徒
が
発
達
の
進
ん
で
い
る
側
面
を
積
極
的
に
伸
ば
そ
う
と
す
る
態
度
が
育
成
な
ど

［
課
題
］
一
部
に

◆
社
会
に
出
て
か
ら
も
、
自
己
理
解
し
、
得
意
不
得
意
を
伝
え
る
こ
と
が
苦
手
だ
っ
た
り
、
進
路

先
で
人
間
関
係
を
築
く
力
な
ど
が
十
分
に
育
っ
て
い
な
い
と
の
課
題
が
指
摘

◆
現
在
の
実
態
だ
け
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
い
、
将
来
を
考
え
て
指
導
を
組
み
立
て
る
視
点
の
弱
さ

◆
実
態
把
握
か
ら
導
か
れ
た
指
導
目
標
と
到
達
状
況
の
乖
離

◆
幼
児
児
童
生
徒
自
身
が
、
前
の
学
び
か
ら
ど
の
よ
う
に
成
長
し
て
い
る
か
、
よ
り
深
い
学
び
に

向
か
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
主
体
的
に
捉
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
学
習
評
価
の
在
り
方

◆
各
教
科
等
に
お
け
る
自
立
活
動
と
関
連
を
図
っ
た
指
導
が
十
分
で
な
い

な
ど

育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力

発
達
段
階
を
踏
ま
え
た
自
立
活
動
の

内
容
の
改
善
・
充
実

（
例
）

・
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
の
三
つ
の

柱
に
沿
っ
た
内
容
の
整
理

・
自
己
の
理
解
や
感
情
を
高
め
る
よ
う
な

内
容
の
整
理

・
主
体
的
に
学
ぶ
意
欲
の
一
層
の
伸
長 な
ど

実
態
把
握
、
指
導
目
標
の
設
定
、
項

目
の
選
定
、
具
体
的
な
指
導
内
容
の

設
定
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
結
ぶ
要
点

を
わ
か
り
や
す
く
記
述

（
例
）

・
収
集
し
た
情
報
の
整
理

・
困
難
さ
の
背
景
に
着
目
し
た
指
導
課

題
の
関
係
性
等
の
整
理

・
優
先
す
る
指
導
目
標
の
明
確
化
な
ど

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
確
立

自
立
活
動
に
お
け
る
多
様
な
評
価

方
法
を
わ
か
り
や
す
く
記
述

（
例
）

・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価

・
自
己
評
価

な
ど

20
16

/5
/1

8

特
別
支
援
学
校
の
目
的

幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
又
は
高
等
学
校
に
準
ず
る
教
育
を
施
す
と
と
も
に
、
障
害
に
よ
る
学
習
上
又
は
生
活
上
の

困
難
を
克
服
し
自
立
を
図
る
た
め
に
必
要
な
知
識
技
能
を
授
け
る

自
立
活
動
の
目
標

個
々
の
児
童
又
は
生
徒
が
自
立
を
目
指
し
、
障
害
の
よ
る
学
習
上
又
は
生
活
上
の
困
難
を
主
体
的
に
改
善
・
克
服
す
る

た
め
に
必
要
な
知
識
、
技
能
、
態
度
及
び
習
慣
を
養
い
、
も
っ
て
心
身
の
調
和
的
発
達
の
基
盤
を
養
う
。

目
的

と
目

標

平
成
２
８
年
１
月
２
０
日

教
育
課
程
部
会

特
別
支
援
教
育
部
会

（
第
５
回
）

資
料
５

改
善
・
充
実
の
方
向
性

主 体 的 に 改 善 ・ 克主 体 的 に 改 善 ・ 克

服 し よ う と す る 取

組 の 充 実

指 導 目 標 具 体 的 な指 導 目 標 、 具 体 的 な

指 導 内 容 の 設 定 等

の 示 し 方 の 改 善

自
立
活
動
が
教
科
等
の
学
習
を
支
え
る
役
割

教
科
等
の

学
習

教
科
等
の

学
習

小
・
中
・
高
等
学
校

通
級
に
よ
る
指
導
、
特
別
支
援
学
級

■
児
童
生
徒
数
の
増
加

→
「
自
立
活
動
」
を
行
う
場
の
拡
大

■
高
等
学
校
（
モ
デ
ル
事
業
）

個
別
の
知
識
・
技
能

（
何
を
知
っ
て
い
る
か
、
何
が
で
き
る
か
）

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等

教
科
等
の
本
質
に
根
ざ
し
た
見
方
や
考
え
方
等

（
知
っ
て
い
る
こ
と
・
で
き
る
こ
と
を
ど
う
使
う
か
）

学
び
に
向
か
う
力
、
人
間
性
等

情
意
、
態
度
等
に
か
か
わ
る
も
の

（
ど
の
よ
う
に
社
会
・
世
界
と
関
わ
り

よ
り
よ
い
人
生
を
送
る
か
）

健
康
の

保
持

心
理
的

な
安
定

人
間
関
係

の
形
成

環
境
の

把
握

身
体
の

動
き

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

評 価 と 指 導評 価 と 指 導

の 一 体 化 の

一 層 推 進

育
成
す
べ
き
資
質
・

能
力
の
た
め
に
重
視

す
べ
き
学
習
過
程
等

の
例
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現
状
と
制
度
化
の
意
義

◯
中
学
校
で
通
級
に
よ
る
指
導
（
※
１
）
を
受
け
て
い
る
生
徒
数
は
年
々
増
加
（
H
5
：
2
9
6
人
→
H
2
6
：
8
,3
8
6
人
（
約
2
8
倍
）
）
。
他
方
、
高
等
学
校
で
は
、

こ
れ
ら
生
徒
等
に
対
す
る
指
導
・
支
援
は
、
通
常
の
授
業
の
範
囲
内
で
の
配
慮
や
学
校
設
定
教
科
・
科
目
等
に
よ
り
実
施
。

○
「
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
シ
ス
テ
ム
」
の
理
念
も
踏
ま
え
、
高
等
学
校
が
適
切
に
特
別
支
援
教
育
を
実
施
（
※
２
）
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
高
等
学
校
に
お

い
て
も
、
障
害
に
応
じ
た
特
別
の
指
導
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
必
要
。

（
※
１
）
大
部
分
の
授
業
を
通
常
学
級
で
受
け
な
が
ら
、
週
に
１
～
８
単
位
時
間
程
度
、
障
害
に
よ
る
困
難
を
改
善
・
克
服
す
る
た
め
の
特
別
の
指
導
を
別
室
等
で
受
け
る
形
態

制
度
設
計
の
在
り
方

（
※
２
）
高
等
学
校
に
お
い
て
も
、
障
害
の
あ
る
生
徒
に
対
し
、
障
害
に
よ
る
学
習
上
又
は
生
活
上
の
困
難
を
克
服
す
る
た
め
の
教
育
を
行
う
旨
が
規
定
（
学
教
法
）

教
育
課
程
上

の
位
置
付
け

通
常
の
教
育
課
程
に
障
害
に
応
じ
た
特
別
の
指
導
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
。
（
学
習
指
導
要
領
へ
の
位
置
付
け
、
単
位
認
定
・
学

習
評
価
の
在
り
方
、
高
等
学
校
教
育
の
共
通
性
と
多
様
性
の
バ
ラ
ン
ス
を
踏
ま
え
た
単
位
数
の
在
り
方
（
必
履
修
教
科
・
科
目
、
卒
業
要
件
単
位
数
と
の
関
係

等
）
と
い
っ
た
論
点
に
つ
い
て
、
中
教
審
に
お
け
る
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
議
論
の
中
で
更
に
検
討
）

指
導
の
対
象

対
象
と
な
る
障
害
種
は
、
小
中
学
校
に
お
け
る
通
級
に
よ
る
指
導
の
対
象
（
※
３
）
と
同
一
と
す
る
こ
と
が
適
当
。

指
導
内
容

指
導
の
内
容
は
、
障
害
の
あ
る
生
徒
が
自
立
と
社
会
参
加
を
目
指
し
、
障
害
に
よ
る
学
習
上
又
は
生
活
上
の
困
難
を
主
体
的
に
改
善
・
克
服
す
る

た
め
の
指
導
（
特
別
支
援
学
校
の
自
立
活
動
に
相
当
）
と
す
る
。

指
導
形
態

自
校
通
級
（
通
学
の
負
担
が
な
い
、
担
当
教
員
に
相
談
し
や
す
い
、
他
教
員
と
の
連
携
が
取
り
や
す
い
）
、
他
校
通
級
（
グ
ル
ー
プ
指
導
が
実
施

し
や
す
い
、
生
徒
の
自
尊
感
情
に
配
慮
で
き
る
）
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
リ
ッ
ト
や
地
域
の
実
態
を
踏
ま
え
、
効
果
的
な
実
施
形
態
を
選
択
。

判
断
手
続
き

等
①
学
校
説
明
会
等
で
の
説
明
、
②
生
徒
に
関
す
る
情
報
収
集
・
行
動
場
面
の
観
察
、
③
生
徒
・
保
護
者
へ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
、
④
校
内
委
員
会
等
で

の
検
討
、
⑤
教
育
委
員
会
に
よ
る
支
援
、
⑥
生
徒
・
保
護
者
と
の
合
意
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
等
を
参
考
に
、
学
校
・
地
域
の
実
態
も
踏
ま
え
実
施
。

担
当
教
員
に

必
要
な
資
格

高
等
学
校
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
知
識
を
有
し
、
障
害
の
状
態
の
改
善
又
は
克
服
を
目
的
と
す
る
指

導
に
専
門
性
や
経
験
を
有
す
る
教
員
（
特
定
の
教
科
の
免
許
状
を
保
有
す
る
必
要
は
な
い
）
。

（
※
３
）
言
語
障
害
、
自
閉
症
、
情
緒
障
害
、
弱
視
、
難
聴
、
LD
、
A
D
H
D
、
肢
体
不
自
由
、
病
弱
及
び
身
体
虚
弱

制
度
化
に
当
た
っ
て
の
充
実
方
策

◯
基
本
的
な
考
え
方
は
小
中
学
校
と
同
様
と
し
つ
つ
、
①
教
育
課
程
の
編
成
、
②
単
位
に
よ
る
履
修
・
修
得
、
卒
業
認
定
制
度
、
③
必
履
修
教
科
・
科
目
等
、
④
全

日
制
、
定
時
制
及
び
通
信
制
、
と
い
っ
た
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
の
特
徴
を
十
分
に
踏
ま
え
て
制
度
を
設
計
す
る
必
要
。

○
国
は
、
必
要
な
教
員
定
数
の
加
配
措
置
や
教
員
の
専
門
性
の
向
上
、
施
設
整
備
の
参
考
と
な
る
指
針
の
提
示
等
の
方
策
を
実
施
す
る
必
要
。

○
教
育
委
員
会
は
、
教
育
支
援
委
員
会
・
専
門
家
チ
ー
ム
の
活
用
に
よ
る
支
援
体
制
強
化
や
、
中
学
校
か
ら
の
迅
速
な
引
継
ぎ
・
連
携
体
制
の
構
築
に
努
め
る
必
要
。

○
高
等
学
校
は
、
学
校
全
体
と
し
て
特
別
支
援
教
育
に
取
り
組
む
体
制
や
関
係
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
用
等
に
努
め
る
必
要
。

高
等
学
校
に
お
け
る
通
級
に
よ
る
指
導
の
制
度
化
及
び
充
実
方
策
に
つ
い
て
（
報
告
（
案
）
）
概
要

-1
-

資
料
２
－
１
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高
等
学
校
に
お
け
る
通
級
に
よ
る
指
導
の
導
入
に
向
け
た
今
後
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

国

指
導
内
容
の

研
究
・
開
発

27
年
度

29
年
度

30
年
度

31
年
度

32
年
度

全
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

教
育
委
員
会

実
施
校
の
決
定

実
施
校
の
決
定

域
内
の
実
態
把
握

→
 実
施
校
検
討

学
校

※
関
係
校
の
例

募
集
案
内
・
学
校
説

明
会
等
で
の
周
知

意
向
確
認
（
教
育
委
員
会
と
連
携
）

28
年
度

報
告

ま
と
め

制
度
設
計

→
 

制
度
の
運
用
開
始

→
継
続
的
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

モ
デ
ル
事
業
の
実
施
／
モ
デ
ル
事
例
集
の
作
成
・
普
及

グ
ッ
ド
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
収
集
発
信
／
課
題
等
へ
の
対
応
方
策
実
施

教
員
の
専
門
性

の
向
上

「
指
導
の
手
引
き
」
の
改
訂

中
核
的
教
員
・
通
級
指
導
担
当
教
員
の
育
成
研
修

研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
検
討

指
導
内
容
検
討

教
育
委
員
会
・
学
校
現
場
等
へ
の
周
知

→
必
要
に
応
じ
て
更
な
る
改
訂

専
門
性
向
上
の
た
め
の
事
業
実
施

制
度
設
計
を
踏
ま
え
た
内
容
の
改
善

環
境
整
備

関
係
省
庁
と
の
協
議

→
中
核
的
教
員
・
通
級
指
導
担
当
教
員
の
配
置

教
職
員
配
置
の
規
模
の
検
討

モ
デ
ル
事
例
分
析

校
内
体
制
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
普
及

グ
ッ
ド
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
収
集
発
信

学
校
へ
の

支
援
体
制
構
築

実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
追
加
の
実
施
校
等
の
検
討

→
決
定

中
核
的
教
員
の
候
補
検
討

育
成
研
修
の
実
施

中
核
的
教
員
に
よ
る
普
及
／
通
級
指
導
担
当
教
員
の
育
成
研
修

専
門
家
チ
ー
ム
・
教
育
支
援
委
員
会
の
体
制
強
化
等

専
門
家
チ
ー
ム
・
教
育
支
援
委
員
会
等
に
よ
る
助
言
・
支
援

実
施
準
備

ガ
イ
ダ
ン
ス

→
 校
内
委
員
会
等
で
検
討

→
 対
象
者
決
定

→
 実
施

校
内
体
制

の
整
備

特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
中
心
に
、

組
織
的
に
取
組
を
推
進

特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
指
名
、
担
当
教
員
の
決
定

校
内
委
員
会
の
設
置
／
指
導
場
所
の
確
保

各
教
職
員
の
意
識
啓
発
／
校
内
・
関
係
機
関
の
連
携
強
化

-2
-

指
導
内
容
の
普
及

条
件
整
備
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各
教
科
等
に
お
け
る
障
害
に
応
じ
た
配
慮
事
項
に
つ
い
て
（
検
討
例
）

（
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
）

総
則
編

■
の
配
慮
の
例
を
示
す
。

：
体
育
科
に
お
け
る
ボ
ー
ル
運
動
の
指
導
、

理
科
等
に
お
け
る
観
察
・
実
験
の
指
導

：
国
語
科
に
お
け
る
音
読
の
指

導
、
音
楽
科
に
お
け
る
歌
唱
の
指
導

：
体
育
科
に
お
け
る
実
技
の
指
導
、

家
庭
科
に
お
け
る
実
習

：
国
語
科
に
お
け
る
書
き
取

り
、
算
数
科
に
お
け
る
筆
算
や
暗
算
の
指
導
：

話
し
て
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
メ
モ
や
絵
な
ど

を
付
加
す
る
指
導

な
ど

こ
れ
ま
で
の
示
し
方

小
学
校
学
習
指
導
要
領
総
則

個
々
の
児
童
の
障
害
の
状
態
等
に
応
じ
た
指
導
内
容
や

指
導
方
法
の
工
夫
を
計
画
的
，
組
織
的
に
行
う
こ
と
。

（
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
）

総
則
編
に
お
け
る
障
害
種
の
特
性
に
関
す
る
記
述
に
加
え
、

各
教
科
等
編
に
お
い
て

■
学
習
の
過
程
で
考
え
ら
れ
る

ご
と
に
示
す
。

【
困
難
さ
の
例
】

※
教
科
等
の
特
性
に
応
じ
て
例
示

≪
情
報
入
力
≫

≪
情
報
の
イ
メ
ー
ジ
化
≫ な
ど

な
ど

≪
情
報
統
合
≫

な
ど

≪
情
報
処
理
≫

な
ど

※
1：
一
度
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
短
い
時
間
の
間
憶
え
る
こ
と

※
2：
1
つ
1
つ
順
々
に
問
題
を
処
理
し
て
い
く
こ
と

≪
表
出
・
表
現
≫

な
ど

改
善
の
方
向
性

小
学
校
学
習
指
導
要
領
総
則
各
教
科
等

■
総
則
に
加
え
、

。平
成
2
7
年
1
2
月
2
2
日

総
則
・
評
価
特
別
部
会

資
料
２
－
２

＜
平
成
2
7
年
1
2
月
1
6
日

教
育
課
程
部
会

特
別
支
援
教
育
部

(
第
３
回
）
資
料
４
－
２
＞
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幼
稚
園
に
お
け
る
障
害
に
応
じ
た
配
慮
事
項
に
つ
い
て
（
検
討
例
）

（
幼
稚
園
教
育
要
領
解
説
）

■
の
配
慮
の
例
を
示
す
。

：
弱
視
の
幼
児
が
ぬ
り
絵
を
す
る
と
き
に
は

輪
郭
を
太
く
す
る
な
ど
の
工
夫

：
絵
本
を
読
む
と
き
に
は
教
師
が
近
く
に
座

る
よ
う
に
し
て
声
が
よ
く
聞
こ
え
る
よ
う
に

す
る
：
興
味
や
関
心
を
も
っ
て
進
ん
で
体

を
動
か
そ
う
と
す
る
気
持
ち
が
も
て
る
よ
う

に
工
夫

な
ど

こ
れ
ま
で
の
示
し
方

幼
稚
園
教
育
要
領

個
々
の
幼
児
の
障
害
の
状
態
な
ど
に
応
じ
た
指
導
内
容
や
指

導
方
法
の
工
夫
を
計
画
的
，
組
織
的
に
行
う
こ
と
。

（
幼
稚
園
教
育
要
領
解
説
）

■
幼
児
の
活
動
を
通
じ
て
考
え
ら
れ
る

ご
と

に
示
す
。

【
困
難
さ
の
例
】

≪
情
報
入
力
≫

≪
情
報
の
イ
メ
ー
ジ
化
≫ な
ど

な
ど

≪
情
報
統
合
≫

な
ど

≪
情
報
処
理
≫

な
ど

※
1：
一
度
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
短
い
時
間
の
間
憶
え
る
こ
と

※
2：
1
つ
1
つ
順
々
に
問
題
を
処
理
し
て
い
く
こ
と

≪
表
出
・
表
現
≫

な
ど

改
善
の
方
向
性

幼
稚
園
教
育
要
領

※
「
論
点
整
理
」
に
お
け
る
「
幼
稚
園
に
お
け
る
特
別
支
援

教
育
」
の
改
訂
の
具
体
的
な
方
向
性
を
踏
ま
え
検
討
。

※
上
記
の
困
難
さ
の
例
は
、
小
学
校
の
例
を
参
考
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
幼
稚
園

に
お
い
て
実
際
に
示
す
場
合
は
、
幼
児
期
の
特
性
に
応
じ
た
、
困
難
さ
の
例
を
検
討
。
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※
中
学
校
、
高
等
学
校
に
つ
い
て
は
今
後
整
理
予
定

【
配
慮
の
考
え
方
、
配
慮
の
例
の
示
し
方
】

（
の
例
）

●
に
は
、
自
分
が
ど
こ
を
読
む
の
か
が
分
か
る
よ
う
、

教
科
書
の
文
を
指
で
押
さ
え
な
が
ら
読
む
よ
う
促
し
た
り
、
行
間
を
空
け
る
た
め
の
拡
大
コ
ピ
ー
を
し
た
り
、

語
の
ま
と
ま
り
や
区
切
り
が
分
か
る
よ
う
に
分
か
ち
書
き
を
し
た
り
、
読
む
部
分
だ
け
が
見
え
る
自
助
具
（
ス

リ
ッ
ト
等
）
を
活
用
し
た
り
す
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。

●
に
は
、

児
童
が
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
る
よ
う
に
、
考
え
る
項
目
や
手
順
を
示
し
た
プ
リ
ン
ト
を
準
備

し
た
り
、
一
度
音
声
で
表
現
さ
せ
た
り
、
実
際
に
そ
の
場
面
を
演
じ
さ
せ
た
り
し
て
か
ら
書
か
せ
た
り
す
る
な

ど
の
配
慮
を
す
る
。

●
に
は
、
児
童

が
身
近
に
考
え
ら
れ
る
主
人
公
の
物
語
や
生
活
経
験
に
近
い
教
材
を
活
用
し
、
行
動
や
会
話
文
に
気
持
ち
が
込

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
た
り
、
気
持
ち
の
移
り
変
わ
り
が
わ
か
る
文
章
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
示
し
た
り
、

気
持
ち
の
変
化
を
図
や
矢
印
な
ど
視
覚
的
に
わ
か
る
よ
う
に
し
て
か
ら
言
葉
で
表
現
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
の
配

慮
を
す
る
。

●
に
は
、
紙
や
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
書
い
た
も
の
を
提
示
さ
せ
た
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を

活
用
し
て
発
表
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
、
児
童
の
表
現
を
支
援
す
る
た
め
の
多
様
な
手
立
て
を
工
夫
し
、
自
分
の

考
え
を
持
つ
こ
と
、
表
す
こ
と
に
対
す
る
自
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
配
慮
を
す
る
。

【
困
難
さ
の
状
態
】
：
視
覚
、
言
語
理
解
な
ど

【
配
慮
の
意
図
】

■
資
質
・
能
力
の
育
成
、
各
教
科
等
の
目
標
の
実
現
を
目
指
し
、

児
童
生
徒
の
十
分
な
学
び
が
実
現
で
き
る
よ
う
、

学
習
の
過
程
で
考
え
ら
れ
る

に
対
す
る

＋
の
例
を
示
す
。

（
安
易
な
学
習
内
容
の
変
更
や
学
習
活
動
の
代
替
に
な
ら
な
い
よ
う
、
教
員
が
配
慮
の
意
図
を
持
つ
必
要
）

【
手
立
て
】
：

見
え
に
く
さ
に
応
じ
た
情
報
保
障

具
体
的
イ
メ
ー
ジ
な
ど

注
意
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
ど

心
の
理
論
な
ど
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（
の
例
）

●
は
、
正
し
い
位
置
に
印
が
付
け
や
す
い
よ
う
に
、
罫

線
の
色
を
変
更
し
た
り
、
マ
ス
目
を
大
き
く
し
た
り
、
マ
ー
カ
ー
の
色
を
変
更
し
た
り
す
る
な
ど
の
配
慮
を
す

る
。

●
は
、
児
童
が
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
児
童
の
興
味
・
関
心
や
生
活
経
験
に

関
連
の
深
い
題
材
を
取
り
上
げ
る
、
既
習
の
言
葉
や
分
か
る
言
葉
に
置
き
換
え
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。

●
、

計
算
の
き
ま
り
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
計
算
の
順
番
を
示
し
た
手
順
書
を
手
元
に
置
か
せ
た
り
、
式
を
分
解

し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
計
算
さ
せ
、
混
合
式
と
の
比
較
を
さ
せ
る
な
ど
の
工
夫
を
行
う
。

●
、
目
的
に
応
じ
た
グ
ラ
フ
の
表
し
方
が
あ
る
こ

と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
同
じ
デ
ー
タ
に
つ
い
て
の
縦
軸
の
幅
を
変
え
た
り
、
読
み
や
す
さ
や
読
み
に
く
さ
を

強
調
し
た
グ
ラ
フ
を
見
比
べ
る
な
ど
の
活
動
を
通
し
て
、
よ
り
よ
い
表
し
方
に
気
付
か
せ
る
配
慮
を
す
る
。

視
知
覚
（
位
置
）
な
ど

実
際
的
イ
メ
ー
ジ
な
ど

継
次
処
理
な
ど

視
覚
記
憶
、
同
時
処
理
な
ど

（
の
例
）

●
に
は
、
目
の
機

能
の
問
題
か
ら
困
難
さ
が
生
じ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
読
み
取
り
や
す
く
な
る
よ
う
に
、
地
図
を
拡

大
し
た
り
、
見
る
範
囲
を
限
定
し
た
り
、
地
図
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
情
報
を
削
っ
た
り
す
る
な
ど
の
配
慮
を
す

る
。

●
他
者
と
の
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
難
し
く
、
国
会
な
ど
議
会
政
治
な
ど
の
動
き
に
興
味
が
持
て
な
い
場
合

に
は
、
社
会
的
事
象
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
る
た
め
、
社
会
の
動
き
と
身
近
な
生
活
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

を
実
感
で
き
る
よ
う
、
社
会
的
事
象
と
自
分
た
ち
の
生
活
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
問
題
解
決
的
な
学
習
の
工
夫
や
、

特
別
活
動
に
お
け
る
児
童
会
活
動
と
の
関
連
づ
け
な
ど
を
通
じ
て
、
実
際
的
な
体
験
の
機
会
を
取
り
入
れ
、
学
習

活
動
の
順
序
を
分
か
り
や
す
く
説
明
し
安
心
し
て
学
習
で
き
る
よ
う
配
慮
を
す
る
。

視
知
覚
、
空
間
認
知
な
ど

具
体
的
イ
メ
ー
ジ
、
心
の
理
論
な
ど
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（
の
例
）

●
に
は
、
学
習
の
見
通
し
が
持
て
る
よ
う
、
実
験
の
手
順
や

方
法
を
視
覚
的
に
表
し
た
プ
リ
ン
ト
等
を
掲
示
し
た
り
、
配
付
し
た
り
す
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。
ま
た
、

に
は
、
教
師
の
目
の
届

く
場
所
で
活
動
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。

●
に
は
、
変
化
に
着
目
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
観
察
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
示
し

た
り
、
雲
の
変
化
を
短
時
間
に
ま
と
め
た

IC
T教
材
を
活
用
し
た
り
す
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。

実
際
的
イ
メ
ー
ジ
、
経
時
処
理
な
ど

注
意
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

（
多
動
性
）
な
ど

（
の
例
）

●
は
、
音
楽
的
な
特
徴
を
と
ら
え
や
す
く
で
き
る
よ
う
、
音
楽
に
合
わ
せ
て
一
緒
に
拍
を
打
っ
た
り
体
を
動
か
し

た
り
、
音
楽
的
な
特
徴
を
視
覚
化
す
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。

聴
知
覚
、
聴
覚
記
憶
な
ど

（
の
例
）

●
に
は
、
そ

の
意
味
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
言
葉
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
体
験
す
る
な
ど
、
活
動
す
る
中
で
場
面
に
応
じ

た
指
導
を
段
階
的
に
行
う
。

体
験
不
足
、
心
の
理
論
、
注
意
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
ど

視
知
覚
、
図
と
地
の
弁
別
、

視
覚
記
憶
、
時
間
把
握
な
ど
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（
の
例
）

●
は
、
生
活
の
中
で
起
こ
り
う
る
こ
と
を
パ
タ
ー
ン
化
し
て
繰
り
返
し
具
体
的
に
指
導
す
る
な
ど
の
配
慮
を

す
る
。
ま
た
、
実
際
に
買
物
す
る
な
ど
生
活
で
実
践
で
き
る
よ
う
家
庭
と
連
携
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

前
庭
覚
、
継
次
処
理
、
身
振
り

（
の
例
）

●
、
造
形
的
な
特
徴
を
詳
し
く
捉
え
る
よ
う
に

す
る
た
め
に
、
言
語
化
す
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。

●
や
、

に
は
、
表
現
し
て
い
る
部
分
と
全
体
の
関
係
を
つ

か
み
、
活
動
の
見
通
し
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
作
品
を
離
し
て
見
せ
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。

●
、
形
や
色
、
動
き
や
奥
行
き
な
ど
の
造
形
的
な
特
徴
を
捉
え
や
す
く
す
る
た
め
、
写
真

な
ど
の
平
面
に
置
き
換
え
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
ツ
ー
ル
の
活
用
や
、
ラ
イ
ト
な
ど
に
よ
り
明
暗
を
明
確
に
す

る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。

視
知
覚
（
形
）
な
ど

ス
モ
ー
ル
ス
テ
ッ
プ
な
ど

図
と
地
の
分
別
な
ど

空
間
把
握
な
ど

実
際
的
イ
メ
ー
ジ
、
選
択
決
定
な
ど
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（
の
例
）

●
に
は
、
極
度
の
不
器
用
さ

や
動
き
を
組
み
立
て
る
こ
と
に
苦
手
さ
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
動
き
を
細
分
化
し
て
指
導
し

た
り
、
適
切
に
動
き
を
補
助
し
な
が
ら
行
う
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。

●
に
は
、
活
動
の
見
通

し
が
持
て
な
か
っ
た
り
、
考
え
た
こ
と
や
思
っ
た
こ
と
を
す
ぐ
行
動
に
移
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
活
動
の
見
通
し
を
立
て
て
か
ら
活
動
さ
せ
た
り
、
勝
っ
た
時
や
負
け
た
時
の
表
現
の
仕
方
を
事
前

に
確
認
し
た
り
す
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。

前
庭
覚
、
継
次
処
理
、
身
振
り
な
ど

注
意
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
固
執
性
）
な
ど

（
の
例
）

●
に
は
、
他
者
の
心
情
を
理
解

す
る
た
め
に
、
役
割
を
交
代
し
て
動
作
化
や
劇
化
し
た
指
導
を
取
り
入
れ
る
。

●
、
注
意
が
持
続
で
き
る
よ
う
、
適
度
な
時
間
で
活
動
を
切

り
替
え
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。
ま
た
、
他
の
児
童
か
ら
も
許
容
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
雰
囲
気
の
あ
る
、
学

級
づ
く
り
に
も
配
慮
す
る
。

体
験
不
足
、
心
の
理
論
な
ど

注
意
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
多
動
性
）
な
ど

（
の
例
）

●
、
外
国
語
の
音
声
（
音
韻
）
や
リ
ズ
ム
と
日
本
語
と
の
違
い

に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
音
声
を
文
字
で
書
い
て
見
せ
る
、
リ
ズ
ム
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
記
号

や
色
線
で
示
す
、
指
導
者
が
手
拍
子
を
打
つ
、
音
の
高
低
を
手
を
上
下
に
動
か
し
て
表
す
な
ど
の
配
慮
を
す

る
。
ま
た
、
活
動
の
流
れ
が
わ
か
る
よ
う
に
、
本
時
の
活
動
の
流
れ
を
黒
板
に
記
載
し
て
お
く
。

聴
知
覚
、
聴
覚
記
憶
な
ど
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（
の
例
）

●
に
は
、
注
意
や
集
中
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
難
し
か
っ

た
り
情
報
処
理
に
偏
り
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
作
業
を
確
認
し
な
が
ら
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

ま
と
め
る
手
順
や
調
べ
方
、
調
べ
る
内
容
、
着
目
す
る
点
な
ど
を
具
体
的
に
例
示
す
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。

ス
モ
ー
ル
ス
テ
ッ
プ
、
継
次
処
理
、
短
期
記
憶
、
言
語
化
な
ど

（
の
例
）

●
、
見
通
し
が
持
て
る
よ
う
、
行
事
の
ね
ら
い
や
活
動
の
内
容
、
行
動
の
仕
方
な
ど
に
つ

い
て
、
事
前
指
導
を
し
っ
か
り
と
行
う
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。

見
通
し
の
も
ち
に
く
さ
、
状
況
把
握
な
ど

の
例

●
、
具
体
的
な
経
験
を
豊
か
に
で
き
る
よ
う
、
安
全
な
場
で
自
分
か

ら
積
極
的
に
体
を
動
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
運
動
の
楽
し
さ
を
知
り
、
活
発
に
活
動
で
き
る
よ
う
に
し
た
り
、
手

を
使
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
物
を
観
察
し
た
り
、
作
っ
た
り
で
き
る
よ
う
配
慮
を
す
る
。

●
、
様
々
な
経
験
を
通
し
て
、
言
葉
の
習
得
及
び
概
念
の

形
成
が
で
き
る
よ
う
、
単
に
名
称
の
み
の
理
解
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
に
し
、
人
や
物
の
性
質
、
属
性
な
ど
を

含
め
て
考
え
た
り
、
他
の
人
や
物
と
比
較
し
て
違
い
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
を
取
り
入
れ
る
よ
う
配
慮
を
す
る
。

●
、
幼
児
が
自
ら
環
境
と
関
わ
り
、
主
体
的
な
活
動
が
で
き
る
よ
う
、
遊

具
や
用
具
な
ど
を
工
夫
し
た
り
、
必
要
に
応
じ
て
補
助
用
具
等
の
活
用
を
図
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
。

視
覚
、
体
験
不
足
、
空
間
把
握
な
ど

聴
覚
、
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
、
言
語
理
解
な
ど

体
験
不
足
、
空
間
把
握
な
ど
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現
行
の
指
導
内
容

の
構
成

個
別
の
知
識
や
技
能

何
を
知
っ
て
い
る
か
、

何
が
で
き
る
か

思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
等

知
っ
て
い
る
こ
と
・
で
き
る
こ
と

を
ど
う
使
う
か

学
び
に
向
か
う
力
、

人
間
性
等

情
意
、
態
度
等
に
関
わ
る
も
の

ど
の
よ
う
に
社
会
・
世
界
と
関
わ

り
よ
り
よ
い
人
生
を
送
る
か

育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
に

向
け
て
重
視
す
べ
き

学
習
過
程
等
の
例
（
＊
）

高 等 部 社 会

「
集
団
生
活
と
役
割
・
責
任
」

「
き
ま
り
」

「
公
共
施
設
」

「
社
会
的
事
象
」

「
我
が
国
の
地
理
・
歴
史
」

「
外
国
の
様
子
」

・
社
会
生
活
を
営
む
上
で
必
要
な
知

識
・
技
能

・
社
会
の
習
慣
、
生
活
に
関
係
の
深

い
法
制
度

・
社
会
的
事
象
や
情
報
メ
デ
ィ
ア

・
地
図
や
各
種
の
資
料
の
活
用

・
社
会
の
変
化
や
伝
統

・
外
国
の
生
活
の
様
子
や
世
界
の
出

来
事
な
ど
の
理
解

・
社
会
的
事
象
に
関
心
を
も
ち
、

社
会
一
般
の
出
来
事
と
自
分
の

生
活
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、

考
え
、
判
断
し
た
り
、
説
明
し

た
り
す
る
力

・
個
人
と
社
会
の
関
係
が
分
か
り
、

社
会
の
一
員
と
し
て
役
割
を
果

た
し
て
い
く
力

・
風
土
等
の
違
い
に
気
が
つ
い
た

り
、
外
国
の
様
子
な
ど
の
情
報

を
利
用
し
た
り
す
る
力

・
主
体
的
に
生
き
る
地
域
社
会

の
一
員
と
し
て
の
自
覚

・
地
域
社
会
や
国
家
の
発
展
に

貢
献
し
よ
う
と
す
る
態
度

・
社
会
づ
く
り
に
向
け
て
、
社

会
奉
仕
に
取
り
組
む
意
欲
や
態

度

［
習
得
］

・
中
学
部
社
会
科
と
関
連
付
け
た
学
習

・
興
味
・
関
心
を
伴
う
動
機
付
け

［
活
用
］

・
体
験
的
な
学
習

・
社
会
生
活
と
結
び
つ
い
た
実
際
的
・

体
験
的
な
学
習

［
探
究
］

・
班
や
グ
ル
ー
プ
で
の
討
議

・
実
際
的
・
体
験
的
学
習

・
学
習
の
振
り
返
り
と

自
ら
の
学
習
目
標
の
設
定

中 学 部 社 会

「
集
団
生
活
と
き
ま
り
」

「
公
共
施
設
」

「
社
会
の
出
来
事
」

「
地
域
の
様
子
や
社
会
の
変
化
」

「
外
国
の
様
子
」

・
学
校
、
地
域
な
ど
で
充
実
し
た
生

活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
知
識
・

技
能

・
学
校
、
地
域
社
会
で
の
き
ま
り

・
社
会
の
出
来
事
や
情
報
メ
デ
ィ
ア

へ
の
関
心

・
地
域
の
様
子
や
社
会
の
移
り
変
わ

り
に
つ
い
て
の
理
解

・
外
国
の
様
子
や
世
界
の
出
来
事
へ

の
関
心

・
学
校
や
地
域
社
会
の
中
で
の
役

割
に
気
が
つ
き
、
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
、
考
え
た
り
、
判
断
し

よ
う
と
す
る
力

・
体
験
な
ど
か
ら
得
ら
れ
る
様
々

な
社
会
の
動
き
や
地
域
社
会
の

出
来
事
な
ど
に
関
心
を
も
ち
、

説
明
し
よ
う
と
す
る
力

・
地
域
や
人
々
の
生
活
の
様
子
の

違
い
に
つ
い
て
気
が
つ
く
力

・
集
団
生
活
の
中
で
役
割
を
果

た
そ
う
と
す
る
意
欲
や
態
度

・
地
域
生
活
を
豊
に
し
よ
う
と

す
る
態
度

・
地
域
の
一
員
と
し
て
、
主
体

的
に
取
り
組
む
意
欲
や
態
度

［
習
得
］

・
小
学
部
生
活
科
や
日
常
生
活
の
指
導

と
関
連
付
け
た
学
習

・
興
味
・
関
心
を
伴
う
動
機
付
け

［
活
用
］

・
地
域
生
活
に
即
し
た
体
験
的
学
習

・
定
着
に
向
け
た
繰
り
か
え
し
学
習

・
段
階
的
な
学
習

［
探
究
］

・
実
際
的
・
体
験
的
学
習

・
学
習
の
振
り
返
り
と
次
の
学
習
目
標

設
定

小 学 部 生 活

「
基
本
的
生
活
習
慣
」

「
健
康
・
安
全
」
「
遊
び
」

「
交
際
」
「
役
割
」

「
手
伝
い
・
仕
事
」
「
き
ま
り
」

「
日
課
・
予
定
」
「
金
銭
」

「
自
然
」
「
社
会
の
仕
組
み
」

「
公
共
施
設
」

・
日
常
生
活
の
基
本
的
な
習
慣
や
集

団
生
活
へ
の
参
加
に
必
要
な
基
礎

的
な
知
識
・
技
能

・
日
常
生
活
で
の
簡
単
な
き
ま
り
や

マ
ナ
ー

・
家
庭
や
住
ん
で
い
る
地
域
の
様
子

に
つ
い
て
知
る

・
公
共
施
設
の
働
き
に
つ
い
て
知
る

・
日
常
生
活
の
き
ま
り
や
マ
ナ
ー

を
主
体
的
に
守
ろ
う
と
す
る
力

・
身
近
な
社
会
や
自
然
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
、
関
心
を
も
つ
力

・
学
校
生
活
や
家
庭
生
活
な
ど
の

生
活
に
必
要
な
基
礎
的
な
力

・
日
常
生
活
の
基
本
的
な
習
慣

を
身
に
付
け
な
が
ら
、
集
団
生

活
を
す
る
上
で
の
意
欲
や
態
度

・
自
分
と
身
近
な
社
会
や
自
然

と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
関
心

を
深
め
て
い
く
た
め
の
意
欲

［
習
得
］

・
興
味
・
関
心
を
伴
う
動
機
付
け

・
生
活
場
面
に
即
し
た
学
習

［
活
用
］

・
習
得
と
定
着
に
向
け
た
段
階
的
学
習

・
他
教
科
と
の
関
連
付
け
た
学
習

・
広
範
囲
な
体
験
的
な
活
動

・
柔
軟
な
学
習
の
形
態

・
家
庭
等
と
の
連
携

［
探
究
］

・
次
の
学
習
目
標
に
気
が
付
く

育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
と
知
的
障
害
特
別
支
援
学
校
の
各
教
科
の
関
係
等
（
仮
案
）

高
等
部
・
中
学
部
社
会
科
、
小
学
部
生
活
科
の
例

平
成
２
８
年
２
月
２
２
日

教
育
課
程
部
会

特
別
支
援
教
育
部
会

（
第
６
回
）

資
料
７

＊
習
得
→
活
用
→
探
究
と
い
う
一
方
向
の
学
習
過
程
で
は
な
く
，
３
つ
の
学
習
過
程
が
相
互
に
関
連
し
な
が
ら
学
習
を
深
め
て
い
く

（
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
「
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
を
踏
ま
え
た
教
育
課
程
編
成
の
在
り
方
」
の
研
究
経
過
か
ら
、
２
０
１
６
）
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（
例
）
中
学
部
・
高
等
部
社
会
科
で
充
実
が
必
要
な
内
容
（
調
整
中
）

★
政
治
的
主
体
、
経
済
的
主
体
、
法
的
主
体
と
な
る
こ
と

★
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
踏
ま
え
た
、
我
が
国
及
び
外
国
の
歴
史
や
生
活
・
文
化
の
理
解
等

★
中
学
部
の
段
階
に
つ
い
て
、
小
学
部
の
段
階
と
高
等
部
の
段
階
と
重
な
り
合
う
内
容
を

設
定
し
、
各
学
部
段
階
、
各
学
校
段
階
に
応
じ
た
学
習
内
容
を
設
定
し
、
学
部
間
等
の

円
滑
な
接
続
を
図
る
こ
と

な
ど

知
的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
た
め
の
各
教
科
の
改
善
・
充
実
の
方
向
性
（
検
討
素
案
）

【 内 容 の 例 】

■
生
活
の
課
題
に
沿
っ
た
多
様
な
生
活
経
験
を
通
し
て
、

学
ぶ
こ
と
の
目
的
や
自
分
に
と
っ
て
の
「
意
味
」
や

「
関
連
性
」
を
つ
か
み
、
学
習
へ
の
関
心
・
意
欲
が

高
ま
っ
て
い
る
。

■
各
教
科
等
を
合
わ
せ
た
指
導
を
行
う
場
合
、
各
教
科

の
目
標
・
内
容
を
関
連
づ
け
た
指
導
及
び
評
価
の
在

り
方
が
曖
昧
に
な
り
や
す
く
、
学
習
指
導
の
改
善
に

十
分
に
生
か
し
に
く
い
。

■
特
別
支
援
学
級
（
小
・
中
学
校
）
に
お
い
て
、
一
部

又
は
全
部
を
、
特
別
支
援
学
校
（
知
的
障
害
）
の
各

教
科
に
替
え
て
指
導
す
る
場
合
の
教
育
課
程
編
成
上

の
留
意
点
が
わ
か
り
に
く
い
。

■
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
進
展
を

踏
ま
え
、
連
続
性
の
あ
る
「
多
様
な
学
び
の
場
」
に

お
け
る
児
童
生
徒
の
十
分
な
学
び
を
確
保
し
て
い
く

観
点
か
ら
、
小
・
中
・
高
等
学
校
と
特
別
支
援
学
校

（
知
的
障
害
）
の
各
教
科
の
関
連
性
の
整
理
、
教
育

課
程
の
円
滑
な
接
続
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

※ 今 後 、 小 ・ 中 ・ 高 校 の 各 教 科 等 の 改 善 ・ 充 実 の 方 向 性 を 踏 ま え 具 体 的 に 検 討

改
善
・
充
実
の
方
向
性

知
的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
た
め
の

知
的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
た
め
の

各
教
科
の
意
義

成
果
と
課
題

平
成
２
８
年
２
月
２
２
日

教
育
課
程
部
会

特
別
支
援
教
育
部
会

（
第
６
回
）

資
料
８

■
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
学
習
上
の
特
性
（
学

習
に
よ
っ
て
知
識
や
技
能
が
断
片
的
に
な
り
や
す
く
、

実
際
の
生
活
の
場
で
応
用
さ
れ
に
く
い
こ
と
な
ど
）

を
踏
ま
え
た
内
容
で
構
成
。

■
一
人
一
人
の
児
童
生
徒
の
障
害
の
程
度
な
ど
に
応
じ

た
教
育
課
程
が
編
成
で
き
る
よ
う
、
学
習
指
導
要
領

に
お
い
て
は
、
段
階
別
に
、
各
教
科
の
目
標
及
び
内

容
を
大
綱
的
に
示
し
て
い
る
。

■
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
、
各
教
科
等
を
合
わ
せ
た
指

導
を
行
い
、
児
童
生
徒
が
自
立
し
社
会
参
加
す
る
た

め
に
必
要
な
知
識
や
技
能
、
態
度
な
ど
を
身
に
付
け

る
た
め
の
指
導
の
形
態
が
採
用
で
き
る
。

■
特
別
支
援
学
級
（
小
・
中
学
校
）
に
お
け
る
取
扱
い
、

小
・
中
・
高
等
学
校
の
各
教
科
と
の
関
連
の
可
視
化
な
ど

■
観
点
別
学
習
状
況
評
価
の
導
入
と
多
様
な
評
価
方
法
の
活
用

■
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
が
質
の
高
い
深
い
学
び
を
実
現
す
る

た
め
に
必
要
な
指
導
方
法
の
充
実

■
社
会
の
変
化
に
対
応
し
た
各
教
科
の
内
容
や
構
成
の
充
実

■
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
と
の
関
連
を
踏
ま
え
た
各
教
科
の
目
標
の
見
直
し

（
例
）
社
会
科
（
高
等
部
）

育
成
す
べ
き

資
質
・
能
力

の
三
つ
の
柱

知
識
・
技
能

（
何
を
知
っ
て
い
る
か
、

何
が
で
き
る
か
）

思
考
・
判
断
・
表
現

（
知
っ
て
い
る
こ
と
、
で

き
る
こ
と
を
ど
う
使
う

か
）

学
び
に
向
か
う
力
、

人
間
性
等

（
ど
の
よ
う
に
社
会
・

世
界
と
関
わ
り
、
よ
り

よ
い
人
生
を
送
る
か
）

社
会
科
で

育
成
す
べ
き

資
質
・
能
力

（
仮
案
）

・
社
会
生
活
を
営
む
上
で

必
要
な
知
識
・
技
能
の

習
得

・
生
活
に
関
係
の
深
い
法

制
度

等

・
社
会
的
事
象
に
関
心
も
ち
、

社
会
一
般
の
出
来
事
と
自
分

の
生
活
と
の
つ
な
が
り
に
つ

い
て
考
え
、
判
断
し
た
り
、

説
明
し
た
り
す
る
力

等

・
主
体
的
に
生
き
る
地
域
社

会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚

・
社
会
参
画
へ
の
意
欲
や
態

度
等

児 童 生 徒 の 人 間 と し て 調 和 の と れ た 育 成 の 一 層 の 推 進

目
標
構
成
の
見
直
し

【 構 成 の 例 】 例
：
児
童
生
徒
の
学
習
過
程
を
重
視
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
（
習
得
、
活
用
、
探
究
の

学
習
過
程
が
相
互
に
関
連
し
学
習
を
深
め
ら
れ
る
学
習
活
動
の
展
開
な
ど
）

現
行
目
標

社
会
の
様
子
、
働
き
や
移
り
変
わ
り
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
深
め
、
社
会
生
活

に
必
要
な
基
礎
的
な
能
力
と
態
度
を
育
て
る
。
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20
16

/5
/1

8

各
教
科

道 徳 科

総 合 的 な 学 習

の 時 間

特 別 活 動

自 立 活 動
国 語

社 会
数 学
理 科
音 楽

美 術
保 健 体 育

職 業 ・ 家 庭

外 国 語 ＊

各
教
科

道 徳 科

特 別 活 動

自 立 活 動
生 活

国 語
算 数
音 楽
図 画 工 作

体 育

各
学
科
に
共
通
す
る
各
教
科

道 徳
総 合 的 な 学 習 の

時 間
特 別 活 動

自 立 活 動
国 語
社 会
数 学
理 科
音 楽
美 術
保 健 体 育

職 業
家 庭
外 国 語 ＊

情 報 ＊

特
別
支
援
学
校
中
学
部
（
知
的
障
害
）
の
教
育
課
程

特
別
支
援
学
校
小
学
部
（
知
的
障
害
）
の
教
育
課
程

特
別
支
援
学
校
高
等
部
（
知
的
障
害
）
の
教
育
課
程

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て

開
設
さ
れ
る
各
教
科

家 政
農 業

工 業
流 通 ・

サ ー ビ

ス
福 祉

知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
の
各
教
科
は
、
知
的
障
害
の
特
徴
や
学
習
上
の
特
性
等
を
踏
ま
え
、
児
童
生
徒

が
自
立
し
社
会
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
や
技
能
、
態
度
な
ど
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
重
視
し
、
各
教
科
等
の
目
標
と
内
容
等
を
示
し
て
い
る
。

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
１
２
６
条
第
２
項

第
１
２
７
条
２
項
、
第
１
２
８
条
第
２
項
）

知
的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
た
め
の
各
教
科
等
の
構
成
に
つ
い
て

各
教
科

道 徳 科

外 国 語 活 動

総 合 的 な 学 習 の

時 間
特 別 活 動

国 語
社 会 ＊

算 数
理 科 ＊

生 活 ＊

音 楽
図 画 工 作

家 庭 ＊

体 育

＊
社
会
3
-6
年

理
科
3
-6
年

生
活
１
･２
年

家
庭
５
･６
年

各
教
科

道 徳 科

総 合 的 な 学 習

の 時 間

特 別 活 動
国 語

社 会
数 学
理 科
音 楽

美 術
保 健 体 育

技 術 ・ 家 庭

外 国 語

＊
外
国
語

必
要
が
あ
る
場
合
は
加
え
る
こ
と
が
で
き
る

＊
外
国
語
、
情
報
は
必
要
に
応

じ
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る

各
学
科
に
共
通
す
る
各
教
科

総 合 的 な 学 習 の

時 間
特 別 活 動

国 語
地 理 歴 史

公 民
数 学
理 科
保 健 体 育

芸 術
外 国 語

家 庭
情 報

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
各
教
科

農 業
工 業
商 業
水 産
家 庭
看 護
情 報
福 祉
理 数
体 育
音 楽
美 術
英 語

学
校
設
定
教
科

学
校
設
定
科
目
及
び
学
校
設
定
教
科

小
学
校
の
教
育
課
程

中
学
校
の
教
育
課
程

高
等
学
校
の
教
育
課
程

【
参
考
】

1
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知
的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
学
習
上
の
特
性
等

知
的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
学
習
上
の
特
性
と
し
て
は
，
学
習
に
よ
っ
て
得
た
知
識
や
技
能
が
断
片
的
に
な
り
や
す
く
，

実
際
の
生
活
の
場
で
応
用
さ
れ
に
く
い
こ
と
や
，
成
功
経
験
が
少
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
り
，
主
体
的
に
活
動
に
取
り
組
む
意

欲
が
十
分
に
育
っ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
，
実
際
的
な
生
活
経
験
が
不
足
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
か
ら
，

実
際
的
・
具
体
的
な
内
容
の
指
導
が
必
要
で
あ
り
，
抽
象
的
な
内
容
の
指
導
よ
り
も
効
果
的
で
あ
る
。
特
に
，
知
的
障
害
が

極
め
て
重
度
で
あ
る
場
合
は
，
視
覚
障
害
や
聴
覚
障
害
，
肢
体
不
自
由
な
ど
，
他
の
障
害
を
併
せ
有
す
る
こ
と
も
多
い
の
で
，

よ
り
一
層
の
き
め
細
か
な
配
慮
が
必
要
と
な
る
。

さ
ら
に
，
教
材
・
教
具
や
補
助
用
具
を
含
め
た
学
習
環
境
の
効
果
的
な
設
定
を
は
じ
め
と
し
て
，
児
童
生
徒
へ
の
か
か
わ

り
方
の
一
貫
性
や
継
続
性
の
確
保
，
在
籍
す
る
児
童
生
徒
に
関
す
る
周
囲
の
理
解
な
ど
の
環
境
条
件
も
整
え
，
知
的
障
害
の

あ
る
児
童
生
徒
の
学
習
活
動
へ
の
主
体
的
な
参
加
や
経
験
の
拡
大
を
促
し
て
い
く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
性
を
踏
ま
え
，
次
の
よ
う
な
教
育
的
対
応
を
基
本
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

①
児
童
生
徒
の
実
態
等
に
即
し
た
指
導
内
容
を
選
択
・
組
織
す
る
。

②
児
童
生
徒
が
，
自
ら
見
通
し
を
も
っ
て
行
動
で
き
る
よ
う
，
日
課
や
学
習
環
境
な
ど
を
分
か
り
や
す
く
し
，
規
則
的
で

ま
と
ま
り
の
あ
る
学
校
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
す
る
。

③
望
ま
し
い
社
会
参
加
を
目
指
し
，
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
必
要
な
技
能
や
習
慣
が
身
に
付
く
よ
う
指
導
す
る
。

④
職
業
教
育
を
重
視
し
，
将
来
の
職
業
生
活
に
必
要
な
基
礎
的
な
知
識
や
技
能
及
び
態
度
が
育
つ
よ
う
指
導
す
る
。

⑤
生
活
に
結
び
付
い
た
具
体
的
な
活
動
を
学
習
活
動
の
中
心
に
据
え
，
実
際
的
な
状
況
下
で
指
導
す
る
。

⑥
生
活
の
課
題
に
沿
っ
た
多
様
な
生
活
経
験
を
通
し
て
，
日
々
の
生
活
の
質
が
高
ま
る
よ
う
指
導
す
る
。

⑦
児
童
生
徒
の
興
味
・
関
心
や
得
意
な
面
を
考
慮
し
，
教
材
・
教
具
等
を
工
夫
す
る
と
と
も
に
，
目
的
が
達
成
し
や
す
い

よ
う
に
，
段
階
的
な
指
導
を
行
う
な
ど
し
て
，
児
童
生
徒
の
学
習
活
動
へ
の
意
欲
が
育
つ
よ
う
指
導
す
る
。

⑧
で
き
る
限
り
児
童
生
徒
の
成
功
経
験
を
豊
富
に
す
る
と
と
も
に
，
自
発
的
・
自
主
的
な
活
動
を
大
切
に
し
，
主
体
的
活

動
を
促
す
よ
う
指
導
す
る
。

⑨
児
童
生
徒
一
人
一
人
が
集
団
に
お
い
て
役
割
が
得
ら
れ
る
よ
う
工
夫
し
，
そ
の
活
動
を
遂
行
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
。

⑩
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
発
達
の
不
均
衡
な
面
や
情
緒
の
不
安
定
さ
な
ど
の
課
題
に
応
じ
て
指
導
を
徹
底
す
る
。

2
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知
的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
た
め
の
各
教
科
の
段
階
に
よ
る
各
部
の
内
容
構
成
に
つ
い
て

［
教
育
課
程
の
編
成
］

高 等 部

■
各
教
科

■
道
徳

■
総
合
的
な
学
習
の
時
間

■
特
別
活
動

■
自
立
活
動

中 学 部

■
各
教
科

■
特
別
の
教
科
で
あ
る
道
徳

■
総
合
的
な
学
習
の
時
間

■
特
別
活
動

■
自
立
活
動

小 学 部

■
各
教
科

■
特
別
の
教
科
で
あ
る
道
徳

■
特
別
活
動

■
自
立
活
動

国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、
音

楽
、
美
術
、
保
健
体
育
、
職
業
、

家
庭
、
※
外
国
語
、
※
情
報
、

家
政
、
農
業
、
工
業
、
流
通
・

サ
ー
ビ
ス
、
福
祉
、
こ
れ
ら
以
外

の
教
科

国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
、

音
楽
、
美
術
、
保
健
体
育
、
職

業
・
家
庭
、
※
外
国
語

生
活
、
国
語
、
算
数
、
音
楽
、

図
画
工
作
、
体
育

［
教
科
の
段
階
］
（
小
学
部
３
段
階
、
中
学
部
１
段
階
、
高
等
部
２
段
階
）

※
：
必
要
に
応
じ
て
、
外
国
語
（
中
学
部
）
、

外
国
語
及
び
情
報
（
高
等
部
）
を
加
え
る

こ
と
が
で
き
る

［
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
各
教
科
は
１
段
階
の
み
］

【
1
段
階
】

中
学
部
の
内
容
や
そ
れ
ま
で
の
経
験
を
踏
ま
え
，
主
と
し
て
卒
業
後
の
家
庭

生
活
，
社
会
生
活
及
び
職
業
生
活
な
ど
を
考
慮
し
た
，
基
礎
的
な
内
容

【
2
段
階
】

高
等
部
１
段
階
を
踏
ま
え
，
比
較
的
障
害
の
程
度
が
軽
度
で
あ
る
生
徒
を
対

象
と
し
て
，
発
展
的
な
学
習
内
容

小
学
部
３
段
階
の
内
容
の
程
度
を
踏
ま
え
，
生
活
年
齢
に
応
じ
な
が
ら
，
主

と
し
て
経
験
の
積
み
重
ね
を
重
視
す
る
と
と
も
に
，
他
人
と
の
意
思
疎
通
や

日
常
生
活
へ
の
適
応
に
困
難
が
大
き
い
生
徒
に
も
配
慮
し
つ
つ
，
生
徒
の
社

会
生
活
や
将
来
の
職
業
生
活
の
基
礎
を
育
て
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
内
容

【
2
段
階
】

障
害
の
程
度
が
１
段
階
ほ
ど
で
は
な
い
が
，
他
人
と
の
意
思
の
疎
通
に
困
難

が
あ
り
，
日
常
生
活
を
営
む
の
に
頻
繁
に
援
助
を
必
要
と
す
る
者
を
対
象
と

し
た
内
容

【
3
段
階
】

障
害
の
程
度
が
比
較
的
軽
く
，
他
人
と
の
意
思
疎
通
や
日
常
生
活
を
営
む
際

に
困
難
さ
が
見
ら
れ
る
が
，
前
段
階
の
程
度
ま
で
は
達
せ
ず
，
適
宜
援
助
を

必
要
と
す
る
者
を
対
象
と
し
た
内
容

【
1
段
階
】

主
と
し
て
，
障
害
の
程
度
が
比
較
的
重
く
，
他
人
と
の
意
思
の
疎
通
に
困
難

が
あ
り
，
日
常
生
活
を
営
む
の
に
ほ
ぼ
常
時
援
助
が
必
要
と
す
る
者
を
対
象

と
し
た
内
容

3
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特
別
支
援
学
校
（
知
的
障
害
）
の
教
育
課
程
の
構
造
に
つ
い
て

［
教
育
課
程
の
基
本
的
内
容
］

国 語

算 数

生 活

音 楽

図 画 工 作

体 育

各 教 科

特 別 の 教 科 道 徳

特 別 活 動

自 立 活 動

特
別
支
援
学
校
（
知
的
障
害
）
小
学
部
の
教
育
課
程

特
別
支
援
学
校
（
知
的
障
害
）
小
学
部
の
教
育
課
程

［
指
導
の
形
態
］

国 語

算 数

生 活

音 楽

図 画 工 作

体 育

教
科
別
の
指
導

領
域
別
の
指
導

特 別 の 教 科 道 徳

特 別 活 動

自 立 活 動

日 常 生 活 の 指 導

遊 び の 指 導

生 活 単 元 学 習

各
教
科
等
を
合
わ
せ
た
指
導

教
科
別
、
領
域
別
の
指
導

特
別
支
援
学
校
（
視
覚
障
害
、
聴
覚

障
害
、
肢
体
不
自
由
、
病
弱
）
に
お

い
て
、
知
的
障
害
を
併
せ
有
す
る
児

童
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う
場
合

を
含
む

4

作 業 学 習
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各
教
科
等
を
合
わ
せ
た
指
導
に
つ
い
て
①

□
各
教
科
等
を
合
わ
せ
て
指
導
を
行
う
場
合
と
は
（
特
別
支
援
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
総
則
編
等
）

各
教
科
等
を
合
わ
せ
て
指
導
を
行
う
場
合
と
は
、
各
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
及
び
自
立
活
動
の
一
部
又
は
全
部
を
合
わ

せ
て
指
導
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
は
、
こ

の
各
教
科
等
を
合
わ
せ
て
指
導
を
行
う
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
前
、
日
常
生
活
の
指
導
、
遊
び
の
指
導
、
生

活
単
元
学
習
、
作
業
学
習
な
ど
と
し
て
実
践
さ
れ
て
い
る
。

日
常
生
活
の
指
導

日
常
生
活
の
指
導
は
、
児
童
生
徒
の
日
常
生
活
が
充

実
し
、
高
ま
る
よ
う
に
日
常
生
活
の
諸
活
動
を
適
切
に

指
導
す
る
も
の
で
あ
る
。

遊
び
の
指
導

生
活
単
元
学
習

作
業

学
習

遊
び
の
指
導
は
、
遊
び
を
学
習
活
動
の
中
心
に
据
え
て

取
り
組
み
、
身
体
活
動
を
活
発
に
し
、
仲
間
と
の
か
か
わ

り
を
促
し
、
意
欲
的
な
活
動
を
は
ぐ
く
み
、
心
身
の
発
達

を
促
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

生
活
単
元
学
習
は
、
児
童
生
徒
が
生
活
上
の
目
標
を
達

成
し
た
り
、
課
題
を
解
決
し
た
り
す
る
た
め
に
、
一
連
の

活
動
を
組
織
的
に
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
立
的
な

生
活
に
必
要
な
事
柄
を
実
際
的
・
総
合
的
に
学
習
す
る
も

の
で
あ
る
。

作
業
学
習
は
、
作
業
活
動
を
学
習
活
動
の
中
心
に
し

な
が
ら
、
児
童
生
徒
の
働
く
意
欲
を
培
い
、
将
来
の
職

業
生
活
や
社
会
自
立
に
必
要
な
事
柄
を
総
合
的
に
学
習

す
る
も
の
で
あ
る
。

各
教
科
と
の
関
連
に
つ
い
て

指
導
の
形
態
に
つ
い
て

生
活
科
の
内
容
だ
け
で
な
く
、

広
範
囲
に
、
各
教
科
等
の
内
容

が
取
り
扱
わ
れ
る
。

生
活
科
の
内
容
を
は
じ
め
、

各
教
科
等
に
か
か
わ
る
広
範
囲

の
内
容
が
扱
わ
れ
る
。

広
範
囲
に
各
教
科
等
の
内
容

が
扱
わ
れ
る
。

職
業
・
家
庭
科
の
内
容
だ
け

で
な
く
、
広
範
囲
に
各
教
科
等

の
内
容
が
扱
わ
れ
る
。

（
略
）
各
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
及
び
自
立
活
動
の
全
部
又
は
一
部
を
合
わ
せ
て
指
導
を
行
う
場
合
に
は
、
各
教
科
、
道
徳
、
特
別

活
動
及
び
自
立
活
動
に
示
す
内
容
を
基
に
、
児
童
又
は
生
徒
の
知
的
障
害
の
状
態
や
経
験
等
に
応
じ
て
、
具
体
的
に
指
導
内
容
を
設
定

す
る
も
の
と
す
る
。

【
前
回
の
改
定
で
新
た
に
明
記
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
】

（
＊
な
お
、
高
等
部
も
同
様
で
あ
る
）

□
特
別
支
援
学
校
学
習
指
導
要
総
則
（
小
・
中
学
部
）
内
容
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
共
通
事
項

5
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学
習
評
価
に
つ
い
て

小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
等
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
学
習
評
価
及
び
指
導
要
録
の
改
善
等
に
つ
い
て

（
通
知
）
（
平
成
2
2
年
5
月
1
日
）
（
抜
粋
）

小
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
小
学
部
の
指
導
要
録
に
記
載
す
る
事
項
等

Ⅱ
指
導
に
関
す
る
記
録

１
各
教
科
の
学
習
の
記
録

特
別
支
援
学
校
（
知
的
障
害
）
小
学
部
に
お
け
る
各
教
科
の
学
習
の
記
録
に
つ
い
て
は
，
特
別
支
援
学
校
小
学
部
・
中
学
部
学
習
指
導
要
領
に
示
す
小

学
部
の
各
教
科
の
目
標
，
内
容
に
照
ら
し
，
具
体
的
に
定
め
た
指
導
内
容
，
実
現
状
況
等
を
文
章
で
記
述
す
る
。

各
教
科
・
特
別
活
動
・
自
立
活
動
の
記
録

1
2

3
4

5
6

生 活 国 語 算 数 音 楽 図 画 工 作 体 育 特 別 活 動 自 立 活 動学
年

教
科
等

様
式
２
（
指
導
に
関
す
る
記
録
）

目
標
に
準
拠
し
た
評
価
を
行
う
が
、
観
点

ご
と
に
評
価
す
る
こ
と
と
せ
ず
、
学
習
評

価
に
お
け
る
観
点
を
示
し
て
い
な
い

6
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各
教
科
の
目
標
と
内
容
：
社
会
科
（
中
学
部
、
高
等
部
）
＋
生
活
科
（
小
学
部
）
の
一
部

目
標

［
高
等
部
］
社
会
の
様
子
，
働
き
や
移
り
変
わ
り
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
一
層
深
め
，
社
会
生
活
に
必
要
な
能
力
と
態
度
を
育
て
る
。

［
中
学
部
］
社
会
の
様
子
，
働
き
や
移
り
変
わ
り
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
深
め
，
社
会
生
活
に
必
要
な
基
礎
的
な
能
力
と
態
度
を
育
て
る
。

［
小
学
部
］
日
常
生
活
の
基
本
的
な
習
慣
を
身
に
付
け
，
集
団
生
活
へ
の
参
加
に
必
要
な
態
度
や
技
能
を
養
う
と
と
も
に
，
自
分
と
身
近
な
社
会
や
自

然
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
関
心
を
深
め
，
自
立
的
な
生
活
を
す
る
た
め
の
基
礎
的
能
力
と
態
度
を
育
て
る
。

内
容

「
集
団
生
活
と
役
割
・
責

任
」

「
き
ま
り
」

「
公
共
施
設
」

「
社
会
的
事
象
」

「
我
が
国
の
地
理
・
歴
史
」

「
外
国
の
様
子
」

高
等
部

２
段
階

(1
)個
人
と
社
会
の
関
係
が

分
か
り
，
社
会
の
一
員
と
し

て
の
自
覚
を
も
つ
。

(2
)社
会
の
慣
習
，
生
活
に
関

係
の
深
い
法
や
制
度
を
知
り
，

必
要
に
応
じ
て
生
活
に
生
か
す
。(3
)公
共
施
設
や
公
共
物
な
ど

の
働
き
に
つ
い
て
の
理
解
を
深

め
，
そ
れ
ら
を
適
切
に
利
用
す

る
。

(4
)政
治
，
経
済
，
文
化
な
ど
の

社
会
的
事
象
や
情
報
メ
デ
ィ
ア

な
ど
に
興
味
や
関
心
を
深
め
，

生
産
，
消
費
な
ど
の
経
済
活
動

に
関
す
る
事
柄
を
理
解
す
る
。

(5
)地
図
や
各
種
の
資
料
な
ど

を
活
用
し
，
我
が
国
の
い
ろ
い

ろ
な
地
域
の
自
然
や
生
活
の
様

子
，
社
会
の
変
化
や
伝
統
を
知

る
。

(6
)各
種
の
資
料
を
活
用
し
，

外
国
の
自
然
や
人
々
の
生
活
の

様
子
，
世
界
の
出
来
事
に
つ
い

て
知
る
。

高
等
部

１
段
階

(1
)相
手
や
自
分
の
立
場
を

理
解
し
，
互
い
に
協
力
し
て

役
割
や
責
任
を
果
た
す
。

(2
)社
会
や
国
に
は
い
ろ
い
ろ

な
き
ま
り
が
あ
る
こ
と
を
知
り
，

そ
れ
ら
を
適
切
に
守
る
。

(3
)生
活
に
関
係
の
深
い
公
共

施
設
や
公
共
物
な
ど
の
働
き
を

理
解
し
，
そ
れ
ら
を
適
切
に
利

用
す
る
。

(4
)政
治
，
経
済
，
文
化
な
ど
の

社
会
的
事
象
や
情
報
メ
デ
ィ
ア

な
ど
に
興
味
や
関
心
を
も
ち
，

生
産
，
消
費
な
ど
の
経
済
活
動

に
関
す
る
基
本
的
な
事
柄
を
理

解
す
る
。

(5
)我
が
国
の
い
ろ
い
ろ
な
地

域
の
自
然
や
生
活
の
様
子
を
理

解
し
，
社
会
の
変
化
や
伝
統
に

関
心
を
も
つ
。

(6
)外
国
の
自
然
や
人
々
の
生

活
の
様
子
，
世
界
の
出
来
事
に

関
心
を
も
つ
。

中
学
部

(1
)集
団
生
活
の
中
で
の
役

割
を
理
解
し
，
自
分
の
意
見

を
述
べ
た
り
，
相
手
の
立
場

を
考
え
た
り
し
て
，
互
い
に

協
力
し
合
う
。

(2
)社
会
生
活
に
必
要
な
い
ろ

い
ろ
な
き
ま
り
が
あ
る
こ
と
を

知
り
，
そ
れ
ら
を
守
る
。

(3
)日
常
生
活
に
関
係
の
深
い

公
共
施
設
や
公
共
物
な
ど
の
働

き
が
分
か
り
，
そ
れ
ら
を
利
用

す
る
。

(4
)日
常
生
活
で
経
験
す
る
社
会

の
出
来
事
や
通
信
メ
デ
ィ
ア
な

ど
に
興
味
や
関
心
を
も
ち
，
生

産
，
消
費
な
ど
の
経
済
活
動
に

関
す
る
初
歩
的
な
事
柄
を
理
解

す
る
。

(5
)自
分
が
住
む
地
域
を
中
心

に
，
我
が
国
の
い
ろ
い
ろ
な
地

域
の
様
子
や
社
会
の
移
り
変
わ

り
に
関
心
を
も
つ
。

(6
)外
国
の
様
子
や
世
界
の
出

来
事
な
ど
に
興
味
や
関
心
を
も

つ
。

（
生
活
科
）
「
役
割
」

「
き
ま
り
」

「
公
共
施
設
」

小
学
部

３
段
階

(5
)進
ん
で
集
団
生
活
に
参

加
し
，
簡
単
な
役
割
を
果
た

す
。

(7
)日
常
生
活
に
必
要
な
簡
単

な
き
ま
り
や
マ
ナ
ー
が
分
か
り
，

そ
れ
ら
を
守
っ
て
行
動
す
る
。

(1
2
)身
近
な
公
共
施
設
や
公
共

物
な
ど
を
利
用
し
，
そ
の
働
き

を
知
る
。

小
学
部

２
段
階

(5
)集
団
活
動
に
参
加
し
，

簡
単
な
係
活
動
を
す
る
。

(7
)日
常
生
活
に
必
要
な
簡
単

な
き
ま
り
や
マ
ナ
ー
に
気
付
き
，

そ
れ
ら
を
守
っ
て
行
動
す
る
。

(1
2
)教
師
の
援
助
を
受
け
な
が

ら
身
近
な
公
共
施
設
や
公
共
物

な
ど
を
利
用
す
る
。

小
学
部

１
段
階

(5
)教
師
と
一
緒
に
集
団
活

動
に
参
加
す
る
。

(7
)教
師
と
一
緒
に
日
常
生
活

の
簡
単
な
き
ま
り
に
従
っ
て
行

動
す
る
。

(1
2
)身
近
な
公
共
施
設
や
公
共

物
な
ど
を
教
師
と
一
緒
に
利
用

す
る
。
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キ
ャ
リ
ア
教
育
の
改
善
・
充
実
の
方
向
性
（
検
討
素
案
）

○
現
行
の
特
別
支
援
学
校
学
習
指
導
要
領
（
高
等
部
）
で
は
、

「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
」
、
「
産
業
現
場
等
に
お
け
る
長
期

間
の
実
習
を
取
り
入
れ
る
」
等
が
新
た
に
明
記
さ
れ
、
各
校
で

地
域
等
と
連
携
し
た
実
際
的
な
指
導
が
充
実
し
て
き
て
い
る
。

【
地
域
と
協
働
し
た
取
組
の
例
】
高
齢
者
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等

に
で
か
け
、
カ
フ
ェ
を
サ
ー
ビ
ス
す
る
学
習
に
取
り
組
む
な
ど

改
善
・
充
実
の
方
向
性

教
育
課
程
企
画
特
別
部
会

論
点
整
理

教
育
課
程
企
画
特
別
部
会

論
点
整
理

成
果
と
課
題

平
成
２
８
年
４
月
１
３
日

教
育
課
程
部
会

特
別
支
援
教
育
部
会

（
第
７
回
）
資
料
３
－
２

２
．
新
し
い
学
習
指
導
要
領
等
が
目
指
す
姿

（
１
）
新
し
い
学
習
指
導
要
領
等
の
在
り
方
に
つ
い
て

（
人
生
を
主
体
的
に
切
り
拓
く
た
め
の
学
び
）

○
（
略
）
子
供
た
ち
に
社
会
や
職
業
で
必
要
と
な
る
資
質
・能
力
を
育
む
た
め
に
は
、
学
校
と
社
会
と

の
接
続
を
意
識
し
、
一
人
一
人
の
社
会
的
・職
業
的
自
立
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態

度
を
育
み
、
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
「キ
ャ
リ
ア
教
育
」
の
視
点
も
重
要
で
あ
る
。
学
校
教
育
に
「外
の

風
」
、
す
な
わ
ち
、
変
化
す
る
社
会
の
動
き
を
取
り
込
み
、
世
の
中
と
結
び
付
い
た
授
業
等
を
通
じ
て

子
供
た
ち
に
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
前
向
き
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
、
主
体
的
な
学
び
の
鍵
と
な
る
。

５
.各
学
校
段
階
、
各
教
科
等
に
お
け
る
改
訂
の
具
体
的
な
方
向
性

（
１
）
各
学
校
段
階
の
教
育
課
程
の
基
本
的
な
枠
組
み
と
、
学
校
段
階
間
の
接
続

⑤
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
等
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
、
特
別
支
援
学
校

○
ま
た
、
特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
は
、
（
略
）
特
に
、
幼
児
児
童
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
応
じ

た
自
立
活
動
の
改
善
・
充
実
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力
を
踏
ま
え
た
、
障

害
の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒
一
人
一
人
の
進
路
に
応
じ
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
充
実
、
知
的
障
害
の

あ
る
児
童
生
徒
の
た
め
の
教
科
の
改
善
・
充
実
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

■
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
視
点
を
踏
ま
え
た
学
習
状
況
評
価
の
充
実
。

■
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
具
体
を
示
す
。
（
教
育
活
動
全
体
へ
の
働
き
か
け
る
仕
組
み
）

■
障
害
の
程
度
が
重
度
の
児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
考
え
方
に

つ
い
て
、
キ
ャ
リ
ア
発
達
の
視
点
か
ら
示
す
。

・
小
・
中
・
高
等
学
校
等
に
準
じ
た
改
善
の
各
教
科
等
の
改
善
・
充
実
の
方
向
性
を
踏
ま

え
た
検
討
。

・
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
、
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
支
援
す
る
教
育
で
あ
る
こ
と
の
考
え
方
の
具
体

を
示
す
。

・
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
、
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
を
踏
ま
え
、
幼
稚
部
、
小
・
中
学
部
、

高
等
部
段
階
か
ら
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
展
開
例
や
留
意
点
を
示
す
。

■
幼
稚
部
、
小
学
部
段
階
か
ら
、
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
実
現
し
て
い

く
過
程
で
あ
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
」
を

明
確
に
す
る
。

○
児
童
生
徒
が
目
的
意
識
を
も
っ
て
学
習
意
欲
を
高
め
た
り
す

る
こ
と
の
で
き
る
技
能
検
定
等
が
開
発
さ
れ
、
地
域
の
実
態
に

応
じ
た
技
能
検
定
大
会
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

【
例
】
宮
崎
県
特
別
支
援
学
校
チ
ャ
レ
ン
ジ
検
定
な
ど

【
課
題
】

【
成
果
】

・
小
学
部
の
児
童
や
知
的
障
害
の
程
度
が
重
度
の
児
童
生
徒

が
取
り
組
め
る
よ
う
に
段
階
的
に
級
を
定
め
た
技
能
検
定
の

開
発
が
課
題
。
（
京
都
府
）

・
ワ
ー
ク
キ
ャ
リ
ア
の
た
め
の
実
践
の
一
層
の
向
上
に
加
え
、

ラ
イ
フ
キ
ャ
リ
ア
の
充
実
に
も
力
点
を
置
き
、
小
・
中
・
高

等
部
一
貫
し
た
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
実
施
す
る
た
め
の
土
台
作

り
が
必
要
で
あ
る
。
（
佐
賀
県
）

【
文
部
科
学
省
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
就
労
支
援
等
の
充
実
事
業

成
果
報
告
書
か
ら
】

・
児
童
生
徒
の
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
授
業
の
構
成
、
実
施
方

策
に
つ
い
て
の
更
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
（
金
沢
大
学
）

【
特
総
研
専
門
研
究
Ｂ
-2
5
3
（
平
成
2
2
年
３
月
）
研
究
成
果

報
告
書
Ｐ
1
6
1
か
ら
一
部
編
集
】

・
小
学
部
で
は
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
聞
い
た
だ
け
で
、
「
職
業

教
育
は
小
学
部
に
は
関
係
な
い
」
と
い
う
意
識
が
一
部
に
あ

る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
伝
え
て
い
く
の
か

が
課
題
。

・
障
害
の
程
度
が
重
度
の
児
童
生
徒
へ
の
取
組
な
ど
、
当
該

児
童
生
徒
を
指
導
す
る
教
員
に
対
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の

概
念
が
浸
透
し
て
い
な
い
現
状
。
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重
複
障
害
者
等
の
教
育
課
程
の
取
扱
い
の
改
善
・
充
実
の
方
向
性
（
案
）

教
育
課
程
の
取
扱
い

「
解
説
」
に
示
さ
れ
て
い
る

適
用
す
る
際
の
留
意
点

現
状
と
課
題

改
善
・
充
実
の
方
向
性

準
ず
る
教
育

（
目
標
及
び
内
容
に

関
す
る
事
項
の
一
部

を
取
り
扱
わ
な
い
場

合
を
含
む
）

当
該
学
年
前
学
年
・

前
学
部
代
替
の
適
用

知
的
障
害
の
あ
る
児

童
生
徒
の
た
め
の
各

教
科
代
替
の
適
用

自
立
活
動
を
主
と
し

た
教
育
の
適
用

・
取
り
扱
わ
な
か
っ
た
事
項
や
替
え
た

事
項
を
、
学
年
進
行
と
と
も
に
、
ど

の
よ
う
に
事
後
措
置
す
る
か
を
十
分

考
慮
し
た
指
導
計
画
を
作
成
す
る
こ

と
が
必
要
。

・
特
に
、
系
統
的
な
学
習
を
主
と
す
る

場
合
に
は
、
教
材
の
精
選
や
指
導
の

一
貫
性
に
留
意
す
る
な
ど
、
よ
り
一

層
慎
重
な
取
扱
い
が
必
要
。

・
自
立
活
動
を
主
と
し
た
指
導
計
画
の

作
成
に
当
た
っ
て
は
、
全
人
的
な
発

達
を
促
す
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
、

（
中
略
）
段
階
的
、
系
統
的
な
指
導

が
展
開
す
る
。

・
重
複
障
害
の
者
に
つ
い
て
は
、
一
人

一
人
の
障
害
の
状
態
が
極
め
て
多
様

（
中
略
）
心
身
の
調
和
的
発
達
の
基

盤
を
培
う
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
指

導
が
特
に
必
要
（
中
略
）
重
要
な
意

義
を
有
す
る
。

【
平
成
2
6
・
2
7
年
度
特
別
支
援
教
育

教
育
課
程
等
研
究
協
議
会
肢
体
不
自
由

教
育
部
会
（
提
出
資
料
）
／
5
6
都
道
府

県
市
】

本
規
定
を
適
用
し
た
教
育
課
程
の
編
成
・

実
施
が
課
題
と
し
て
研
究
に
取
り
組
ん
で

い
る
と
記
述
／
2
7
都
道
府
県
市

（
記
述
さ
れ
た
課
題
例
）

［
共
通
］

・
替
え
る
根
拠
の
判
断
等

［
準
ず
る
教
育
課
程
］

・
指
導
内
容
の
精
選
の
在
り
方
等

［
知
的
障
害
教
育
の
各
教
科
代
替
］

・
特
別
支
援
学
級
で
前
学
年
（
部
）

の
教
科
を
学
ん
で
い
た
生
徒
が
、

高
等
部
で
は
知
的
障
害
教
育
の
各

教
科
代
替
で
学
ぶ
者
も
い
る
。
そ

の
際
、
教
科
の
連
続
性
の
整
理
等

［
自
立
活
動
を
主
と
し
た
教
育
］

・
知
的
障
害
教
育
の
各
教
科
の
指
導

に
つ
い
て
の
検
討
等

・
「
解
説
」
に
示
さ
れ
て
い
る
本

規
定
を
適
用
す
る
際
の
留
意

点
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
な

考
え
方
に
つ
い
て
、
更
に
分
か

り
や
す
く
解
説
し
て
は
ど
う
か
。

・
第
２
章
「
各
教
科
」
第
１
節
に

は
障
害
種
別
に
「
指
導
内
容
の

精
選
等
」
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い

て
、
更
に
具
体
的
に
整
理
し
、

解
説
し
て
は
ど
う
か
。

・
各
学
校
（
部
）
段
階
間
に
お
け

る
各
教
科
等
の
「
学
び
の
連
続

性
」
の
考
え
方
に
つ
い
て
整
理

し
、
解
説
し
て
は
ど
う
か
。

・
自
立
活
動
を
主
と
し
た
教
育
課

程
を
行
う
際
の
心
身
の
調
和
的

発
達
、
全
人
的
な
発
達
を
促
す

た
め
の
系
統
的
な
指
導
の
在
り

方
に
つ
い
て
の
考
え
方
や
、
教

科
と
自
立
活
動
の
指
導
目
標
設

定
の
関
係
性
を
具
体
的
に
整
理

し
、
解
説
し
て
は
ど
う
か
。

●
学
習
指
導
要
領
及
び
学
習
指
導
要
領
解
説
に
お
い
て
、

・
重
複
障
害
者
等
に
関
す
る
教
育
課
程
の
取
扱
い
を
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
の

・
重
複
障
害
者
等
に
関
す
る
教
育
課
程
の
取
扱
い
を
適
用
す
る
場
合
の

こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

平
成
２
８
年
４
月
１
３
日

教
育
課
程
部
会

特
別
支
援
教
育
部
会

（
第
７
回
）
資
料
４
－
３
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障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
教
育
課
程
等
の
円
滑
な
接
続
に
向
け
た
改
善
・
充
実
の
方
向
性
（
検
討
素
案
）

障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
教
育
課
程
等
の
円
滑
な
接
続
に
向
け
た
改
善
・
充
実
の
方
向
性
（
検
討
素
案
）

■
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
シ
ス
テ
ム
構
築
の
進
展
を

踏
ま
え
、
連
続
性
の
あ
る
「
多
様
な
学
び
の
場
」

に
お
け
る
児
童
生
徒
の
十
分
な
学
び
の
連
続
性
を

確
保
し
て
い
く
観
点
か
ら
、
小
・
中
学
校
等
と
知

的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
た
め
の
各
教
科
の
関

連
性
の
整
理
、
教
育
課
程
の
円
滑
な
接
続
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

中
学
校
特
別
支
援
学
級
卒
業
者
の
う
ち
高
等
部

へ
の
進
学
者
数
の
割
合

…
6
4
.3
%
（
H
2
6
.3
卒
業
者
）

改
善
・
充
実
の
方
向
性

教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
「
論
点
整
理
」

教
育
課
程
企
画
特
別
部
会
「
論
点
整
理
」

特
別
支
援
教
育
を
取
り
巻
く
現
状

■
各
教
科
等
を
学
ぶ
本
質
的
意
義
の
捉
え
直
し

■
各
学
校
段
階
に
お
け
る
各
教
科
等
で
育
成
す
べ
き

資
質
・
能
力
の
整
理

■
目
標
・
内
容
の
検
討

■
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
の
検
討

■
目
標
に
準
拠
し
た
評
価
の
観
点
の
検
討
な
ど

■
小
学
校
の
改
訂
や
教
育
課
程
の
連
続
性
を
踏
ま
え
た
特
別
支
援
学
校
（
知
的
障
害
）
小
学
部

に
お
け
る
外
国
語
活
動
の
導
入
に
つ
い
て
の
検
討

■
「
重
複
障
害
者
等
に
関
す
る
教
育
課
程
の
取
扱
い
」
を
踏
ま
え
、
小
・
中
学
校
等
の
教
科
と
、

知
的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
た
め
の
教
科
の
考
え
方
を
整
理

■
「
重
複
障
害
者
等
に
関
す
る
教
育
課
程
の
取
扱
い
」

の
適
用
を
す
る
際
、
小
学
校
等
と
知
的
障
害
の
あ
る

児
童
生
徒
の
た
め
の
各
教
科
の
連
続
性
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
た
ら
よ
い
か
、
現
場
の
悩
み
が
あ
る
。

■
児
童
生
徒
が
通
常
の
学
級
、
特
別
支
援
学
級
、
特
別

支
援
学
校
な
ど
と
、
多
様
な
学
び
の
場
で
学
習
す
る

現
状
も
あ
り
、
連
続
性
の
あ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
追

求
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

■
各
教
科
の
教
育
内
容
を
保
障
す
る
こ
と
を
前
提
と
し

な
が
ら
、
自
立
活
動
に
「
替
え
る
（
指
導
の
方
向
性

を
変
更
す
る
）
」
と
い
う
手
続
き
や
判
断
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
た
ら
よ
い
か
、
現
場
の
悩
み
が
あ
る
。

特
別
支
援
教
育
部
会
（
第
７
回
）
の
意
見

（
各
教
科
で
育
成
す
べ
き
資
質
・
能
力
）
小
・
中
学
校
等
の
改
訂
に
準
じ
る
。

（
各
教
科
の
目
標
）
小
・
中
学
校
等
の
改
訂
に
準
じ
る
。

（
段
階
）
各
教
科
の
各
段
階
の
領
域
ご
と
に
目
標
を
設
定
し
て
は
ど
う
か
。

・
小
・中
学
校
等
の
各
学
年
の
領
域
に
対
応
し
た
目
標
の
系
統
性
と
関
連
づ
け
た
整
理
を
し
て
は
ど
う
か
。

・
１
段
階
の
目
標
に
つ
い
て
は
、
２
段
階
が
め
ざ
す
各
領
域
の
目
標
と
の
系
統
性
を
考
慮
し
、
幼
稚
園
教

育
要
領
に
示
さ
れ
る
ね
ら
い
の
ほ
か
、
発
達
の
初
期
段
階
に
関
す
る
先
行
研
究
を
参
考
に
、
具
体
的

に
整
理
し
て
は
ど
う
か
。

・
１
段
階
の
目
標
と
自
立
活
動
の
目
標
と
の
関
連
や
目
標
設
定
の
手
続
き
等
を
具
体
的
に
解
説
し
て
は

ど
う
か
。

（
内
容
）
各
段
階
の
領
域
ご
と
に
示
さ
れ
た
目
標
の
系
統
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
小
・
中
学
校
等
の

学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る
内
容
と
の
連
続
性
に
基
づ
い
て
整
理
し
て
は
ど
う
か
。

・
小
・
中
学
校
等
の
改
善
を
踏
ま
え
、
領
域
な
ど
の
表
現
や
構
成
を
整
理
し
て
は
ど
う
か
。

（
内
容
の
取
扱
い
）
次
の
こ
と
に
つ
い
て
、
学
習
指
導
要
領
の
「
第
２
指
導
計
画
の
作
成
と
各
教
科

全
体
及
び
各
教
科
の
内
容
の
取
扱
い
」
に
明
記
し
て
は
ど
う
か
。

・
各
学
部
で
各
教
科
の
各
段
階
の
領
域
ご
と
に
目
標
を
設
定
し
た
場
合
、
既
に
各
学
部
の
段
階
の
目
標

を
達
成
し
て
い
る
児
童
生
徒
の
た
め
に
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
個
別
の
指
導
計
画
に
基
づ
き
、

各
学
部
に
対
応
し
た
学
校
段
階
ま
で
の
学
習
指
導
要
領
を
参
考
に
指
導
で
き
る
、
と
し
て
は
ど
う
か
。

（
評
価
）
小
・
中
学
校
等
の
改
訂
に
準
ず
る
。

小 ・ 中 学 校 等 の 各 教 科 と の 接 続 、 小 学 部 等 の 教 育 課 程 の 連 続 性
・
外
国
語
に
親
し
ん
だ
り
、
外
国
の
文
化
に
つ
い
て
の
理
解
や
関
心
を
深
め
た
り
す
る
た
め
、
児
童
の

実
態
等
を
考
慮
の
上
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
小
学
校
に
お
け
る
外
国
語
活
動
を
設
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
、
と
し
て
は
ど
う
か
。

現
行
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
た
め
の
各
教
科
の
目
標

及
び
内
容
等
に
つ
い
て
、
以
下
の
視
点
か
ら
改
訂
し
て
は
ど
う
か
。

■
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
え
方
や
検
討
の
道
筋
に
つ
い
て
整
理

・
学
習
指
導
要
領
を
踏
ま
え
て
教
育
内
容
を
明
確
に
す
る
段
階
、
教
育
内
容
を
踏
ま
え
て
指
導
計
画
を

作
成
す
る
段
階
、
個
別
の
指
導
計
画
と
授
業
等
と
の
つ
な
が
り
な
ど
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
総
体
的
な
可

視
化
を
し
な
が
ら
解
説
し
て
は
ど
う
か
。

・
重
複
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
教
科
等
の
目
標
及
び
内
容
を
変
更
す
る
際
の
手
続
き
を
整
理
し
て
は
ど
う
か
。

平
成
２
８
年
５
月
１
８
日

教
育
課
程
部
会

特
別
支
援
教
育
部
会

第
８
回
資
料
３
－
２
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